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平成23年知立市議会３月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成23年３月17日（木） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     杉山 千春     杉原 透恭     水野  浩     高木 千恵子 

     川合 正彦     石川 信生     中島 牧子     三浦 康司 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     福祉子ども部長   毛受 秀之      福 祉 課 長   成瀬 達美 

     子 ど も 課 長   島津 博史      保 険 健 康 部 長   伊豫田 豊 

     長 寿 介 護 課 長   山口 義勝      国 保 医 療 課 長   加藤  初 

     健 康 増 進 課 長   清水 辰夫      市 民 部 長   蟹江 芳和 

     市 民 課 長   神谷 雅俊      経 済 課 長   水嶋  広 

     環 境 課 長   平野 康夫 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第５号 知立市立保育所条例の一部を改正する条例           原案可決 

     議案第６号 知立市基金条例の一部を改正する条例               〃 

     議案第７号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例          〃 

     議案第８号 知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例           〃 

     議案第９号 知立市環境美化推進条例                     〃 

     議案第15号 
 愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減 

 尐及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
  〃 

     議案第19号 平成22年度知立市一般会計補正予算（第４号）           〃 

     議案第20号 平成22年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）     〃 

     議案第22号 平成22年度知立市老人保健特別会計補正予算（第２号）       〃 

     議案第23号 平成22年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３号）       〃 

     議案第24号 平成22年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）    〃 

     議案第26号 平成23年度知立市一般会計予算                  〃 

     議案第27号 平成23年度知立市国民健康保険特別会計予算            〃 

     議案第30号 平成23年度知立市介護保険特別会計予算              〃 

     議案第31号 平成23年度知立市後期高齢者医療特別会計予算           〃 
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     陳情第１号 
 大幅増員と夜勤改善で、安全・安心の医療・介護を求める陳情 

 書 
採  択 

     陳情第２号 
 国民健康保険制度の改善と都道府県単位（広域化）に反対を求 

 める陳情書 
不 採 択 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時10分開会 

○水野委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会します。 

 本委員会に付託された案件は17件、すなわち議

案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、

議案第９号、議案第15号、議案第19号、議案第20

号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案

第26号、議案第27号、議案第30号、議案第31号、

陳情第１号、陳情第２号です。これらの案件を逐

次議題とします。 

 議案第５号 知立市立保育所条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○三浦委員 

 それでは、議案第５号であります。この第５号

は、中央保育園の一部条例の改正であります。 

 この知立市の保育園行政におきまして、現在運

営を行っております一つの園を廃止するという、

私たちにとっても大変心苦しい、大変難しい問題

であります。その件を今回もやっておるわけであ

ります。こういった保育所、保育園の廃止、まだ

この後も知立市の保育所の整備計画がございます。

こういった保育園の整備計画が出てきています。

そして、また、知立市においては、学校関係も今

後また整備計画をしていかなければいけません。

いろんな意味で、箱物といいますか、そういった

ものの大きな事業が山積しております。その中の

一つが保育園の整備計画、こういったものが出て

きております。これも保育審議会にもかかったわ

けでありますし、その点でこれが出ております。 

 この整備計画、どうしてこの計画が出てきたか、

何がどうしてこの計画をつくらなければいけなか

ったか、その辺の内容といいますか、意味を初め

にお伺いしたいと思います。 

○子ども課長 

 まず、整備計画でございますが、平成20年、知

立市保育行政審議会に対して、市長から保育所整

備計画についてということで、その時点でもう既

に公立保育園が非常に古くなっていたということ

で、当時の市長が知立市の保育所整備計画につい

て審議していただきたいということで、保育所行

政審議会のほうに諮問をしたということでありま

す。 

○三浦委員 

 市長から施設の老朽化ということで整備計画の

提案がされた。老朽化のみですかね。これは計画

なものですから、財政面とか、そういう計画のほ

うもあるかと思うんですけど、その辺も。 

○子ども課長 

 財政面でいいますと、知立市内に保育所が、知

立市内地域、狭い14キロ四方の中に11園あると。

これについては、そのさきのさらに前の保育行政

審議会で、その辺のことを踏まえて民営化につい

てということで、やはり当時の市長から諮問され

まして、その中の回答としまして、市の規模から

見て保育園の数が多過ぎるというようなことで答

申が出されたと。知立市内、この16キロ四方の中

に11園もあり、非常に財政的に負担も多いという

ことで答申が出されたわけですけれども、その答

申を踏まえて、保育行政審議会、さきに御説明し

ました平成20年に諮問した中で、その辺の予算と

いうんですか、財政的な面も含めて、保育行政審

議会のほうで統廃合を含めた保育所整備計画とい

うのがつくられたというのが経過であります。 

○三浦委員 

 今ありました市内の中に11園ある。これは現状

では多いのではないか。いわゆる統廃合を考える

というようなことだと思います。やはり統廃合を

考える、それも財政の中でありますし、多分、今

の11園の保育園が老朽化ということでありますの

で、一遍にこれが来てはいけないということで、

順次計画を立てて、市としてはこの整備計画、こ

の図にあるような年次計画、こういう形を立てた

と思うんですね。 

 その中でちょっとお聞きしたいんですけど、建

てかえ工事だとかリニューアル、それから廃園、

いろいろあるわけですね。この辺の違いといいま

すか、選択の仕方はどういった意味において、こ
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の建てかえ、廃園、リニューアル、この辺が出て

きたのか、その辺を尐しお願いします。 

○子ども課長 

 全体的な考え方として、まず、建築年度を見る

と同時に、構造がＲＣであるのか、鉄骨であるの

か、Ｓ構造であるのか、ＲＣ構造であるのかとい

うことを勘案して、ＲＣ、鉄筋づくりについては

リニューアルという形で延命を図ると。 

 直近で、鉄骨構造、今回、廃園をお願いしてい

る中央保育園、それから、建てかえをしている南

保育園、ああいったところは非常に建物の傷みが

激しいということで、まず、そちらの建てかえを

先にというような考え方で計画を立てさせていた

だいているのが現状であります。 

○三浦委員 

 今、鉄骨だとか、それから、老朽化の進度ぐあ

いといいますか、そういった意味において順番を

決めていったと。第１期計画、第２期計画、第３

期計画ということで来ているわけですね。 

 中央保育園を見ますと、築40年ということです

ね。南保育園が41年、その次に40年ということで、

古いということですね。で、この中央保育園を廃

止すると。なかなか知立市の中央におって、利用

度もある中央保育園。しかし、老朽化というのが

やはりこれ以上進んではいけないということで、

廃園ということを考えたということでこの計画が

できていると思うんですけど、今、市民からすれ

ば、やはり中央保育園をなくさんでほしいという

声も十分聞いております。そんな中において、や

はりこの廃園というのは、私たちも選択に大変苦

慮しているんですけど、やはり市から思えば、や

はり廃園にしていかなければいけない。私はそう

いう状況だと思っております。 

 そんな中、例えばこれを廃園にしないでこのま

ま続けると、年次計画も狂うわけでありますが、

この中央保育園というのは、やはりもたない、ま

た、施設なんかも老朽化している。いろんな意味

でやはり難しい、まずいという、そこら辺もある

んですかね。 

○子ども課長 

 基本的に、まず年次計画をしていくという部分

では、私どもの考えとしては、遅くすれば次の建

物も遅くなるということで、全体が遅くなるとい

う問題があると思っております。ですから、やは

り年次計画で尐しでも一つでも早く建て直したほ

うがいいかなという考えであります。 

 それから、中央保育園については、やはり先ほ

ど委員のほうからも御紹介ありましたように、建

築年度が経過しております。非常に老朽化した施

設ということで、例えば水道管なんかも壊れたと

きの対応がすぐできるような状態にしてあったり、

いろいろしてある状況の中で運営しておりますの

で、そこを残してということになりますと、やは

り経営的なものはそれなりにかかってくる。本会

議にも出ていたと思うんですけれども、その部分

の維持費というのは当然かかってくるかというこ

とであります。 

○三浦委員 

 このまま中央保育園を存続していくと、やはり

老朽化の問題で、いずれはまた建てかえないし廃

止とかをしていかなければいけない。そして、ま

た、この年次計画にも、年次計画、組んでいます

よね。この後、逢妻も近い将来廃止という形にな

っていくと思うんですけど、そして、リニューア

ルの関係でいきますと、第１期の計画の中に５園

あるわけですよね。この計画を順次やっていくと

いうことになりますと、やはり今の廃園というの

が知立市の財政、いろんな意味において、これも

仕方がないのかなと。市も保育審議会のほうも、

その辺のことを踏まえて今回のこの結果になった

かと思います。 

 この計画を大きくまた変更するということはな

かなか大変なことだと思いますし、廃園するにし

ても、やはり私ども、一番心配するのは、今の現

状の子供、そういったのが上手にまたつないでい

けるのか、その辺のことも大変心配しているんで

すけど、その辺はどうなんですか。 

○子ども課長 

 これもたしか本会議で出ていたかと思いますけ

れども、廃園時点での在園児等については、お母
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さん、それから子供さんについては、優先的に近

隣の、例えば新しい南保育園を希望されるのであ

ればそちらのほうとか、徳風だとか、あるいは知

立保育園、なかよし保育園のほうに行っていただ

くような措置をさせていただくということを答弁

させていただいていますので、そういった形での

できる限りフォローはさせていただくという予定

ではおります。 

 以上です。 

○三浦委員 

 廃園というのはすごく大きなことであります。

一つの現存する保育園をなくすということは大変

重要なことであり、やっぱり市のほうも慎重にや

っていかなければいけないと思っております。 

 そんなことで、現状の今の中央保育園がやはり

敷地的にも狭い。また、駐車場もない。いろんな

意味において、じゃ、そこでまた建てかえてでき

るのかという、そんな問題もありますし、いろん

な意味において、やはりこれは市のほうもそうい

った決断をした一つだと思っています。 

 また、この後に建てるという子育てセンター、

その件も、そちらのほうが余り見えてこないんで

すけど、例えば障がい者団体といいますか、愛身

連ですね。また、その知立支部だとか、そういっ

たところの動きといいますか、要望というのはど

うなんでしょうか。 

○子ども課長 

 この件につきましては、中央保育園の廃園とあ

わせてというような形で議論がなされております。 

 ただ、中央保育園の廃園がまだ皆さんに御可決

していただけない中での話はどうかということで、

正直、具体的な話をまだ障がい者団体とか、そう

いった形、あるいは、ひまわりのお母さんたちと

具体的な話をするというのは、もちろん意見はい

ろいろお聞きしてはおりますけれども、具体的に

やるということはまだしておりません。やらせて

いただけるのであるならば、はっきりした段階で

次のステップに進むべきかなというふうには考え

ております。 

○三浦委員 

 やはりこれだけの大きな廃園という事業をする。

それに代償といいますか、これにかわるものを市

のほうもこういう形で打ち出しているものですか

ら、そちらのほうをもう尐しといいますか、私の

ほうもそういった団体からいろんな意見が出てく

ると思うんですよね。そういったのもやはり聞い

ていかなければいけないし、そこら辺を取り入れ

ていく。また、そういった声に対して私たち議会

としても応援しなければいけないし、そういった

意味、いろいろあります。 

 現存する保育園をなくすということは、本当に

私たちもつらいところでありますが、市のそうい

った方針がやはり一つ通っていないと、なかなか

この問題は解決しないと思いますので、ぜひその

辺も含めて今後の対応というものをしっかりやっ

ていっていただきたい、そう思っています。 

 部長、その辺も含めて。 

○福祉子ども部長 

 今回の廃園の件ですが、本当に三浦委員からも

御発言がありましたように、大変重い選択、市と

しても苦渋の選択であります。これは、本当に一

つの公の施設をなくすという、身近におみえにな

る方たちにとっては本当に大変、私どもとしては

心苦しいというのが本当に正直なところでありま

す。 

 ただ、私たち行政を運営していく中では、やは

り財源というものは当然大きな考えの中でしてい

かなければならないという中では、その辺につい

ては皆さん御理解をしていただきたいなというふ

うに思っています。 

 今の私どものそこの跡地への計画、療育施設と

いうのを今の段階で計画をしていますのが、本会

議でもお話をさせていただいております療育施設

という専用の施設がないという状況を、やはりそ

れは解消をしていきたいと。今現在、南児童セン

ターで行っている間借りのような療育施設は、こ

れはやはり解消すべきだろうと。 

 また、それにあわせて新たな拡大の療育事業と

いうことで、肢体不自由のお子さんについても拡

大をしていきたいという思いの中で、中央保育園
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廃園した後の転用施設としてあちらのほうに建て

ていきたいというふうに思います。 

 その内容でございますが、療育施設、今の南児

童センターで行っているひまわりルームのお子さ

んの療育事業は当然ですが、また、それに加えて、

肢体不自由のお子さん、本会議でもお話しさせて

いただきましたが、本当に重度というお子さんの

受け入れというのはなかなか難しいな、ただ、今

現在、市内でも身障の療育手帳を持ったお子さん

もその中での療育事業の対象として療育していき

たいなというふうに思っておりますので、その辺

は今後、障がいのあるお子さんの保護者の方たち

ともどういう施設にしていくかということも当然

意見を伺う場も持ちたいと思います。また、専門

の先生方の御意見も当然伺いながら、その療育施

設がより以上に皆さんから評価を受けるような施

設としていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○杉山委員 

 今回のいろんな至った点について一つ質問させ

ていただきたいというふうに思います。 

 まず、地域の方からの反対署名等も含めて、今

回、私はこの問題に対していろんな意見で精査さ

れなくちゃいけない部分は、まず一番に、保護者

の方々がこの計画に対して、今のように、いつか

らこういう形が始まって廃園に至ったような状況

があったのかということがまず示された部分が昨

年の説明会のほうから初めて知ったように思われ

ていらっしゃる保護者の方がたくさんみえるとい

うことですね。その点について、まず、本当に一

番に私たちも議会で昨年聞かせていただいたのが

初めてではあったわけですけれども、こういった

計画に載った、保護者の方々が自分が毎日通って

いる園がどういう方向になっているかということ

が、その思いが保護者の方々に入っていないので、

廃園という現実だけが先に来てしまった部分で、

まず不安を駆られてしまったということが一番に

あるというふうに思います。その点で、市の行政

の思いと、まずそこの出発点が違ってしまったと

いうことで、今回のこの至った部分での選択肢の

中での反対意見もふえてしまったのではないかと

思いますけれども、まず、保護者の皆様に説明と

いう形でこの計画の説明会を持たれた一番最初は

何日だったでしょうか。お日にちのほうを示して

いただけますでしょうか。 

○子ども課長 

 最初に説明会をした日ということでよろしいで

すか。 

 最初に説明会をさせていただいたのは、まず中

央保育園の在園児のお母さんに対してですが、平

成22年10月13日の水曜日です。これが第１回目と

いうことであります。 

○杉山委員 

 地域の方とか、また保護者の方もうわさ的にと

いう形で、議会等でもお話がありましたけれども、

そういったような形で、何か廃園になるみたいよ

という感じでお聞きになったということは、当然、

そういった話が審議会のところから話が始まって

いたわけですので、そういった形での地域でのパ

ブリックコメント、また、広報で出したという部

分では、必ずしも一部分の方にだけというわけで

はなかったわけですけれども、そういった形の部

分の説明が十分であったかという認識はどうでし

ょうか。 

○子ども課長 

 まず、平成22年の３月に、この整備計画を出す

に当たりまして、パブリックコメント、それから

広報に載せさせていただいて、本当に一部ですけ

れども、意見もいただいているんですけれども、

その後に、先ほどもお話ししました平成22年10月

13日まで地元並びに保護者の方に説明をしなかっ

たということについては、私どもとしてはちょっ

と遅かったかなと、その点については本当におわ

び申し上げなければいけないかなというふうに思

っております。 

 以上です。 

○杉山委員 

 いろんな意味で計画というのは大局的に立てな

ければいけないものがたくさんあります。知立市

だけではなくても、いろんな地域でも、統廃合と
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か、また、いろんな施設がなくなっていくという

こともあるかというふうには思います。 

 そういった中で、やはり説明を受けていないと

いうこと自体に不信とか不安が感じられる。そし

て、跡地はこういう計画であるんだということも

知るような知らないようなということから始まっ

て、じゃ、それはほかでもいいんじゃないかとい

うことは当然保護者の方であれば思うわけで、一

般の地域の方も含めて、できる新センターはとて

もすばらしいもので、それをどこかに建てていた

だきたいという思いは当然あるわけで、それが、

じゃ、どうして自分の地域なのかなという、中央

保育園の廃園の跡地なのかなという、そこのとこ

ろの部分が、出発点がずれてしまった部分で、何

かせっかくのいい計画の部分とか、また、廃園に

至った部分の、こういった市の財政の本当に苦渋

の選択をしている、そういったところが保護者の

方々にもまだまだわかっていただけない部分で、

大変それが残念かなというふうに思います。 

 そういった部分では、本当に市のこれからの計

画の部分も含めて、やはりこういった知立市の中

での一つ一つの選択、また、いろんな計画の中で

のものがいち早く市民の皆様にお示しをしていた

だきながら、こういう計画の中でこういったもの

がこういうふうになっていく、全部がいいわけじ

ゃないわけですので、その中での市の選択がこう

いうふうに至ったということが、これからも中央

保育園だけではなく、逢妻保育園も廃園の計画に

なっているということ自体も含めて、これからの

行政としての、またこういった計画に対しての考

え方をもう一度お聞かせしていただきたいと思い

ます。 

○子ども課長 

 今、杉山委員のほうから御指摘いただきました

計画についての行政の今後の対応ということであ

りますけれども、ただいま御紹介がありました子

育て支援センターについては、先ほど部長からも

お話があったように、今の状況を踏まえて、お許

しがいただけるような状況になるであるならば、

障がい者団体の方、あるいは、ひまわりに通って

いるお母さん方、それから、専門家、これは先ほ

ど部長からもお話がありましたけれども、方々か

らいろいろ意見を聞きながら、せっかくつくるも

のでありますので、いいものをつくっていきたい

と、できる範囲の最大限のいいものをつくってい

きたいというふうには思っています。 

 繰り返しですけれども、やはり皆さんの意見を

聞きながらやっていくべきかなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○杉山委員 

 最後、もう一点だけ、この支援センターは中央

保育園跡地でないと建設がもう無理という、そう

いった計画もできないという状況にあるというこ

とをもう一度確認したいと思います。 

○子ども課長 

 財政面の話で非常に恐縮なんですけれども、現

状、税収がなかなか上向かない中での子ども課の

ほうにいただける予算、私自身が予算要求が下手

だと言われるとそれまでなんですけれども、不徳

のいたすところということになるんですけれども、

そういう予算の中でやっていく中で、今あるいた

だいた予算の中で、保育園を11園続けながら、さ

らに支援センターをやっていくというのはなかな

か難しいかという思いがありまして、そういうと

ころがありまして、中央保育園を廃園させていた

だいた折には、山町の土地を生かすという意味で

支援センターを建てさせていただきたいというこ

とであります。 

 以上です。 

○福祉子ども部長 

 保育園の整備計画につきましては、先ほど三浦

委員からも御紹介がありました、今後進めていか

なければならない計画であります。 

 そうした中で、今、杉山委員からの御指摘で、

中央保育園でなければという御質問だったかと思

います。 

 議会の中でも私、答弁もさせていただきました

けれども、中央保育園に至った、そこの建設に至

った経緯は、いろんな老朽化の問題、また、それ
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から面積の問題、それから財源の問題等々、いろ

んな諸条件、その中でいけば、やはり中央保育園

の跡地を新たな施設で建てていくのが最善の方向

だというか、その場所であるという総合的な判断

のもとに決定させていただきましたので、その決

定を今の時点では市としては最善の場所というか、

それには痛みを伴っておりますけど、場所の選定

については、私どもとしては今の中央保育園の跡

地ということで進めていきたいというふうに思い

ます。 

○杉山委員 

 市長の見解のほうもお願いいたします。 

○林市長 

 まず、杉山委員、御指摘いただきましたように、

説明が、せっかくのいい計画が十分に周知されて

いなかったという点であります。なかなか廃園と

いうこと、そして、廃園後に新たな施設をつくる

ということを一体的に説明をしていくということ

について、やはりもう尐し工夫をして、また、し

っかりと説明をしていくということが必要だった

なという、私、反省をさせていただいております。 

 これから、整備計画の中で、先ほど御紹介いた

だきました逢妻保育園等もまだ統廃合の計画でご

ざいます。これからは、今回の反省を踏まえて、

関係の皆様方にしっかりと説明をしていくという

ことをやらせていただきたいなというふうに思っ

ております。 

 また、廃園後の施設については、先ほどの三浦

委員の質問とも関連するわけであります。 

 私、今回の再構築をするに当たっては、改めて

ひまわりルームに行かせていただき、関係の皆様

方と車座になってお話をさせていただきました。

第一声は、何でも意見を言ってくださいという中

で、保護者の方は、まずお怒りを向けられました。

お怒りと申しますか、非常にもどかしさというの

をぶつけられました。 

 というのは、この療育施設は非常に待ち望まれ

た施設であったわけでありますけれども、中央保

育園の廃園とセットになっていることに対して非

常に心を痛めていらっしゃいました。私たちのせ

いで中央保育園がなくなっちゃうんだね、非常に

寂しい思いと申しますか、もどかしさを感じてい

らっしゃいました。 

 私はその中で申し上げたのは、本当に正直な話

をさせていただきました。今、知立市の財政状況

は、当初予算で借金をし、そして、貯金を取り崩

して予算を組ませていただいております。それは、

今、24億円の赤字の予算でスタートをさせていた

だいておりますということ。また、この保育園の

中にも、例えばひまわりルームのある南児童セン

ターについても駐車場がまだ舗装がされていない

状況であります。また、ほかの保育園でも駐車場

そのものが足りないところがたくさんございます。

また、保育園も公立保育園11園があるんですけれ

ども、老朽化が非常に進んでおりまして、待った

なしで改修をしていかなければいけない状況であ

ります。また、乳児保育事業、長時間保育事業な

どなど特別保育事業のニーズが高くなっておりま

すということ。また、児童センターも足りないと

ころがあるということなどなど、本当に赤裸々に

私、申し上げさせていただきましたところ、本当

にわかっていただきました。わかっていただいて、

本当にひまわりルームの関係の皆様方も心を痛め

ながらも、ああ、そういうことだったんですねと

いう話の中で、そこから、まずは、もう一つ、じ

ゃ、給食センターの跡地はどうなのと、やはり知

っておられました。給食センターの跡地は、私は

この跡地を基金に積み立てさせていただいて、そ

して、療育施設、そして、子育て支援センターと

いう財源にしたいんですよという説明もさせてい

ただきました。 

 また、南保育園、今からつくるわけであります

けれども、南保育園のこともあったわけでありま

すけれども、そこもやはり専用施設をつくるのは

なかなか難しいということを、それはそのときじ

ゃなかったかもしれないですけれども、いろんな

そういう話をさせていただきましたところ、わか

りましたという中で、そこでわかっていただいて、

じゃ、療育施設はどういう施設がいいんだねとい

う、本当に前向きな、車座の中でいろんな保護者
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の方々が、大府だか、あそこにある３階建ての施

設を一回、市長さん、見に行ってくださいよとか、

療育の専門、発達障がいの方々、自閉症の方々、

ダウン症の方々、こういうふうにやっていただく

と、こういうつくりにしていただくといいよと、

非常に前向きな意見を聞かせていただきました。

そうした、本当に、ひまわりルームにいらっしゃ

る方々も心を痛めながらも、本当に楽しみにして

いる施設ということであります。 

 その辺のことを委員の皆さん方も御理解いただ

いて、ぜひとも専用施設をつくらせていただきま

すようによろしくお願いいたします。 

○川合委員 

 それでは、二、三、この件につきまして質問さ

せていただきます。 

 今、部長、そして市長のほうからいろいろと説

明があったわけでございますが、その説明と課長

の説明が若干ずれている感じがするんですね。廃

園が決まったら療育の内容について、また施設の

内容について具体的に進めるというような御意見

だったと思います。 

 でも、これ、やはり保育園の数の問題とか財源

の問題というのはあるかもしれないけど、それだ

けでは解決する問題じゃないんですね。それと同

レベル、またはそれ以上に、養育の今までの施設

やら施策のおくれがこうであった、それで、今、

こういうふうな必要性があると今、市長が言われ

ましたけど、そんなことはもうずっと前にやって

いて、そのこととセットで説明しないから片手落

ちになっちゃうんですね。 

 これは個別に市長にも部長にも会っていろいろ

お聞きしたところによりますと、皆さん、多分そ

れは理解してみえると。理解してみえた上でこう

いう議論になっていると。それもある部分ではあ

るかもしれませんが、どこまで本当に腹に落ちた

説明がなされているかということは非常に疑問だ

と思うんですよ。 

 そんなわけで、12月の一般質問のときに、小規

模であり、さらに、ゼロ・２歳児、そして延長も

やっていない小さな保育園がこれだけ支持を得て

いる。このことについて、僕は非常に評価させて

いただきました。やはり子供さん、いろんな大型

の園、そして小規模の園、適応、不適応、あると

思います。ですから、数の問題、財源の問題、そ

れは確かにありますけど、それだけじゃないとい

うことはやっぱり腹に落とした上での説明が必要

だと思います。 

 この辺、部長、いかがですか。 

○福祉子ども部長 

 やはり、今、川合委員の御質問の中にもありま

した、数だけの問題だけではないということも私

ども承知しております。 

 先ほど委員さんのほうからも話がありましたよ

うに、あそこにああいう形に至った経緯等の御説

明の配慮が尐しという御指摘もあったかと思うん

ですが、最終的に、私どもは、先ほども申しまし

たように、いろんな廃園に至った経緯、要素とい

いますか、そういったものを総合的に判断させて

いただいた中での今回の条例の提案ということに

なっているわけですが、私どものほうのあそこに

至った経緯についての説明の、療育のことの説明

の尐しの不足ということは、多尐、私ども、尐し

反省すべきところはあるかと思いますけれども、

先ほども答弁させていただきましたが、計画に至

ったそれぞれの背景、経緯ということについての

説明が、私ども、今後の整備計画をしていく中で

は尐し勉強させていただいたというか、そういう

思いであります。 

○川合委員 

 まさにそのとおりだと思います。 

 子育てに関連する市長の意気込み等を考えます

と、やはり保育に欠けるお子さんをそういう環境

から支援していくと、こういうことと同等、それ

以上に、やはり療育を必要とされる御家庭、お子

様の環境整備、同じように説明しないと本当に理

解が難しいことになってくると思いますよ。 

 今、ひまわりルームさんのほうで48人の方が療

育を受けてみえるわけでございますが、第１ルー

ムでは28名、第２ルームでは20名、計48名の方と

なっているんですけど、このひまわりルームとい
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う形が今は間借りの状態になっているんですけど、

こういうふうになる前というのは、保育園にいき

なり入られて、そこで環境適応されていたような

ふうなのか、その辺、どんな経緯があるのか、ち

ょっとお知らせください。 

○子ども課長 

 申しわけございません。ひまわりルームがもう

平成15年に始めておりまして、ひまわりルームが

活動を始めた経緯ということになると、ちょっと

詳しい事情は承知しておりませんが、ただ、今の

現状で言いますと、保健センターで健診を受けた

お子さんの中で、保育園に入る前に保育園に入る

時期を模索するという意味で今事業を進めており

ますので、ひまわりルームとしてそういう形でご

ざいます。 

 以上です。 

○川合委員 

 今言われたようなことで、平成17年から重度の

方も中央保育園に入所され、また、平成18年から

は全園がそういうふうに体制をとられたと。 

 いろいろあるんですが、いずれにしても、専門

の施設がない自治体というのはほかにあるんです

かね、この近隣で。その辺が非常におくれを感じ

るわけでございまして。あいち発達障害者支援セ

ンター、愛知県心身障害者コロニー、春日五にあ

りますよね。こちらのほうの御意見でも、逆に言

えば、こういう環境でありながらきちっとやって

いるのは、これはすばらしい、ある面では。専門

施設がないのに。これはもう保育士さんとか、関

係される方、親御さんもいますが、そういう方の

レベル、これはすばらしいものがあるという評価

が上がっている。反対にその辺のことを説明して

ほしいというぐらいの意見を持ってみえるらしい

ですわ、そのコロニーの方たちは。 

 ということで、非常に専門施設がないというに

ついては、中央保育園のことからこういうふうに

浮上してきたわけなんですけど、これほどおくれ

ていたものを、中央保育園のこととセットになっ

ているような状態の説明がそちらの療育について

は不足している。ということは、その部分に対し

ての意識がこれでよかったなということを非常に

感じるわけなんですけど、市長、先ほど、当事者

の該当される親御様の御意見を聞かれた中で、い

ろいろ述べられましたが、その辺のところのお考

え。保育に欠けるお子さんのことはもちろん大事

ですね。だけど、それと同様、もっとそれ以上に、

療育を必要とされる方たちのニーズを今までどう

いうふうに政策の中に反映されようとしたか、し

てみえたかということをちょっとお聞きしたいと

思いますが、お願いします。 

○林市長 

 今、川合委員がおっしゃられるように、発達障

がい、そして肢体不自由児の方々の専用施設が、

療育の施設がなかったということは、本当に関係

者の皆様方にとっては御不自由をおかけしていた

なと。保育園は公立保育11園、そして民間保育３

園という形でしっかりと整備をさせていただいて、

待機児童ゼロということで掲げさせていただいて

おるんですけれども、一方でそういう専門施設が

なかったということでありまして、そのあたりに

ついては、今回はそうした施設にしっかり光を当

てていくということでさせていただくということ

であります。 

 まだまだ子育て支援施設、こうした足りないと

ころもまだあろうかというふうに思っております。

そうしたところも尐し、よりきめ細かく見ていく

ということも必要かなと。そうしたことの中で、

やはり財源ということもあるわけでありまして、

これからは新たなニーズというか、需要が出てく

るというふうに思っております。それについては、

やはり私ども、議員の皆様方に御指導いただきな

がら知恵を出して、新しいニーズにしっかりとこ

たえていくということを逃げることなくやらなけ

ればいけないなという、今回の件で改めて思わせ

ていただいております。 

○川合委員 

 まさにそのとおりだと思います。 

 これは、我々議員一人一人といたしましても、

やはり一般質問の中でいろいろ機会があるわけで

すので、そういうところで本当はもっと議論する
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べきだったかもしれませんが、やはりこの辺につ

いては我々自身の責任も感じるところではありま

す。 

 例えば、専用施設でないということで、御存じ

のように夏休みがありますから、夏休みは使えま

せんよね、南。そこで、どうしているかというと、

西を使っているようなんですが、結局西の児童セ

ンターの一角をお借りする、ここの空き部屋をお

借りしてみえるんですけど、全部、そのとき何人

ぐらい参加されて、どのぐらいのものを引越しせ

にゃいかんかですよ。荷物をまとめて、これ、大

きな引越しなんですよね。それで、行って、先に

施設があるわけじゃないものだから、夏なもので、

プールで水遊びを中心にやるんですが、プールも

持っていって、これを膨らませて、三つぐらい、

家庭用のプールですね。ビニールのやつを水を入

れて遊ばせて。夏、去年なんかめちゃくちゃ猛暑

でしたので、ポールを出して青シートで屋根をつ

くって、設備をつくって、そこでやっと療育活動

ができると。その繰り返しをずっと夏場はやって

みえたようです。 

 それとか、もう一つ事例を言いますと、やはり

児童センターなものですから、いろんな設備が小

学校ですよね、対象が。１年生なら、１年生でも

ちっちゃいですけど、小学生用なので蛇口も高い、

トイレも使いにくい。一番最初の療育のトイレと

か手洗いとか、そういったもののスタートライン

が非常に弊害になっちゃうんですよね、専門でな

いから。手も洗うのも大変だ。トイレへ行っても

危ない、落っこちそうなところでも一つの壁がで

きてしまうというような問題をそちらで療育して

みえる保育士さんとか皆さんからお聞きするとこ

ろであります。 

 ですので、専門施設がないということについて、

僕も全国的にこうなのかなと思ったら全然違う。

知立が非常に特殊なケースということを、不勉強

で申しわけないようなことなんですけど知りまし

て、この辺の必要性を、現状、こうだと、こんな

に困っていると。今は尐子化と言っていますが、

子供さんの数は減っていますが、絶対数としては

療育を必要とされるお子さんはふえていると。こ

れはいろんな原因がある。医学の発達とか、いろ

いろな施設機能が充実したことによってそういう

ものがふえてきてはいるんですが、設備の拡充は

必ず必要なんですよ。 

 今、第１、第２で48人ですよね。もうこれ以上、

リミットですね。それが現場の声です。これ以上

はもう無理だと。第１と第２と分けているので、

第１はいいですね。４月スタートで、とりあえず

10月まで週３回ですが、だけど、第２が始まって、

４月から10月までに１歳上がって３歳になった方

も来ますよね。第２が二つになると。３回やって

いたのが２日になっちゃう。火、金、２日間だけ

ですね。10月、新しく入ってくる人が火、木とい

うことで、両方とも２日だけなんですね。非常に

これじゃ、不足しちゃうんですね。 

 それと、時間的なもの、面積的なものもさるこ

とながら、受け入れる方の年代、１歳半のときの

健診で、そのときで一番最初のスタートラインが

始まるとしたら、３歳じゃやっぱり遅過ぎますね。

先ほどちょっと部長にお聞きしたら、新しい施設

は２歳からというようなことをお聞きしましたけ

れども、本当に２歳ぐらいの対応をしていかない

と、ある程度形成された後ではなかなか難しい部

分もあるので、初期の対応が非常に重要となって

まいります。 

 春日五にありますコロニーの施設の方の御意見

としても、やはりこれはそれを必要とされる方に

ついては、発見、そして、そのことに対応する、

そして、そのことがずっと保育園、幼稚園、就学、

仕事をされる仕事先とか、一つのライフステージ

として全体的なものを考えた療育の考え方じゃな

いと非常に片手落ちになっちゃうんですね。だか

ら、その辺の理由づけといいますか、今の保育行

政審議会が出されたところを、数の問題とか統廃

合の問題とか、金があるない、それももちろん重

要なことだけど、そうじゃない、不足している部

分がこんなにあるということ、現状がこんなに困

っていると、これからも数がふえて必要だと、年

ももっと小さいうちから入れないかんということ
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の必要性は何で訴えないんですかね。これ、すご

い、僕はいろんな議論の中でなかなか発言する機

会がなくて、質疑のときも当該委員会のときもい

ませんでしたけど、非常に危惧するところであり

ます。これについてもう一回、ちょっと市長、御

考えをお願いします。 

○林市長 

 川合委員のおっしゃること、全く同感でありま

して、保育整備計画の目的は、先ほども議論にな

ったんですけれども、ただ一つであります。財源

を生み出して、新たな保育ニーズに入れていくと

いう、新たな子育て施設を充実化させていくため

に保育施設整備計画があるわけであります。お金

が本当に無尽蔵に入ってくればわざわざ保育整備

計画をつくらなくてもいいんですけれども、そう

したことじゃないということはだれもが周知する

ところでありまして、そうした環境の中で新たな

保育ニーズにもしっかり対応していくために、計

画ができているわけであります。 

 そのときに、川合委員がおっしゃるように、療

育の専門施設がもっともっと必要だよとか、もっ

とほかにも保育ニーズがあるわけでありまして、

それを殊さらもっと強調していく、そんなことも

やはり必要かなというふうに改めて感じさせてい

ただいております。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前11時02分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時10分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○川合委員 

 市長の子育てにおいての中での考え方を今確認

させていただきまして、ありがとうございました。 

 随分前から必要性は訴えられてきた中ではあり

ますが、なかなかいろいろな諸事情、それから、

声がなかなか届きにくい環境もあったりしたとこ

ろもあったと思うんですね。ですので、今回の廃

園問題にいたしましても、確かにあるものがなく

なるということは非常に重い問題でありますし、

自分の身に置きかえれば、それはとてもではない

けど、はい、そうですかではないと思います。そ

ういう御意見はたくさん挙がってまいります。 

 ただ、そのときに、こういうところの必要性や

ら今の現状やら、今後さらに拡大するであろうと

いうことを、しっかりしたバックボーンがあれば、

議論の矛先も変わってくるし、議論ももっと深ま

るし、どういうものをつくろうかと、そこまで話

が進めば、今後のことについても非常に大きな影

響があると思うんですね。こんなことを言って、

くどくどと申すまでもないかもしれませんが、ぜ

ひそういう方向で行っていただきたいと思います。 

 部長、もう一遍だけ御見解をお願いいたします。 

○福祉子ども部長 

 中央保育園の廃園という、先ほど、当初、私も

発言させていただきましたけど、本当に大変重い

計画といいますか、内容であるということは十分

私も認識しております。やはり、私どもとしまし

ても本当に苦渋の選択であり、いろんな諸条件の

中での苦渋の選択の中での方向性でありますので、

まだまだ子育て支援といいますか、児童福祉の施

設等々の未整備、それから計画の着実な実行とか

いうことを進める中では、本当に大きな財源を、

今後とも相当な財源を投入していかなければこの

計画も進めていかれないという現実もあります。

先ほども言いましたけど、総合的に私どもも子育

てのいろんなニーズにこたえていく中では、苦渋

の選択でありますが、ぜひともその辺は御理解を

いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それと、先ほど尐し県の施設として名前を出さ

せていただきましたが、あいち発達障害者支援セ

ンターの中の身体障害者コロニー、こちらのほう

では、各市町の支援体制やら相談事やら、いろん

なノウハウを提供する施設になっているわけでご

ざいますが、この辺の連携というのは今まであっ

たでしょうか。 



- 13 - 

○子ども課長 

 まずは、コロニーも含めて、最近でもそうなん

ですけど、会議もありましたけれども、碧海５市

の圏域の親子の通園施設の交流会等、交流会とい

う名前になっていますけれども、やはり情報交換

とか、いろんなものをさせていただいたり、それ

から、コロニーのほうから経由してなんですけれ

ども、各園、あるいはセンター等に療育の関係を

含めた巡回指導という形で職員を派遣していただ

いて、相談に乗っていただいておるというような

こともやっております。 

○川合委員 

 ぜひ、いろんな情報量も多いところであります

し、専門的な見地から見ていただいた御意見もい

ただきたいと思うわけでございます。 

 そこの身障者コロニーの方の御意見が、先ほど

申しましたように、専用施設がない知立というの

はやはり特殊な環境である。でも、今の現状は、

療育については人的な力で非常にカバーされてい

て、まれに見るといいますか、非常に特異なケー

スではあるけど、充実はしていると。 

 しかし、それは、今現在は人の努力でなされて

いることでありまして、機械的なものが不足する

ことは今後明らかでありますし、さらに充実せな

いかんことは当然のことでございますので、今議

会に提出されております中央保育園のことにつき

ましても、その辺のことはぜひ、これからの保育

行政の両輪としてしっかりやっていただきたいと

思います。 

 これが通ったら考えるというようなことは、こ

れはちょっと違うと思うんですよね。前にそのこ

とについてお聞きしたときに、きょうは保育園の

統廃合のことで説明しているので、身障者施設の

ことは特に議論にならないというようなことをち

ょっと聞いたんですが、そういう考え方じゃ、や

っぱり僕らも了解しづらいし、説明しづらいとこ

ろもありますので、重い事案として二つのことを

同時にやっていただきたい。このことを強く申し

上げておきたいと思います。 

 そして、今度は、どこに建てるかということに

なりますと、今までの今回のように、中央保育園

の跡地、そのように進むということになっておる

わけでございますが、先ほど市長も言われたよう

に、廃園と療育の施設が入れかわるというような

ことで、やはりそこにかかわる方がいろんな思惑

でこれから進んでいくわけでございますので、今

言いましたようなことは、両者の方にしっかりと

説明していただきまして、保育行政審議会の内容

もそうだと思うんですよ、その辺を掘り下げた状

態のことを当事者の方を含めて議論を進めていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員 

 ただいま療育施設の問題に集中的に議論が来て

おりますので、ちょっとその点で私も質問をさせ

ていただきたいと思いますが、整備計画の中では、

西三河８市のうち唯一発達障がい児のための施設

がないため、発達障がい児の通所施設としての機

能を持たせます。これは、子育て支援センターを

つくって、その中にその機能を持たせますという

表現が計画書そのものに書いてあります。 

 まず、この点の説明、唯一発達障がい児施設が

ないという形で書いてあります。近隣の状況につ

いてお示しください。 

○子ども課長 

 近隣の市の状況でありますが、ちょっと８市ま

ではあれなんですけれども、碧海５市の圏域の交

流会をやっているということで、安城市、同じよ

うな発達障がい児の療育施設ということで、やま

びこルームというのがあります。それから、高浜

市、これはみどり学園なかよし教室というのがや

っております。事業名ですね。それから、碧南市

ですが、碧南市のにじの学園という事業をやって

おります。平仮名でにじですね。それから、刈谷

市ですけれども、らっこちゃんルームという事業

を実施しております。そのほかに、刈谷は、参考

までに、御承知だと思いますけれども、これは社

会福祉法人の関係ですけれども、ひかりの家で知

立市の重い子供さんを引き受けていただいている

んですけれども、こちらのほうは福祉協議会のほ
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うでやっている。先ほど前段で説明させていただ

いたものについては、市がやっていたり、高浜の

場合は社会福祉協議会が実施しているというよう

なことでやっております。 

 以上です。 

○中島委員 

 もう尐し中身を聞かないとわからないんですが、

みどり学園は社協が設立した施設ということです

か。そこの中で一部という形でしょうか。もう尐

しそれぞれのところでどのようにやっているのか

ということをお知らせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 まず、市のやっている各施設、原則母子通園と

いうことで、発達障がいのお子さんを中心にやっ

ているということであります。 

 中に、安城市のやまびこルームについては、ラ

イオンというクラスをつくって、重身の、ちょっ

と重い障がいの子も引き受けているというような

状況でありますが、先ほども言いましたように、

母子の通園ということで、発達障がいの子を中心

にやっているということであります。 

 知立は御承知のとおりだと思います。 

 高浜については、社会福祉協議会が一応担当と

いう形になっておりますけれども、たしか市から

委託を受けてやっているかと思います。済みませ

ん、高浜については、小学校就学前の心身の発達

におくれのある児童とその保護者を対象にひまわ

りのような形で事業を進めているということです

ね。 

 それから、碧南市ですが、これは担当のほうは

福祉子ども部の子ども課のほうで、市が直接やっ

ているということで、施設の場所は地域療育支援

事業という形でやっております。碧南については、

小学校入学前、保育園、幼稚園入園前の児童を対

象に事業を実施しているということを聞いており

ます。 

 それから、刈谷市のらっこちゃんルームについ

ては、これも刈谷の障害サービス課というところ

で担当しておりまして、発達について心配のある

子供さんとその保護者を対象に、就学前ですけれ

ども、実施しているということで聞いております。 

 以上です。 

○中島委員 

 余り姿が見えてこない説明なので、ちょっと困

ったなと思ったんですけれども、やまびこルーム

については、私も現地を見せていただいて、やっ

ているところも見てきたわけなんですけれども、

他のところはインターネットで開いても出てこな

いということで、非常にわかりにくいんですね。

療育ということで各市の名前でインターネットを

開いても全く出てこないんですね、今の報告され

たことというのはね。出てくるのは刈谷のひかり

の家、ひかりっこですとか、安城は出てきました。

やまびこルームが出てきますが、ほかのところは

全く出てこないので、実体としてどういうふうに

やっているのかということがわかりません。 

 年齢は、これらはすべて就学前ということです

べてやっていらっしゃるということでいいんです

か。 

 そして、現在、何名ぐらいの子が療育に通って

みえるのか。それらの子供たちが月曜日から金曜

日といいますか、施設によっては日曜日が出るの

かわかりませんよ、それは。施設によって休館日

が違いますけれども、どの程度の療育をやってい

るのかということを具体的にその辺はお示しいた

だかないと、比較も何もできないんですね、これ

は。いかがですか。 

○子ども課長 

 ちょっと中島委員の言われる比較対照する事業

の内容ということでと思うんですけれども、申し

わけございません、ちょっと手元の資料では持ち

合わせがございません。 

 わかっている範囲でということになると、今、

人数なんかについては、安城は、定員については

決まっていないというふうに聞いております。で

すから、受けれる範囲で受けていただいているん

じゃないかなというふうに思います。それから、

高浜は一応20名という形で実施していると。それ

から、碧南市は、やはり20名という定員を切って

いるんですけれども、現実的には、これを聞いた
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範囲では、超過になると。どうしてもこれ以上に

なってしまうという話を聞いております。それか

ら、刈谷市のらっこちゃんルームについては定員

は決めていないというふうに聞いております。 

 済みません、先ほどの件については、わかれば

また後で御報告させていただきます。 

○中島委員 

 他市が子供たちの目線でどんなことをやってい

るから、それをどうやって生かしていきたいんだ

ということをつかんでいなければ、心のない政策

じゃないんですか、それは。ただ保育園を廃止す

るから療育をつくるよ、みんなあるからつくるん

だ、必要なんだということで、急に前に出てきた

というイメージを私はとても強く感じております。 

 やまびこルーム、詳しくお話も聞いてきたんで

すけれども、全体で今、150名ぐらいの方が通っ

ていると。これは月曜日から土曜日までオープン。

土曜日は第１、第３だけですので、基本的には火

曜日から金曜日、月曜日は休館日ということだそ

うですが、そういうオープンなんですが、例えば

亓つのグループに分かれていますけれども、その

一つのグループについていうと、週に１回しか利

用できないんですね。週に１回。先ほどちょっと

ライオンというのが出ましたけれども、ライオン

グループというのは、重心、重症の心身障がい児

を受け入れるという、そういうグループは金曜日

で週に１回ということです。みんな、週に１回し

か受けられないという内容で、もっと本当はやら

なきゃいけないですということを言ってみえた。 

 ただ、幼稚園、保育園に行った子供たちについ

ても土曜日に療育を受け入れる。月に２回。もう

保育園に進んでいる、幼稚園に進んでいる子供た

ちも土曜日に来て療育の時間を提供する。ここは

入園した子の扱いもこうやってはっきりさせてい

る。だから、基本的にゼロから就学前までを全体

としては対象としている療育を行っていると。こ

ういうことが説明を受けてきたんですね。 

 そういった面でいいますと、知立市のひまわり

ルーム、よくやっていますねということをとても

言われました。先ほど尐し川合委員からお話があ

りましたけれども、改めて週に何回利用できるか、

どういうふうにグループ分けをしているのか、そ

の辺をちょっと御説明ください。 

○子ども課長 

 知立市のひまわりルームにおいては、これも先

ほどちょっと話に出たかと思うんですが、年度の

前半、第１ひまわりルームという形で、これは４

月から９月の間ですが、今年度の実績ですけれど

も、週に３回、火曜日、木曜日、金曜日に実施し

ております。 

 後半になりますと、二つに分けさせていただい

て、人数もふえてくるということで、第１ひまわ

り、第２ひまわりというふうに分けさせていただ

きます。第１ひまわりのほうが10月から３月の間、

週２回、火曜日と金曜日。それから、第２ひまわ

りのほうが10月から３月、同じく週２回、月曜日

と木曜日ということで、月、火、木、金を実施し

ているという形で、二つ合わせてそのような形で

実施しているというようなことであります。 

○中島委員 

 今、御紹介がありましたけれども、療育の回数

としては、安城の２倍受けているというよさがあ

るんです。よさが。 

 施設そのものについては、ちょっと遠くて見え

ないかな、ちょっと見えないですね。これ、広い

児童センターの遊戯室のようなちょうど広さのと

ころに全員集まって、音楽リズムをやったりお話

を聞いたりという、こういうことをやっていまし

た。とても広いんですけど、ちょっと発達障がい

の子はもう尐し狭いほうがいいのかなと思っちゃ

たぐらい広い。ここ全体ぐらい十分あるかな。こ

のぐらいありますね。というところでやっている

ということ。 

 知立市の場合は、学童保育室の一つもあります

よね、使っている。ちょうどこの半分ぐらいのと

ころで20人ぐらい。この広いところでやるのと、

20人ぐらいになるとこの半分ぐらいのところ、施

設としては絶対的に狭いという感じは私としては

しないし、落ちつけるかなと。多動な子やら、場

面が変わるととても落ちつかない、そういう発達
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障がいの子供たちが集う場所として、借り物だと

いうことが問題なんですね。借り物、それは問題。

だけど、現在やっているひまわりルームはとても

喜ばれているというふうに私は認識をしている。

ただ、夏休みが欠けてしまうということが大問題。 

 これはもちろんなんですが、そういった親御さ

んの今受けている療育についての評価については

どのように、私、ある意味、自信を持っていいん

じゃないかと思うんですが、高浜でも20名の定員

でしょう。碧南でも20名でしょう。これでは十分

なことをやっているとはとても言えないと私は思

いますし、多分、週１回になっているんじゃない

かなということで、事業の中身については、私は、

今、川合委員も人的な努力でというふうに言われ

まして、本当にそれが大きいと思いますけれども、

事業の現在の中身については、他市に引けをとら

ないぐらいのことを現在やっているんじゃないか

と。今後どうするかはもちろん大きな課題であり

ますよ。その点、どういうふうに今の事業そのも

のを評価してみえるのか、この辺ははっきりと伺

っておきたいと思います。 

○子ども課長 

 事業そのものをどう思っているかということで

ございますが、中島委員、言われるように、現場

は物すごく一生懸命やっていただいていますし、

お母さんたちにも非常に高い評価を得ておると私

自身は思っています。 

 先ほど、ちょっと面積的なことの話が出たもの

ですから、ちょっと御紹介させていただきますと、

今、南児童センターのほうでは、図書室と集会室、

子供さんの多いときは集会室も利用させていただ

いているということで、尐なければ図書室だけで、

図書室の面積が44.54平方メートルを使ってやっ

ております。 

 ただ、これも先ほど紹介があったと思うんです

けれども、人数的に、３月11日現在、第１ひまわ

りのほうで28人子供さんがおみえになるので、子

供さんがおみえになるということは、当然お母さ

んも見えるということで、50人を超える方がそこ

に入るということで、確かに広くは思えるんです

けれども、活動ということになると、なかなかし

んどいのかなというふうには私自身、これも思っ

ております。できればもっと余裕のあるところが

いいのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 もう尐し余裕があるということと、それから、

荷物置き場がないということで、本来、児童セン

ターの中にある創作室、これは何をするところで

しょうと。児童センターの位置づけとして創作室

を職員の皆さんの事務をとるだとか、それからお

もちゃ類のひまわり専用の備品をそこに入れて、

創作室というもともとの施設は完全に死滅してい

るというか、それは問題だと思いますよ。 

 だから、施設が新たに、そういった意味の必要

性というのがあります。これについては、私ども

は、中央保育園廃止に反対という立場でいろいろ

お母さんたちから聞いている内容で活動していま

すけれども、新たな施設そのものについて、それ

を否定するものでは全くないし、永田太三市長の

ときに、私、何回か議会で言いましたかもしれま

せんが、市長との懇談会で切実にこれを訴えられ

たんですね。前のお母さん方ですよね、当時のお

母さん方からも専用が欲しいなということを言わ

れました。今後、何か計画していきたいというこ

とは言われましたが、その後、尐し質問しても計

画はないということで、ずっと来ました。 

 こういう経過については議論をしてきているん

でしょうか。担当がどこになるかという話は十分

なかったんですが、その辺の経過についてはどの

ようにお考えになっているんですか。 

○子ども課長 

 経過についてですけれども、確かにそういう話

が前にあったという話はちらっと聞いております

けれども、申しわけございません、そのことにつ

いて、経過でなく、今どうするかというような形

で、保育所整備計画に基づいて進めたいという思

いで、今、進めておるというような状況です。 

○中島委員 

 障がい者のハッピープランというのもあります。
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さまざまな障がい者のジャンルがあるわけですけ

れども、そういうところでどうやって市がフォロ

ーしていくのかというハッピープランというのが

あります。これは発達障がいの子も当然そうなん

ですが、ハッピープランというものの中には、こ

の療育施設については位置づけがあるんでしょう

か。 

 そのぐらいわかっていないでしょう。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前11時36分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時39分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 済みません、大変時間をいただきまして、あり

がとうございました。 

 療育について、ハッピープランに計画が載って

いるかという御質問でありました。平成19年３月

に出たハッピープランでございますが、その中の

47ページに、一番後段に、療育事業の充実という

ことで、そのまた②の中にひまわりルームの実施

場所について、年間を通じて継続的に実施できる

場所を検討しますという形で載っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 何でそれがすっと出てこないんですか。これだ

け中央保育園廃止のためにこれをつくるんだとい

って、がーっと前へ出しているのに、プランも知

らないと。これは長年の充実、専用施設、長年の

課題だったから載っているんですよ。それを知ら

ないで提案している。ここにすごい大きな今回の

進め方の問題点が凝縮して出ているんですよ。廃

止のためにつくらなきゃいけないと、先に来ちゃ

った。ハッピープランで充実しようということが

うたわれて、そのハッピープランについては、い

つまでにつくるというふうに書いてありますか。 

○子ども課長 

 この中には、先ほどお話しさせていただいたよ

うに、療育については、年間を通じて継続的に実

施できる場所を検討しますという表現になってお

るものですから、また、現在は親子通園方式のみ

ですが、親子分離方式の実施を検討しますという、

検討という形で両方とも記載されております。 

○中島委員 

 永田市長のころに検討するというふうに約束を

されて、そして、本多市長、林市長と、こうかわ

ってきたんですね。これは継続していると。だか

ら、つくるということには何ら異議があるわけじ

ゃない、早くつくってほしいというのが私の立場

です。そういうふうに約束をしていただいている

のに、具体的なプランは全くつくってこない、そ

ちらでは。廃止ということに、これがチャンスだ

という感じでこれを出してきたという、しかし、

裏づけは持っていないと。ここに私は子ども課と

してこれは大変問題がある。 

 ちなみに、療育のプランそのものは子ども課が

所管するということで明記されているかどうか、

確認をさせていただけますか。 

○子ども課長 

 ここで見る限りは、どこが担当するかという担

当課までは書いてありませんが、ただ、先ほどち

ょっと話がありました地域療育事業の実施要綱と

いうものが平成６年にできておりますので、この

できた時点では、やはり子ども課が担当すべきか

なというふうに思っております。 

○中島委員 

 現在は、中央保育園にある子育て支援センター

の管轄下にひまわりルームが運営されていると。

そうですよね。あそこが拠点でひまわりが行われ

ている。本来ならあそこでという話になるかもわ

かりませんが、そういう関係に知立市としてはあ

ります。担当であった、だけど、ハッピープラン

は抜けていたと。全く抜けていると、そこは。廃

園にあわせただけという。共産党、一番最初から

これを要求しているんですよ。一般質問でもやり

ましたし、委員会でもどうなったという話はたび

たびやってきました。だけど、ハッピープランの

中に閉じ込められていると。継続で検討するとい
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う形でね。これがちっとも出てこない。総合計画

でも具体的になってこない。初めて出てきたのが

今回と。どーんと出てきたと。いいことなんだけ

ど、相手が悪いですよね。廃止とセットで出ると

いうやり方が汚いですよ。汚い。 

 このあたりでは、こども発達センターで最先端

を行くのが豊田市です。医者、そこで相談業務が

あり、また、医者がいて発達障がいの診断も行い

ます、診療も行います。そして、療育の指導、療

育も行います。そして、関係の保育園や教育機関

への支援も行います。これ、大きく四つの仕事を

豊田のこども発達センターは行っております。こ

れは保健所の管轄です。スタートがもう発達障が

いを診断しようというところから始まって、ここ

は大変人気がありまして、もうみんな頼って、市

外からも行くということが殺到しましたので、現

在は市外の方は禁止になってしまいました。物す

ごい、２年待ちとか、すごい形で相談が殺到した

ので、ここは絶たれてしまったんですけれども、

それぐらい今、そういった要望が強いわけです。

私は、もし本当にやろうとするならば、その診断

のお医者さん、常駐というのはとてもできない。

これは知立市でできないと思いますけれども、発

達障がいの方たちの専門の方が月に２回ぐらい来

て、診断のための援助を行うぐらいの専門性を持

ったもの、こういうものが本当にできるのか。つ

け焼き刃でぽーんと出てきたものの中で、そこま

での大きなスケールで、発達障がいを持った子供

たち、将来の子供たちはその他の子供たちもあり

ますけれども、そういう療育センターができるの

かということが、私はまだ信頼できません。今の

青写真、もっと具体的に見せていただきたい。こ

の青写真、今まで構想で３億2,000万円はかかる

と、本会議の質問で初めて言われましたよね。３

億2,000万円の施設をつくる。どこの計画にもな

いんですけど、突然こういう形で出てくる。この

青写真をぜひ私は見せていただきたい。それが本

当に今望まれている療育センターとしての機能が

果たせるかどうか、これを確認させてもらいたい。 

 今日のひまわりルームの問題は、もう尐し知恵

を絞って、問題を解決するという努力をされるべ

きだと思います。週に２回とか、前半なら３回と

か通える知立のひまわりルームは、他市からはう

らやましがられているんですよ。全面的にだめだ

というふうに、どうも私は認識を持っちゃいけな

い。うらやましいと言われましたよ、安城の方か

らも。そういうレベルのことを今やっている。さ

らに上を行こうというときには、もっとその青写

真をリアルに示していただかないと、それならそ

のほうがいいといって廃止を丸のみすることはで

きません。 

 そのあたりの具体的な青写真を出していただく

ことができますか。 

○福祉子ども部長 

 今回の福祉療育施設を、新しい施設を建設する

ということの始まりというのが、ひまわりルーム

の療育事業の今の現状、ハード的な現状が問題で

あり、解消したいということから、保育整備計画

の中に盛り込まれているという現状であります。 

 中島委員からのもう尐し内容というお話です。 

 私どもとしては、今現在、あの敷地の中で３階

建てというお話をさせていただきましたけれども、

これも駐車場も当然確保しながらあの敷地の中で

やっていくということになれば、やはり高さを利

用するというか、３階建ての建物がいいだろうと

いう今の現在の案であり、また、その中には、療

育をやる、プラス、また、肢体不自由児の子供の

ケアもしていくということは計画の中にはさせて

いただいています。 

 ただ、具体的に、じゃ、今の時点で何曜日にど

うだというと、その細部にわたってのことにつき

ましては、ただ、対象の子供さんにつきましては、

今の現状の療育をしている子供さんプラス肢体不

自由児の子も療育していきたいという青真はある

んですが、細部にわたっての事業の運営といいま

すか、その辺につきましては、先ほども言いまし

たけど、保護者の皆さんにも御意見を伺いながら

詰めていきたいなというのが今の現状でございま

す。 

○中島委員 
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 じゃ、青写真は示すことはできないということ

ね、具体的に。書面で。何か書面になっているん

ですか。対象児は何歳から、定員はどのぐらいに

しよう、どういう事業をやろう。そういった青写

真、それから施設の青写真、両方、示すことがで

きますか。 

○福祉子ども部長 

 今の段階での、これは本当に私ども事務局サイ

ド的な施設のことの青写真といいますか、これも

当然変更もあり得るという前提の中での図面とい

いますか、そういったものと、方向性といいます

か、内容につきましては、今の段階でのこういう

療育の事業の内容というのは、細部にはわたりま

せんけれども、その基本的なところは出るという

ふうに思います。 

○中島委員 

 じゃ、書面で出してください、出せるものは。

きちんと出してください。ああ言った、こう言っ

たということでだめ。そんなのでは、私たちはめ

くら判を押せませんよ。 

 もう一つですが、肢体不自由児をふやそうとい

う、こういうことが今言われております。ひまわ

りじゃなくて安城のやまびこルーム、伺ってきた

んですね。そうしたら、その要望はほとんどない

というお話でした。リハビリということも含めて、

部長さんたち、本会議で尐し言われたと思うんで

すが、リハビリは専門のかかりつけのお医者さん

へみんな行くと。定期的に行くんですよ。そこで

リハビリをやって、ここはリハビリを専門にやる

ところではないと。来ちゃいけないわけじゃない

ですよ。いろんな集団遊びとか、いろんなことを

やるので、制限はしていませんが、特別に肢体不

自由児の療育と銘打ってやるということはやりま

せんということを言っておられました。 

 碧海５市という話でしたけれども、そのあたり

では肢体不自由児もあわせてやっていらっしゃる

んでしょうか、療育事業で。 

 いいんですよ。拡大していくのはいいんだけど、

根拠があってやっているのかということを私は心

配しているんです。 

○福祉子ども部長 

 療育手帳等お持ちの子供さんにつきましては、

委員御紹介がありましたように、病院のほうにも

通ってみえると思いますけれども、やはり私ども

思うのは、子育て支援センターの新たな施設の中

で、大きな違いは、遊びを踏まえた中での療育と

いうふうでしていきたいなというふうに思います

ので、病院とは若干、専門的な助言をすると思う

んですが、やはり私のほうで今思っているのは、

肢体不自由児の子供さんを遊びを交えて、子供さ

んの精神的なことも上向くといいますか、そうい

った方向で肢体不自由児の療育をしていきたいな

というふうには思っております。 

○中島委員 

 療育という形で言われる中に幅広く身体障がい

も入れよという話になっているんですが、療育手

帳を交付されている方、担当が違いますけれども、

就学前の子供で療育を持っていらっしゃる方、そ

れから、身体障がいを持っていらっしゃる方とい

うのはどのぐらい把握をされていらっしゃるでし

ょうか。そこの中から見えてくる需要、保健セン

ターもいろいろかかわって、療育、そういう障が

いを持っていらっしゃる方がみえる際にはいろい

ろ支援をしていらっしゃると思いますけれども、

それらの皆さんの実態、身体障がい者の特に身体

障がい者の皆さんの支援は保健センターでは何か

やっているのか、就学前の子供さんに。そういう

現在のフォロー体制というものも明らかにしてい

ただいて、新たな施設でどういうことが足らない

から何をやるんだということを明確にしていきた

いなと思うんですね。ちょっとその辺の状況につ

いて御披瀝ください。 

○福祉課長 

 今の、まず手帳のほうの、就学前の出させてい

ただいている数なんですが、今現在、身体のほう

で１級から６級まで、５級の方はみえないんです

が、１級から６級ということで22名の方が手帳を

持っておられます。それと、療育のほうなんです

が、療育については、Ａ、Ｂ、Ｃすべて含めまし

て33名の方が今現在手帳を持っておられるという
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形になります。 

 以上です。 

○健康増進課長 

 今、保健センターのほうで障がい者の方々に対

して、就学前のお子様に対してどういうふうにや

られているかということの御質問でありますけれ

ども、一つには、発達障がいのお子様につきまし

ては、１歳６カ月健診において、その辺、臨床心

理士の先生に見ていただきまして、ちょっと発達

障がいらしきお子様については、親子教室という

形でもって、月１回のものになりますけれども、

保育士の方も交えながら、その日々の動作を遊び

を加えながら状況を把握していくということをや

っております。 

 あと、身体に障がいをお持ちのお子様につきま

しては、ちょっとその辺、うちのほうでどういう

扱いになっているか、ちょっと調べてみますけれ

ども、具体的には今の段階で私は存じていないも

のですから、申しわけありません。 

○中島委員 

 身体障がい者方が１級から６級まで、軽い方も

含めて22名の手帳の発行ということですが、こう

いう方たちも１歳半健診の段階でそれがあったか

どうかわかりませんけれども、小さいときにはわ

からないというのもあるとは思いますけれども、

身体障がい者の方も健診には見えるんですよね。 

○健康増進課長 

 基本的には障がいの方も１歳半の健診に見えら

れると思うんですけれども、どういうふうに障が

いの方に対して対処されているのか、一度ちょっ

と調べてみます。 

○水野委員長 

 ここで午後１時まで休憩します。 

休憩 午前11時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時57分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 午前中報告させていただきました身障者手帳の

数が尐し違っていましたものですから、ちょっと

訂正をさせていただきます。 

 まず、就学前の身体障害者手帳をお持ちの方、

17名ということになります。申しわけありません。

それと、療育の手帳については32名の方。これ、

合計49名の形になるわけなんですが、この中に身

体と療育と両方該当してみえる方が７人みえます

ので、最終的には、実で言うと42名の方が手帳を

持ってみえられるということになります。 

 以上、訂正させていただきます。 

○健康増進課長 

 午前中で就学前のお子様に対して保健センター

での対応の仕方についてちょっと報告が漏れてお

りましたので、今から説明させていただきます。 

 発達障がいらしきお子様については、１歳半の

健診のときに臨床心理士さんの相談等で確認させ

ていただいて、その後は親子教室というものに親

子で入っていただいて、保育士の遊び等でその状

況を見ていって、その後はひまわりのほうに回っ

ていただくという状況の流れになるわけですけれ

ども、肢体不自由児のお子様に関しては、１歳６

カ月健診というものに限ってではなくて、就学前

のお子さんであれば何歳でもさくらんぼクラブと

いうものがありまして、これは月に１回保健セン

ターのほうでやっております。 

 この目的としましては、そういう肢体不自由児

のお子さんを抱えた親御さんが不安で、どういっ

た子育てをしていけばいいかという状況の中で、

さくらんぼクラブというものを介して、親同士の

つながりを持っていきながら仲間づくりをしてい

ただき、さらにセンターのほうで御相談を受けて

いくというものでやっております。 

 ですから１歳半の健診については、受けている

子もあれば受けていない子もあると。受けていな

いお子さんについては、家庭の訪問等をしながら

保健センターとしては御指導させていただいてい

るという状況であります。 

 以上です。 

○福祉子ども部長 

 資料のほうにつきましては、もう尐しお時間を



- 21 - 

いただきたいと思いますので、当委員会の中では

お渡しできるようにしますので、しばらく時間を

いただきたいと思います。お願いします。 

○中島委員 

 保健センターのほうで発達におくれがあるかな

という子供たちについては、発達障がいの子、身

体障がいの子も含めて、今、フォローが一応され

ていると。さくらんぼクラブというのがその役割

を、ひまわりのような形で、月１回ということで

はありますが、これは心の発達のおくれの子では

ないので、まだ家庭での保育ということは逆にで

きるかなと思いますけれども、リハビリ等の心配

とか、いろんな相談も受けて月に１回集まること

ができると、こういうことですね。 

 これが一つの施設で、子ども課のほうが担当し

てそれができるのか。向こうは看護師さんもいる

し、さまざまなプロが常駐していますから。です

から、そういうことができる環境に現在もあると

いうことでやってみえると、そういうことがわか

りました。全体の環境はそういうことと。 

 で、新たに、じゃ、目指す施設は一体何が必要

なのかということが非常に幅広く、よその部局と

も一緒になって相談しなければならないテーマだ

ということが明らかになったと思います。子ども

課だけで、中央保育園が廃止だからこれだという

ふうに勝手に突っ走らないと。そういうことが私

は必要だと思います。青写真もちょっとしばらく

とかいって、すぐにはやっぱり出てくるような体

制にはなっていないという。固まっていないんで

すよ、まだ。固まったら、またおかしい話なんで

すよ。だけど、固まったかのようにそれを前に突

き出して、だから御勘弁をと、だから我慢して協

力してという、こういう話になっていくので、私

はそこのところに躊躇してほしいと。 

 ひまわりの要綱がありましたけど、平成６年か

らこれを施行するというふうになっております。

ひまわりは、南児童センターでは平成６年からや

っているということで、もう相当長い、15年ぐら

いやっているということですよね。この前にもや

っていたと思うんですよね。この前からやってい

るんですが、そのときの要綱はここには関係ない

のか、名前が変わったから改正の附則がずっと並

んでいますから、この改正で場所を変えたのかわ

かりませんが、以前にもやっていた、療育を、子

ども課がね。それはいつからでしたか。どこでや

っていましたか。 

○子ども課長 

 この実施要綱ができたのが平成６年ということ

になっております、今、御紹介あったとおり。こ

この南児童センターという場所は、児童センター

ができたときからでありまして、平成６年といい

ますと、恐らく体育館ができたのにあわせて西児

童センターを使っていたかなというふうです。 

○中島委員 

 ですから、附則でこう改正されてきている中の

南児童センターができたところで、この新しい要

綱というか、お色直しをされたという、場所は南

児童センターとすると、こうなっていて、その前

は福祉体育館の西児童センターでやっていたんで

す。それははっきり御存じないですか。西児童セ

ンターでひまわりをやっていた。保育士さんが向

こうへ行かれましてやってみえたんですが、それ

は御存じないですか。どういうふうにやっていた

んでしょうかね。 

○子ども課長 

 申しわけございません。先ほど質問をいただい

たときに、ちょっと確認をその後させてもらった

んですけれども、西児童センターでやっているこ

とは間違いないようなんですけれども、その内容

は、恐らく同じようにやっているのではないかと

いことで、今現在、申しわけございません、わか

る者がちょっとおらんかったものですから、そこ

まで詳しいことは確認してございません。 

○中島委員 

 始まったばかりのころに、市役所の中の保育課

のところにいる主任さんが、きょうはひまわりの

日だわと言って出かけていくというのを私はよく

見ておりました。亡くなられた谷口先生もその担

当をしてみえて、ひまわりへ行ってくるという感

じで行かれていましたので、あそこでやっていた
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んですね。ただ、常駐方式ではないと。日にちを

決めてやっていたということなんです。 

 私、こういういろいろ経過があって、じゃ、何

を一つずつ解決したら何が見えてくるのかという

問題。今、療育センターのことについてはもっと

よその課と話し合って、ちゃんと計画に基づいて

しっかりとしたものをつくる、目指すべきものは

何かと。豊田の療育センターまで行けるかどうか

私はわかりませんが、本来なら相談する専門的な

人に、我が子は本当に大丈夫かなと思っているお

母さんたちの診療、診断、そういうことも含めて

できるようなところが皆さん、欲しいんです。ど

こへ行ったらいいかわからない。小学校へ行って

発達特別支援教室に入ったりするんですけれども、

その子たちも本当によく事情がわからないまま行

くというのが多くて、きちんとした診断を受けた

いというのがすごい強い願いなんですね。だった

ら、そういうところまで目指すような機能を持て

るのか。それもやはり保健センターのほうともき

ちっと話し合ってやらなきゃいけない。そういう

ものでつけ焼き刃的にぽんと出せばできるという

問題じゃないということを私は言いたいんですよ。

しっかりやってほしいんですよ、これは、やるな

ら。 

 中央保育園の廃止とセットで議論させないでほ

しいんです。このセットじゃおかしいですよ。も

う時間もない、結論を出すのに時間がないと、こ

ういうことで、皆さん、いい施設をつくってくだ

さいねと要望された形でのんじゃうのかなと心配

していますけど、いい施設って何だと。どんなこ

とが今要望されているのか。ここのところをぎっ

ちりと、議員もそうですが、きっちりと把握しな

ければ、丸投げでお願いしますねと言って廃止に

賛成することは絶対できないんですよ。これはこ

れ、これはこれ、ちゃんとやってもらわなければ

ならない。ですから、私は、この議会で結論を出

すなんていうのはとんでもないと思います。尐な

くとも、そういった議論をしっかりした形でしか

議決をしてはいけない。片肺飛行で着陸じゃ、不

時着しますよ、もう。そういうことになりますの

で、こういった問題を総合的にしっかりと把握し

て計画立てをしなければいけないです。 

 ひまわりルームは今、何歳から何歳ですか。確

認ですが。 

○福祉子ども部長 

 尐しお話しさせていただきたいんですが、今の

新しく計画している療育の計画の中では、保健セ

ンターとも話し合いをさせていただいております。

それから、他の療育施設等も見学もさせていただ

いて、情報も得るということでの活動もさせてい

ただいているということをちょっとお話しさせて

いただきます。 

 それと、今現在、ひまわりとしては、３歳の年

齢のお子さんからというふうに思っております。 

○中島委員 

 何歳まで。 

○福祉子ども部長 

 就学前までです。 

○中島委員 

 ３歳にならなければあそこには行かれないとい

う、そういうことですか。 

 発達のおそれがある、ちょっと問題があるかも

しれないといって１歳半の健診で保健センターで

はやって、しばらくは集団保育的な療育的なこと

をやられると。３歳になったらひまわりと、こう

いうことをやろうとしている、やっている。新し

い療育もそうだと。何か話が。ひまわりを受け継

ぐ新しい施設の年齢だけ気になっておりますが。 

○子ども課長 

 今、ひまわりの事業をやらせていただく問題点

として、今、委員の指摘にあったように、保健セ

ンターからひまわりの受け入れという部分で若干

空白の期間、年齢があるということが一番ちょっ

と私どもが懸念している部分でありまして、その

中で保健センターとひまわりの職員で会議を持ち

ながら、一応３歳ということにしていますけれど

も、受け入れる方はというような形でやっている

ということで、その中で新たな事業をやるという

中では、今言われた部分、年齢の拡大なんかも考

えていかなきゃいかん、年齢の拡大も考えていく



- 23 - 

必要があるかなというふうに思っておる次第です。 

○中島委員 

 この要綱では、就学前の子供を対象とすると書

いてありますよ。３歳からとは書いてありません

よ、要綱に。書いてありません。療育施設、いろ

いろ見ていきますと、みんな就学前でどこの市も

やっているんです。どこの市も。ゼロ歳からとい

うふうに明確に安城の場合はうたっています。ゼ

ロ歳が来るかどうかはともかくゼロ歳から受ける

ということです。 

 就学前でとめているというのは、意味はわかり

ますか。就学前の子供を療育しますというふうに、

どこの療育もそうなんですよ。わかりますか、こ

れは。 

○子ども課長 

 小学校になると養護学校等があるということで、

そちらのほうに行っていただくということから、

小学校前の就学前の子供さんということになって

いるかと思っています。 

○中島委員 

 これは、義務化されたんですね。その前は、義

務教育免除という制度があって、就学していかな

くても残ってもいいですよという免除という制度

があったわけですよ。それが義務化された段階で

療育というのは就学前の子供というふうに限定さ

れた。こういう認識を一応持ってください。 

 安城の場合は、前、サルビア学園というのがあ

って、あそこが療育の施設なんですね、ある意味、

身体障がい者の。18歳まであったんですよ、前は。

今は就学前にとまりました。学校じゃないから。

もう就学前だけに限定したということで、あそこ

の場合は、身体の療育はサルビア学園でやってい

ます。そういうことで、うちは身体がないかなと

いうことにもなりますけれども、要は、要綱どお

り今もやっていないんですよ。３歳なんて区切っ

ていないし。新しいところは３歳未満もやるとい

ったのか、よくわかりませんが、青写真が明確に

出てこないので、もうこれ以上この問題はこまこ

まやりませんけれども、そういった総合的な法的

なものや横のつながり、それから親のニーズ、本

当に知立市内のニーズ、そういったものを全面的

に掌握してやらなければならないことだというこ

とですね。基本としては、診療的なことを入れる

かどうかが大きなポイントになると思います。そ

ういうことも市民のためにやっていこうと思うの

か、そういうことも考えますと、大変大きな問題

で、簡単には結論が出ないというふうに思います。 

 私は、今、南のほうで学童保育をやっていて、

学童の子がいる夏休みはやれないと。西児童セン

ターは学童保育はもう引き上げて、西学童保育は

小学校の中にあります。今、学童保育をやってい

ない施設なんですね、あそこは。もっと西児童セ

ンターの活用で、もう尐しちゃんと施設ができる

まで、もう尐し安定した年じゅう使えるような施

設の提供というのが児童センターでもできないか、

西でできないかと。途切れてしまうことを解決す

るためなら、そういう手だてだってあるんじゃな

いか。多尐の修繕とか、ちょっとお色直しとかし

て、ここを拠点にしていいですよという部屋をつ

くると。児童センターはそれをやっちゃいけない

という規定はありませんよね。児童福祉法に基づ

くそういった活動ですから、禁止はないんですよ。

ですから、あそこに常駐できるものを移す。そし

て、もう尐しお色直しをしてあげるというぐらい

のお金なら、そんなに難しくなく出るんじゃない

ですか。それで待ってもらうと。どういう整備計

画が、療育のための整備計画ができるのか、もう

尐し待ってもらうと。でも、今の方たちとの話し

合いで、強引に移す必要はない、それでも今のと

ころがいいとおっしゃるなら、別に今のところで

待ってもらうのもいいんですけれども、こういう

こともありますよということを情報提供する。そ

ういうことでいけば、今のお母さんたちの、ひま

わりのお母さんたちの悩みというのや先生方の御

苦労、引越しばっかりしているという御苦労、そ

ういうものが解決できる、こういう道筋も私はあ

ると思うんですが、いかがですか。ぜひこういう

ふうにやっていただけません。だって、すぐに療

育できるわけじゃないし、どっちみち。すぐに解

決しなきゃいけない問題はすぐに解決してあげて
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くださいよ。で、中央保育園の話に入りましょう

よ。 

○福祉子ども部長 

 やはり児童センターは児童センターの目的であ

る一般のお子さんが午前、午後を通じて、そこを

遊びといいますか、御利用されるわけであります

ので、西に持っていったらどうかという提案です

けれども、それは難しいと私は思います。 

 ただ、早くというか、まだ計画としては平成26

年の３月に中央保育園廃園後の計画、その平成26

年度に建設をしていくと。１年かけて建設の、実

質平成27年４月オープンという予定で今おるわけ

ですけれども、やはり専用の施設というのは、環

境的にはやはり設けなきゃいけないというふうに

思っていますので、今の西に一時、それは一時的

にいろんなところを、南保育園の御提案もたしか

あったかと思いますが、それは一時的には何らか

融通をきかすなりして、それはいいかもしれませ

んが、それを恒久的にそこにひまわりの事業を持

っていくということでは、やはり解決の方向には

ならないと思いますので、やはり基本的には専用

施設を計画どおりにしていきたいなと思っていま

す。 

○中島委員 

 恒久的に置きなさいということは何も言ってい

ないでしょう。ただ、夏休みが使えないのがとて

も困っているとおっしゃるから、夏休みも使える

ように、学童保育をやっていないんだから、あそ

こは。朝から学童の子がどーっと来るという状況

はないんですよ。利用状況もよく調べていただけ

ればわかるけれども、あそこはそう込んでいない

んですね。親子グループがちょっと貸してもらっ

て見ているけど、来ないね、だれもというふうに

言っていらっしゃるんですよ。いろんな事業をど

んどん打てば来ると思いますけれども、しかし、

それは日程調整でやれますからね。そういうのは

一度検討すべきですよ。これは今すぐの話。そこ

で待っていただくならば、尐し時間的な余裕を持

って、新しい施設の構想をしっかりと責任を持っ

て出してもらいたい。３億2,000万なんて数字が

ぼーんとそれだけ出てくるなんていうのはとって

もおかしいですよね。何が３億2,000万なんです

か、青写真もないのに。という、本当に市の対応

については無責任だなというふうに私は思います。

その問題は、今行っているひまわりのお母さん方

の気持ちもありますから、強引に西というふうに

は行けないですけれども、だけど、夏休みだけ西

へ行ったんでしょう、今まで。夏休み、使えない

から西児童センターへ行ったんですよ。そこでや

ったんですよ。そして、また、戻ったんですよ。

こういうこともあるので、あそこだったら年じゅ

う、通年でやれないかということを私は言ってい

るので、これは検討してくださいよ。恒久とは言

っていませんよ。恒久とは言っていない。検討に

値するのではないかということで、その検討だけ

ちゃんとやってください。 

○福祉子ども部長 

 今、中島委員おっしゃいました、夏の時期には、

あちらのところでプール遊び等も実際にやってお

ります。今、お話があったことについて、どうい

った形でできるか、また検討させてください。 

○中島委員 

 ぜひそれは検討していただきたい。中央保育園

の問題とリンクをさせないような形の検討をして

もらいたいので、それだけは言っておきます。 

 中央保育園の廃園については、先ほど来、皆さ

んがおっしゃっているように、関係者の合意とい

うものがとれていない。こういう、今、段階だと

思うんですが、そういう認識でいいですか。 

○子ども課長 

 先日、３月１日ですか、中央保育園の廃園に反

対する署名ということでいただきました。この方

たちからはいただいているんですけれども、私ど

もとしては、説明会を何度かやらせていただいて、

その中で事業を計画どおり進めさせていただきた

いということも説明させていただいてきています。

今回もこのように議案として提出させていただい

ておりますので、確かに反対の署名はいただきま

した。この方について理解をいただいているかと

いうと、反対の署名をいただいていますので、理
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解をいただいていないというふうには理解してい

ます。 

 ただ、全体の人数からいきますと、731名、確

かにこれはこれで重いものがあると思いますが、

私どもとしては、当初の計画どおり、議案も提出

させていただいていますので、このまま進めさせ

ていただきたいという思いであります。 

○中島委員 

 答弁は、合意をいただいていないと、こういう

ことですね、答弁は。そこだけ言ってくだされば

いいんですよ。 

 それで、いろいろ話し合いがされましたが、何

回も本会議でも紹介がされていますように、説明

だけあって、皆さんの意見を聞くということでは

ないと。意見をただ聞くだけで、それを今回の計

画に何らかの変更を及ぼすものではないと、その

まんまだとということで、各会場で最後に必ずお

っしゃって、皆さんの怒りを買ったわけですね。

何のために集まっているのと。一番最初の園の計

画の説明会でも、すぐに全部お話ができないので

文書で出しますわといって、たくさんの文書で出

されて、反対の文書ですよね、全部、が出された。

謝罪とともに説明をされたと。まことに申しわけ

ないと言いながら説明をされた方がひじをついて

マイクでしゃべっておった。もう許せないという

感じの、本当に皆さんのほうからしたら切実に思

っているのに、ひじをついて説明をしておったと。

どういうことなんでしょうかという怒りの声もあ

ります。皆さんにとってみれば、計画をそのまま

やるだけだということなのかもしれませんが、そ

こで毎日通っていらっしゃる、そういう方からす

れば、もう本当に切実で、子供を放り出されてし

まう思いというものがそこにあるわけですから、

こういう対応だってすごく皆さんの怒りを買った

ということも紹介をしておきます。 

 るるあったように、尐人数でとてもいいという

ことやら、障がい児を温かく迎えていただける保

育園だと、こういうことに尽きるという感じがし

ますね。尽きる。 

 先ほどから言っている療育の問題をしっかりや

ろうといってすごく言っている割には、ここの保

育園で市内ではやはり一番重い子供さんだけを受

けている。身体と療育と重複しているような重い

子供さんをここで受けている、現に受けている。

保育をしている。ここの保育園を要らないと、こ

う来る。ここに大きなギャップを感じると思うん

ですが、その点、どう思われますか。 

○子ども課長 

 中央保育園については、確かにお母さん方から、

ほんわりしている、伸び伸びとやれるというよう

なことで、非常にいい評価をいただいているんで

すが、これは前からもお話ししていますように、

私どもとしては、そういう評価をいただいている

中で、また繰り返しの話になりますが、市として

は、子ども課としては、全体を見ながら事業を進

めていくという中で廃園をお願いしていきたいと

いうことです。 

○中島委員 

 廃園というのは、全体の保育園で、もっと重度

の子供さんもどんどん受けていくと、こういうこ

とですか。 

○子ども課長 

 当然ながら、今、どこでどうということは申し

上げられないかなと思うんですけれども、今、中

央保育園で尐なからず受けているような子供さん

については、やはり当然、中央保育園がなくなれ

ば、支援センターを兼ねて答弁をするなというお

しかりを受けるかもしれないですけど、できる支

援センターを含めて検討していく必要があるかな

と思っております。 

○中島委員 

 障がい児の子供さんを持つお母さん方の心のよ

りどころという側面が非常に強い。それはそれ。 

 もう一つは、多過ぎるという先ほど説明をされ

ておりましたけれども、三浦委員の質問に対して、

審議会の説明をされましたね、多過ぎると。知立

の保育園は多過ぎる。この議論について、私は、

本会議でも言いましたように、安城と同じだけな

んですよ、比率が。どこで多過ぎるという線を引

くのか、これは事実を見ない資料だと私は批判さ
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せていただきました。知立市に合ったやり方でい

いということを私は再度言いたい。刈谷市は尐な

い、待機児童がいっぱい。これを見習うというん

ですか。違うと思うんですよね。こんなこと、私

は質問しませんけど、そんなことはあり得ない。

あんな尐ないところと平均して多いとかという話

にしないでくださいという。本当に多過ぎるとい

うことを思っているんですか。今、多くて困っち

ゃうと。私はそうじゃないと思う。あり方、そこ

の地域のありよう、それは知立市独自のものであ

ったいいというふうに思います。 

 そして、もう一つは、乳児をやらない保育園だ。

やっていないんです。乳児をやっていない。やっ

ていないから子供がふえない。今のニーズにその

面では合わない。一面あります。高根保育園も40

人台になったことがあるんですよ。知っています

か。45人ぐらいになっちゃったんですよ、高根保

育園。御存じですか、その経緯を。今、復活して

ますよね。どういう経緯だか、ちょっと言ってく

ださいよ。 

○福祉子ども部長 

 高根保育園が40名というのは、ちょっと私は承

知しておりませんが、やはり高根保育園は今現在

の人数に、現状の人数というのは、やはり外国人

の方が今現在、私、思っているのが、約半数が外

国のお子さんかなというふうに思っています。そ

ういう社会現象の変化によっての今の現状かなと

いうふうに思っております。 

○中島委員 

 それは違うのでね。全然違うんですよ。外国人

の子が１人も入っていない段階でぼーんとはね上

がったんですよ。乳児をやったからです、そのと

きは。乳児長時間保育をやったんです。乳児長時

間をやったのでぼーんとはね上がって、100名定

員にしたんですよ。ほうっていう経緯を知らない

人たちがこうやって議論をしているから嫌になっ

ちゃうんですね。知らない。それも署名運動があ

ったんですよ、お母さん方の。乳児長時間をやっ

てください。高根保育園の親がやったんです。そ

うしたら、もう、みんなうわーっと集まった。そ

して、長時間乳児をやった。そうしたらぼーんと

ふえた。今はまた違った理由で多いですけど、そ

うじゃなくて、やっぱりその辺を芽を開いた。 

 中央保育園は今まで、支援センターをつくった

から乳児長時間をやらないということで、こうな

ったものだから、現在のようになったのが経過で

す。 

 しかし、小さいけれども、いい保育園を残そう

という側面を、あなたたちが乳児長時間をやらな

いという選択をしたんだから、尐なくとも障がい

児をゆったりと落ちついて育てる保育園という、

そういう特化した保育園にするということもいい

と思うんですね。私はいいと思う。３歳未満児が

需要が多いからとおっしゃる。そのとおりなんで

すが、猿渡保育園が90名定員を200名にするでし

ょう。同じエリアですよ、大体隣り合ったエリア。

隣と言ったらあれかも。でも、まあまあ隣り合っ

ていますよ。そこが200名の定員。乳児枠、うん

とふやすと思うんですけれどもね。それでも乳児

が足らないと見るのかどうなのか、ちょっとお答

えください。 

○子ども課長 

 ３歳未満児の入所については、引き続きふえて

いるというような状況の中で計画しておりますの

で、乳児については引き続き、枠についてはある

程度確保する必要があるかなというふうに思って

います。 

○中島委員 

 猿渡は幾つと聞いているんです。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時34分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時38分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 済みません、たびたびお時間をとらせまして申

しわけございませんでした。 

 猿渡のほうの計画でございますが、乳児、ゼロ
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歳18人、１歳26人、２歳36人という計画でありま

す。 

○中島委員 

 こういうのがすぐ出ないということも問題です

よね。ニーズが満たないから中央保育園が要らな

いと言っていらっしゃるけど、私は、現在では乳

児のこういった枠というのがこれだけ広がってき

て、今言われただけでも70名を超えますよね。80

名近い、80ですよね、ちょうど80だね。 

 今まで猿渡さんは全体で90。未満児が何人だっ

たんですか、今までの定員が。ここに資料がある

と思いますけど、定員はわかりますか。 

○子ども課長 

 猿渡保育園の定員は90名でございます。ゼロ歳、

１歳、２歳のトータルで今現在43名ということで

す。 

○中島委員 

 現在43名いるということですね。今度、80名の

定員になるということで枠は広がります。２倍近

く広がるということですね。私は、全体の審議会

のいろんな数字も見まして、未満児をふやしてい

くという大きな流れというのはそのとおりだし、

待機児童をなくそうという大きな国の流れにも沿

っていることだし、いいんですけれども、知立の

場合は現在も待機児童がないなんて言っちゃって、

みえるわけでしょう。途中からはあるけれども、

４月の段階では待機児童はゼロだと。途中からふ

えてきて入れない子が出てくると。認可外などに

流れてくるという、こういうことなんですけれど

も、ここで40。南も規模が200、私は多過ぎると

思いますけれども、南の乳児は何人ですか。全体

の乳児のニーズがまだまだなのか、もしそれで満

たされるというふうな考えならば、中央保育園は

逆に言ったら３歳以上の小ぢんまりした保育園で、

長時間だけを含めて障がい児の子をより多く見る

と、こういう性格を位置づけた保育園として再出

発させると、こういう構想がそれこそニーズでは

ないかと私は思いますが、あわせてお願いします。 

○子ども課長 

 まず、南保育園の事業のほうですが、ゼロ歳・

１歳を20人で、２歳を一応14人という形で考えて

おります。 

○中島委員 

 今よりどのぐらい多いか。 

○子ども課長 

 済みません、資料がちょっと古いかもしれませ

んけれども、平成22年の４月１日現在の人数です

けれども、ゼロ歳・１歳が８人、２歳が６人。 

 人数という面では、先ほども申し上げましたよ

うに、未満児のお母さん方が比較的早い段階で入

園の申し込みが多数みえるということの中で、将

来的に考えた場合に必要かなというふうには思っ

ております。 

○中島委員 

 見込みというのは大変難しいと思いますけれど

も、さらに徳風もこれをさらにふやそうとしてい

るわけでしょう。今ちょっとストップしちゃった

けど、土地問題でストップしちゃったけど。あそ

こもまたさらに赤ちゃんをふやそうとしている。

こういう環境にあるんですね。 

 先ほどから問題になっている障がい児の扱いの

ほうが今、逆に困っているという方が多いわけで

すよひまわりの次に行く保育園を探すのに、中央

がいいといって選んでいらっしゃる方がいるんで

すね。あそこはそういう環境がいいということで

ありますので、もちろん今のまんまの保育園がず

っと10年も使えるわけじゃないのであれなんです

けれども、そういう特色のある保育園を１園、や

はり特化した保育園を１園、そこに中央に持とう

ということは、私はとても今の時代背景からいっ

たニーズだと思いますよ。ニーズ。そういうふう

には考えられませんか。 

 もちろん、整備計画というか、そのまま使えな

いですからいけないので、先ほどちょっとありま

したけれども、耐震診断は行ったと。耐震診断を

行って補強もしたと。中央保育園は補強をされて

いるということです。そういった中で、今すぐ結

論が出ないなら、いま一度この議案を留保して、

そういった課題とさっきの療育の課題ともう一回

とどまって議論をして、そして、もう尐し見える
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形で新しい提起をしてもらう。そこで初めて廃止

条例ですよ。今のニーズにこたえるそういうもの

に。何か御意見ありますか。 

○子ども課長 

 私としては、計画を出させていただいて、今回

お出ししたこの計画に基づいて何とか実施させて

いただきたいということであります。 

○中島委員 

 そういうニーズ、保育園でもそういう形の障が

い児をより扱うそういうニーズというものを一つ

構想の中に入れる考えはありませんかと、必要が

ないですかと聞いているんです。 

○福祉子ども部長 

 いろんなニーズにこたえるべき使命が我々はあ

るわけですが、今、中島委員のおっしゃった障が

い児のニーズというのも私たちのほうも当然認識

しております。 

 中央保育園ということに今、廃園ということで

当たっているわけですが、先ほど全部で42名ほど

の手帳を受けている子供さんの中で、一番多いの

は中央保育園ということでは、受けているのは、

上重原保育園が６人ほど受けておりまして、その

次に確かに中央保育園が４人の子供さんを受けて

いるということで、必ずしも中央保育園だけが障

がいの、先ほど言った42名の手帳をいただいてい

る子供さんをすべて預かっているということでは

ないですし、決して、前にもお話しさせてもらい

ましたが、小ぢんまりした保育園ならではのアッ

トホームとかいうことも、その辺はわかるわけで

すが、やはりそのアットホームというのは、ある

程度大きい保育園であっても、雰囲気づくりは、

保護者であり、保育士であり、地域というのか、

そういったところでつくり上げるふうに思ってお

りますので、そういったことで、今の中央保育園

の雰囲気づくりというのは、我々行政としては、

保育士を中心に努力していきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 ほかのところでもやっているよというのはわか

っています。全体でやっているということはわか

りますが、より療育のＡと身体障がい２級、そし

ててんかんも持ってみえる方とか、療育がＡで身

体障がいがＡでと、重複で一番最高の重い手帳を

持っていらっしゃる方がみえると。こういう感じ

で、ほかにもずっといって13名の方が中央保育園

にはみえるわけですね、そういういろんな問題を

持った方が。比率からいったら一番高いですよね。

比率からいったら一番高くあって、やっぱり落ち

ついていいと、こういうことなんですが、今、ア

ットホームなそういったものも考えていくと言っ

たんですか、これから。 

 というのは、200名の規模でアットホームとは

言えませんよ。そういうアットホームな保育園も

あっていいんじゃないかと、こういうお母さん方

の話をいろいろ聞いてきたら、本当にその辺がし

みじみとわかったんじゃないですか。しみじみと。

アットホームな保育園がいいなと。特に発達のお

くれのある子たちを受けるに当たってはいいし、

また、そこにいる健常児の方たちもとてもそうい

う方たちの触れ合いを大事にした成長で優しく育

っていくという。それは、やはり小規模の保育園

だからというふうに私は思います。 

 安城でも言ったように、60名定員が、前後も含

めると十何個あるわけですよ。すごく多いんです

よ。知立は２園が小さいからって目のかたきにし

て、拡大しなきゃいけないって言っていますけれ

ども、全然そうじゃない。小さい保育園も安城市

もいっぱいある。認可園で私立で30という、それ

はもう３歳未満だけなので小さいんですけれども、

60名というのはいっぱいあるんですよ。70名もあ

る、80名も。そういうことを考えたら、小さ過ぎ

るというのは、私はとても非難をする言葉ではな

く、逆にいいことだということはあると思うんで

すが、審議会の中ではそういった話し合いは全く

されなかったとおっしゃったよね。規模の問題に

ついては言及しなかったと。そうでしょう。ちょ

っとその辺、規模のこと、もう一回確認させてく

ださい。規模の問題については専門的な話し合い

は研究が行われない、適正規模はどのぐらいなん
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だということも審議されなかったと本会議で答弁

されましたよね。もう一度確認させてください。 

○福祉子ども部長 

 私の記憶では、たしかその規模のことについて

は議論がされなかったかなと記憶しております。 

○中島委員 

 議論がされていないと、規模についても。最初

から中央保育園の廃止ありきで、とってつけたよ

うに、小さい、多過ぎるは全体の話として出てき

た、ニーズにこたえていない、ぺたぺたぺたと、

要らない、要らない、要らないというものがくっ

つけられたと、中央保育園に。なぜ中央保育園な

のという話だってお母さん方の中にはあるわね。

そういうようなことも含めて、私はお母さん方の

本当の理解が得られていないという、こういう状

況。最初に言われたとおり、理解されていないと

いう状況。 

 そして、審議会の答申を受けた庁内の話し合い

は１回だけ行われたと。一度、庁内の話し合いの

中身を教えてくださいよ。答申が出た、庁内で確

認して決定した。この決定の過程ね。庁内は何を

話し合ったんですか、庁内は。保育の話もできま

したか。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時54分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時54分 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時54分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時05分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉子ども部長 

 今回の保育所整備計画に至った経緯ですが、平

成15年のときに、内部での行政改革に基づく内部

組織の中で、公立保育所の民営化等検討委員会と

いう委員会を立ち上げて、平成15年度に職員の中

で検討した結果の中では、民営化とか統廃合、施

設整備についての話し合いがされ、その中で平成

15年に保育行政審議会に保育園の民営化等につい

てという諮問をした経緯があります。平成15年か

ら平成17年の２月までに計５回ほど保育行政審議

会を開催しました。そこの中で、平成17年の４月

にその諮問に対しての答申を受け、平成20年度に

新たに保育行政審議会に、今回は保育所の整備計

画ということでの諮問をさせていただいて、計４

回、そして、平成21年度に２回と、計６回、こう

いった保育所にかかわる運営その他について議論

をしてきたという経緯がございます。 

○中島委員 

 今回の答申を受けて庁議はどんな議論をしたの

かと聞いたんですけど、何も答えていない。 

○福祉子ども部長 

 私の現時点の知る限りでは、どういった議論が

されたというのはちょっと承知をしておりません。

平成15年以降の話。 

○中島委員 

 本会議のときに、今回の審議会の答申を受けて、

言い方が間違えたかもしれません、整備計画をつ

くって、その計画書が完成して、それで、庁内で

は、庁議として計画をつくったわけですよ、答申

を受けてこの整備計画の冊子が出たわけでしょう。

答申ですよ、これが。それについて、あくまでも

答申ですから、それを庁内で決定するという行為

がなきゃ、これは答申のまんましまっておくわけ

ですよ。決定しなければならない。その話し合い

はどこでどのようにしたんですかと聞いている。

本会議で日時をあなた、おっしゃったじゃないで

すか。 

○福祉子ども部長 

 庁議で報告させていただき、そこで決定させて

いただいたということでございます。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後２時09分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時10分 
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○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉子ども部長 

 庁議での具体的に意見ということは特になかっ

たというふうに思っています。 

○中島委員 

 去年の３月ですよね、この計画が正式に発表さ

れたのは。そのときの経緯を聞いているんですけ

れども、庁議は開いたという日時をおっしゃった

よね。もう一回、日時を言ってください。そして、

中身は何もなかったということですか。何も話し

合わなくて、このまま、めくら判をみんなが押し

たということ。 

○福祉子ども部長 

 ちょっと私、その当時、本会議でお話しした日

にちをはっきり覚えがないのでいかんですけれど

も、開かれて、そのときでの話の具体的な内容と

いうのは特になかったと私は記憶しております。 

○中島委員 

 何もなかったと。報告しただけと。庁議に諮っ

たというけれども、報告しただけで、皆さんから

の質問もないし意見もなかったということですね。 

 本会議でも風間議員がプロセスが大事だと、大

丈夫かと、一応それはちゃんと踏んできたんです

ねと確認してみえたじゃないですか。その確認し

たという中身が大変不透明なものであると。庁議

に諮ったけれども、何も特に話はなかった。そし

て、お母さん方は知らなくて、説明を受けていな

くて、心外だと言って皆さん怒った。いつの間に

決まったんだと言って皆さんが怒った。そういう

流れでしょう。説明会をやったら、決まったもの

だからもうと言って、こうやったわけですよ。だ

から、皆さんが納得できないと言っているんです

よ。幾らあなたたちの思いが強いにしても、住民

参加、住民合意、情報公開、こういうことを常に

おっしゃっている林市長、こういうやり方で突っ

走るというのがあなたの姿勢なんでしょうか。財

政のことはいいです。わかりますよ、それは。だ

けど、このやり方は幾ら何でも認められないんじ

ゃないですか。どうですか。 

○林市長 

 今、一定のプロセスは踏んではおるんですけれ

ども、先ほど、杉山委員のところにも答弁をさせ

ていただきました。やはり、今回のこの廃園とい

うのは、知立市にとっても初めてのことでありま

して、手順とか、物の言い方とか、その辺あたり

がなかなか担当のほうも各ところに説明をさせて

いただくときに不十分な点があったのかなという

ふうに反省をさせていただいております。 

 これからは、この保育施設整備計画、先ほど申

し上げました、まだまだ統廃合の案件があるわけ

であります。この反省を踏まえて、しっかりと御

理解をいただくように、説明をさせていただきた

いなと思っております。 

○中島委員 

 通ってから説明というんじゃ困るんですよね。

住民参加というのは、計画づくり、この計画づく

りには十分に参加できなかった、多くの人たちは。

だけど、案ができたなら、そこの段階で、まだ決

定する、決定したにしても、実施する段階の前で

は、実施の前では、見直しも含めてきちんと話し

合いの場所を保障するということが一番大事なん

じゃないですか、住民参加と言うならば。平成26

年度で廃園というのはまだ時間がありますから、

今回の議案は撤回してください。そういう時間を

もう尐し持ってください。間に合いますよ、あな

たたちがやろうとしていることは。そうじゃない

ですか。説明を後からされても、それこそ何か、

何のための説明なのかといって、そこで砂をかむ

思いのお母さんたちは説明会の場にはいられない

と思いますよ、もう。だから、決定する前に、議

決する前にそういう場を持とうじゃないですか、

ちゃんと。そのためにはちょっと撤回してくださ

いよ、今回の議案については。もう本当に委員さ

んたちもみんなも、今、けんけんがくがくいろん

な意見を勉強しながら言われているわけですね。

だけど、決定ありきで議論に参加しておったんじ

ゃ、意味のないことだから、これはちょっと待た

なきゃいかん、そういう決定の前に説明をしてい

ただくという機会をもう一度持つべき。730名余
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の反対の署名の方たちもみえる。そういう方たち

にも説明をしたいと市長はおっしゃった。だけど、

決定してからの説明なんかじゃ説明じゃないです

よ。決定する前に皆さんの意見を聞く。そういう

プロセスが本当のプロセスじゃないんですか。 

○林市長 

 今回の条例案でありますけれども、ちょっと署

名のことも、私、非常に残念だなと思ったのが、

廃園しますけどどうですかという、たしか内容だ

ったと思うんですね。そうではなくて、もうちょ

っと情報公開をしっかりさせていただく。例えば、

文章の表現がちょっとあれなんですけれども、今、

知立市には療育施設がない、財源がない、ですか

ら、つきましては、廃園というふうにやるのが本

来の情報公開、また、市民参加のあり方だったの

かなと、私も反省させていただいております。 

 それで、今回の廃園、非常に大事な案件であり

まして、やはりそれは住民合意といったときに、

最終的に100％の合意が果たしてとれるかどうか

というのも当然疑問があるわけでありまして、非

常に大事な案件でありますから、住民の皆様方に

聞く、あわせて、こうして議会の中で御理解をい

ただくということかなというふうに思うわけであ

ります。 

 話が長くなって恐縮なんですけれども、私の今

回の思いなんですけれども、中島委員は非常に子

育て支援について造詣が深いわけでありまして、

先ほどの療育に関してのこと、また、療育施設に

関することでもそうでありますし、保育園のこと

もそうでありますし、本当に非常に詳しく、また

思いが強いわけであります。私もそれに御指導い

ただきながらやるわけであります。そうした中で、

例えば療育施設であります。中島委員が平成15年

に御提案されて、ようやくこうして真剣にやろう

というところに来たわけであります。確かに、中

島委員おっしゃられるように、今のひまわりルー

ムでも一生懸命職員が対応させていただいており

ますけれども、これも中島委員がおっしゃられま

したように、やはり間借りという限界があるとい

うことでありまして、トイレの形状もそうであり

ます。げた箱の形状、また、本棚の形状も小学生

以上の形につくられているわけでありまして、本

来の療育のあり方ではない。これは、保育士さん

に聞いていただければ、これはいけないよという

ことは言っているわけでありまして、ましてや、

保護者の皆様方も、あるときは西児童センター、

あるときは南児童センターという間借りの状況が

続くということは、やはりどうにかしなければい

けない。 

 一方で、やはり中央保育園関係者の方々には、

本当に寂しい思いであるわけであります。一番こ

の中央保育園の廃園において聞かれた保護者から

の反対意見というか、私も何度か聞いているわけ

でありますけれども、聞かれた声の中に、選択肢

を残してくださいということであります。先ほど

中島委員もおっしゃられました、温かい雰囲気の

小ぢんまりとした保育園、選択肢を残してくださ

いということでありました。 

 一方で、療育専門施設というのは知立にはない

わけでありまして、選択肢すらないということで

あります。これは、先ほど川合委員がおっしゃら

れましたように、ある意味、関係者にとっては、

専用施設がない、間借りで来た、やはりこれは行

政としても責任だったなというふうに感じさせて

いただいております。そうした中で、選択肢が減

るということがやはり申しわけない思いがあるわ

けでありますけれども、やはりそうしたこともあ

るんですけれども、今回は、しっかりとした専用

施設をつくらせていただきたい。これは、今回の

中央保育園が廃園になるということは、先ほども

申し上げましたけれども、療育施設の専用施設を

待ち望まれる方々も胸の痛む思いであろうかとい

うふうに思っておりますが、それだけに、そうい

ったことを私ども行政としてもしっかりと胸に秘

めて、しっかりとした肢体不自由児、発達障がい

児の療育施設、また、この知立市における最も充

実した子育て支援の拠点施設というのをつくらせ

ていただきたいというのが今の思いでありますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○中島委員 
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 それで、プロセスでいいんですかという答弁に

長々と思いを語っていただきましたけれども、あ

なたの今そういった思いをいっぱいいっぱいを言

われたことが、事前に皆さんのところにちゃんと

届きましたかと言っているんですよ。事前に。そ

れがプロセスの中で欠けているよということを言

っているわけですよ。療育の問題は先ほどずっと

やりましたから反論はしませんけど、どういう療

育をするのかということまで含めてまだ議論は何

もされていないんですよ。まだ資料の出てこない

しね。でしょう。だから、そういうことがあなた

の言うプロセスですかと聞いたんですよ。このプ

ロセスには大きな手抜き、結果的に手抜きがあっ

たということはお認めになりませんか。 

○林市長 

 結果的にそうした非常に御理解いただけない方

も多くあるわけでありまして、それについては、

今後、そういうことのないようにしっかりとした

プロセスを踏んで取り組んでいきたいなというふ

うに思っております。 

○中島委員 

 違うんですよね。プロセスをもっと早い段階で

きちっと踏むということについて、やってこなか

ったという問題があって理解がされないんだから。

理解がされないことが問題だというふうにあなた

がおっしゃったかわかりませんけれども、そのた

めのプロセスが十分じゃなかったということを私

は言いたいんですよ。そのことをお認めになりま

せんか。９月議会で初めて池田福子議員、共産党

の議員から、説明会も何もしないで何だといって

抗議した。そうしたら、それから初めてやり始め

たというのが経過ですよね。だけど、途中途中で

出てみれば、全部決定ですからという説明会しか

やってこられなかった。意見を挟む、これができ

ないんですよ、この計画については一切。そうで

しょう。それがプロセスとしてまともなものなの

かどうかと聞いているんです。先ほど杉山委員が

これからに生かすのかと言っら生かしますと言っ

ているけれども、何が悪かったのかわかっていな

いなら生かせないでしょう。どこが問題だったん

ですか、じゃ。プロセスの中で何が問題だったん

ですか。 

○林市長 

 私は、このプロセス自体はもう一度検証させて

もらう必要があろうかというふうに思っておりま

すけれども、100％かどうかとなるとなかなか難

しいんですけれども、決してこれが本当に足りな

かったのかな、なかなかちょっとその辺、判断を

しかねるんですけれども、もう尐し、説明の仕方

と申しますか、そのあたりがちょっと不足をして

いたのかなというのが今のところの私の考えであ

ります。 

○中島委員 

 問題だったのかなということでは、次に何を生

かすのかがさっぱり見えてこない。緑の基本計画

をつくるとか、いろんなマスタープランをつくる

というのがいっぱいありますよ。パブリックコメ

ントといって、皆さん、意見を言ってくださいね

というのをやりますよ。なかなか反応がないなと

いっていつも言ってみえる。これ、皆さんにとっ

てすごい問題なんだけど、やっぱりパブリックコ

メントでパソコンで答えてくださいとか、窓口ま

で来て書いてくださいと。もちろん手紙でもいい

ですよと。こういうことのパブリックコメントが

ありますけれども、それって届かないという立証

ですね、今回は。だから、十分にこんなにも住民

に直接かかわる問題については、そんな形どおり

のパブリックコメントというので終わらせて事前

の意見を聞いたということにはしないでもらいた

い。パブリックコメントをやるということは、そ

の段階で出た意見は一応反映させるという前提で

すよね、パブリックコメントは。それを経てから

決定ですよね。そうでしょう。だから、パブリッ

クコメントはほとんどなかったと。ちょっとメー

ルで何かあったとありましたけれども、中央保育

園は小さい保育園で小規模でとてもいいといって

メールがあったと、こういう話ですけれども、だ

けど、そういう住民合意をとる方法については、

重大な反省をしなきゃいけない問題じゃないんで

すかと言いたいんですよ。何をどう反省するのか
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というところを私は一番聞きたいんですよ。いか

がですか。 

○林市長 

 住民合意というのが、やはり中島委員おっしゃ

るように、廃園というのは非常に大事な案件であ

ります。この住民合意をとるときに、やはり最終

的には議会のほうで御理解をいただく。 

 私、今回反省するべき点、一番大きなところは、

署名が七百何十集まったわけであります。その内

容を見ますと、先ほど申し上げましたように、非

常に情報が行き渡っていなかった。そこが私、署

名を書かれた方々に中途半端な情報が行っている

な。そこらあたりが非常に私といたしましては、

これからこういうことがないような形で、しっか

りと情報を出していかないかんなというところで

ございます。 

○中島委員 

 ちょっと失礼じゃないですか、署名をやった方

に。あの署名が悪いということがあなたの反省点

なんですか。そのようにお答えになりましたよう

ね。署名を集めた方の書面が悪いと。中途半端な

書面だからみんながそそのかされて署名をしたと、

それが一番の反省点だと。そんな失礼な話はない

ですよ。署名をやっていらっしゃる方は中央保育

園のこと、そして、療育の施設をつくるといって

廃止なんだと、もうそれを十分承知で、話し合い

の中でも出ているんですよ。それは撤回してくだ

さいよ、あなた。あの書面だけで見れば書いてい

ないかもしれませんけど、それがあなたの一番の

反省だなんていうことは失礼な話じゃないですか。

失礼ですよ。 

○林市長 

 私は、決してそういうことを言っているわけじ

ゃないんですね。署名を集められた方は本当に一

生懸命やられたと思います。大変だと思います。

私も１枚、１枚見させていただきまして、全部は

見れなかったんですけれども、非常に真剣に集め

られたと思います。 

 ただ、残念だったのが、この署名の文書の中に、

療育の専門施設が知立市になかったので、やむを

得ずこういうことが市から出ている、そんな署名

が書かれなかったことが、やはり市としては情報

がまだまだ署名を集めた方に行き渡っていなかっ

たことが非常に私どもは情報の開示が不足してい

たなというふうに思っております。そういうこと

でありますので、御理解をお願いします。 

○中島委員 

 確認ですけれども、それはちゃんと、知らなく

て話しているわけじゃなくて、十分承知して、そ

して、話し合いの中でも出て、でも、なおかつ保

育園の廃止については困るという署名なんですよ、

あれは。黙って隠して、それをひた隠しにして、

保育園の廃止だけ反対の署名を集めたということ

ではないんです。この計画が出されたことも話し

合いますし、そういう説明会でも何回も聞きまし

たし、そうでしょう。説明会でも聞きましたし、

それから署名が集まったんですよ。署名を集めた

方たちは説明会を聞いております。ちゃんとわか

っていてやっています。だましてやっているわけ

じゃないです。そこのところだけは誤解のないよ

うに願いたい。 

 結局は、情報が、運動している人に対してそう

言われましたけれども、市民に十分な情報が出さ

れていなかったということが一番の反省点だとい

う、こういうまとめですよね、署名云々はともか

くね。署名がこれだけ集まった背景がそれだとい

う、これはちょっと切り離して、もっと知らない

人がいっぱいいるんですよ。もっと知らない人が。

だから、そのまま突っ走らないでください、重要

な問題だからということを言っているんです。も

う尐し時間をかけていただきたい。療育の問題も

きちっとした青写真を出していただき、じゃ、本

当にこういうものをつくるんだということとセッ

トで本当に出すんだったら、納得というものであ

るならば賛成する人も出てくるかもしれませんよ。

でも、青写真のほうはちょっと中途半端で。こう

いうことじゃ議決に耐えられない議案じゃないで

すか。 

 副市長、何かありますか。 

○清水副市長 



- 34 - 

 今回のお願いをさせていただきます件、確かに

先ほど来の議論で申し上げますと、いろんな情報

が尐しそれぞれの住民の方までに十分届いていな

かったのかなということも思いますけれども、先

ほど来、部長も、この経過については平成17年度

から知立市の保育所のあり方について、いろいろ

な立場の方に、もちろんこの審議会そのものを否

定されますと、それはもうそれで終わってしまい

ますけれども、私どものほうとしては、一定の学

識者の方、いろんな立場の方にお集まりをいただ

いて、幾度かの検討もしていただき、一つの方向

性を出していただく中で答申をいただいたわけで

ございます。その答申に基づいて、市といたしま

しても、さらなる次のステップとして、今回、議

題に関連しております保育所の整備計画を市とし

て決定させていただいて、それに基づく内容の実

現を図るべくお願いをさせていただいておるとい

うことでございますので、この整備計画の中につ

きましても、私も、全体としては、先ほど申し上

げましたような幾度との協議の中で進めていただ

いた答申の中身だということと、それから、私自

身も本会議でも申し上げましたけれども、いろい

ろ療育のお話とか、いろいろ出ておりますけれど

も、今後とも、そういった子育て支援に対するい

ろんな需要というのは減ることはないわけでござ

います。いろんな形でさらに充実をしていかなく

てはいけないということでございますので、それ

は市としても責任を持って積極的に進めていかな

くてはいけない。 

 ただ、そういうものをきちっと実現するために

は、今の施設のあり方がこれでいいのかというと

ころも、やはり同時に考えなくては、これからの

新しい施設整備を図るという点でもなかなか難し

いのではないかという判断でございます。 

 そういったこともございますので、私どもとい

たしましては、現行の保育所のあり方、そういっ

た計画の中で、今回、中央保育園について取り上

げさせていただいているわけでございますけれど

も、こういう廃止というものと、また、新たな需

要であります、中島委員もおっしゃいましたよう

に、これはもう既に前から療育の必要性ですとか、

専用施設の必要性、そういったものも訴えておら

れたということは、先ほどのいろんな議論で私も

承知いたしました。それがいまだにできていない

というのは、やはりその間にも、いろんな保育所

に対するいろんなニーズ、例えば長時間でありま

すとか、乳児ですとか、いろんな新しいニーズを

満たすためにいろんな施策を打ってくる。そうい

った中では、療育まで、今、正直言って、結果的

にはそういった専用施設を充実させるというとこ

ろまでは手が回っていなかったというのが現実だ

というふうに思います。 

 今般、そういうことの中では、全体の保育所の

計画を見直す中で、新たなそういう今まで尐しお

くれておったといいますか、そういう施設につい

てもきちっと整備をさせていただくということを

今後進めていきたいというふうに考えております。 

 もう一つは、これも本会議でも申し上げました

けれども、そういった療育の問題もございますけ

れども、例えば子どもプランでも計画をさせてい

ただいております児童センター、これも小学校区

単位で整備をすると。これも強い要望の中で市は

受けとめているわけでございますけれども、こう

いったものもいまだ具体化できないという、そう

いうジレンマがあるわけでございます。そういっ

た意味では、次の議案にもございますけれども、

保育所の整備計画の答申の中に、私どもの整備計

画の中にもありますけれども、一定の財源の見込

みを立てながらこの計画をきっちり進めていきた

いということでの基金設置、こんなことも今回あ

わせて提案をさせていただいておりますので、そ

ういったことでの将来に向けての施設整備の充実、

そういった観点も含めて御理解をいただきたいと、

このように考えております。 

○中島委員 

 答弁をいただいたわけですけれども、この計画

というのは非常に長い計画で、大変長い40年計画

ですよね、全体で言うとね。60年までと書いてあ

りますよね。全体の計画は60年の計画で審議会は

一応決定したというか。当然、これ、見直し、見
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直しでやっていかなければならない計画ですよ。

１個１個実行するときには、ちゃんと具体的な実

施計画の中でやっていくということは当然のこと

ですし、議会の中でも、この問題は、計画には載

っているけど、これは変更しよう、そういうこと

だって、当然計画にはあり得ることなんです。今

回は突っ走っちゃいますね。私はそれは認めない

わけですけれども、審議会がこうやったからとい

うのは、本当に長い計画ですから、皆さんが一つ

一つの細かい審議まで深めて納得してというふう

なことは多分想定されなかったというふうに私は

思います。審議会が悪いとかじゃなくて、一つ一

つ、こんなにいっぱいの計画ですからね。細かく、

じゃ、そこの人の意見を聞いたかとか、そんな細

かい審議はできなかったんですよ。やっていない

ですよ、全然。そこで今、噴出しているという、

そこのところですよね。だから、このスタートに

当たっては、まずそこに関係者がいれば、関係者

に直接もう一度聞いて、もう一度やるというのが

当然のやり方、これからの進め方でもそうしなけ

ればならないというふうに思いますよ。建てかえ

が幾つか出てきますから、どうするのかというの

は必ず出てくる問題ですからね。だから、そうい

う計画ありきということではなく、本当のプロセ

ス、特に関係する皆さんの納得ということを大前

提にしなければ、計画が成功したとは言えないと

私は考えます。そのためにも、今回はやっぱり撤

回して、もう一度説明をちゃんと行って、それか

らでも間に合うと、私はそのことを最後に強調し

て質問を終わります。 

○高木委員 

 申しわけありません、一つだけお答えください。 

 本会議で風間議員が重度障がい児のことをお聞

きしたと思うんですけれども、もう一度、その点

で、部長、お答えください。 

○福祉子ども部長 

 風間議員から障がいの中の重度の子はという御

質問があったかと思います。 

 先ほども尐し触れさせていただきましたけれど

も、療育の方向性としては、医療行為というお子

さんについては難しいだろうなと。ただ、先ほど

と同じ答弁になりますが、療育、身障の手帳をお

持ちのお子さんについては受け入れていこうとい

う方向で考えております。 

 以上です。 

○高木委員 

 医療行為はまだ考えていないけれども、身体障

害者療育手帳を持っている子供さんの重度の子供

さんは見ますよという、そういう施設を考えてみ

えるということですか。 

○福祉子ども部長 

 先ほど申しましたように、基本的には、医療行

為をするお子さんについてはお預かりがちょっと

難しいかな。ただ、療育身障の手帳の判定を受け

ているお子さんについては、受け入れしていこう

というふうに考えております。 

○高木委員 

 現在、保健センターのほうで行われているさく

らんぼクラブのところには、親を支援するという

立場で１カ月に１回やってみえるというお話で、

そこには割りに重い重度の方もお見えになってい

るような気がするんですけれども、この療育セン

ターができた場合には、子供さんの支援というよ

りも、どちらかというと親御さんの支援というこ

とに、医療ということがないということなもので

すから、そういう形で、親に対する支援という形

でできるのでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 当然、子供さんだけではなく、保護者の方への

療育といいますか、支援といいますか、そういっ

たことも当然やっていく予定でございます。です

ので、相談事業という形で、事業としては行って

いく予定をしております。 

 以上です。 

○高木委員 

 今、ひまわりルームは、他市と比較してもとて

も良好に運営されているということで、中央保育

園も何ら問題もないんじゃないかというお話があ

ったんですけれども、くどいようですけれども、

廃園してこの療育施設をつくらなければならない
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というところをもう一度、部長、お聞かせくださ

い。 

○福祉子ども部長 

 今回の中央保育園を廃園していくという計画、

また、その跡地に子育て支援センターということ

で、新たな充実したセンターという計画、その中

には、ひまわりの専用、また、肢体不自由のお子

さんをケアするという方向になるんですが、これ

はなぜ中央保育園なのかという大きな理由に挙が

っているのが、私どもとしては、まずは、老朽化

で、もう南児童センターに次ぐ古い老朽化であり、

そんなにそのまま置いておくわけにはいかない施

設であると。確かに耐震は行いましたけれども、

それ以外の施設面での早急ないろんな修繕、その

他をやらなきゃいけないような施設であること、

また、建てかえるということに対しての施設の中

の面積でいきますと、駐車場も確保するという現

状でいけば、あの狭い施設での建設は難しい。ま

た、それとは、中央とは関係ございませんけれど

も、財源的なこともございますけれども、そうい

ったもろもろの要因ということが総合的に中央保

育園ということでありますので、御理解いただき

たいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○高木委員 

 重度障がい児ということで、子供さんを持って

みえる親御さんの気持ちを考えますと、保健セン

ターでも間借りの状態ですので、充実した施設に

なっていかなければいけないと思いますので、よ

ろしくその辺は考えていってほしいと思います。 

○水野委員長 

 先ほど中島委員から資料の提出がありましたが、

いつ資料を提出していただけますか。 

○福祉子ども部長 

 もうしばらくお待ちいただき、いずれにしても

今度の休憩までには配付できるかどうか、その辺、

微妙なところですが、いずれにしても早目に、早

い時期に、済みません。今、最終的なまとめをし

ていますので、早目に出させていただきます。 

○中島委員 

 資料がそんなに出ないということ自体が私は不

思議だと思うんですね。あれだけ説明して、市長

も何回も何回もいい施設ができるということを説

明しないから反対署名が集まったんだとおっしゃ

る。何でさっと出ないんですか、そういう資料。

どんなものをつくりたいと思っているかの資料が。

おかしいじゃないですか。 

○福祉子ども部長 

 委員の皆様方にお出しするような資料には実際

なっていないものですから、それを皆さんにお出

しするには、それなりにまとめた形で出させてい

ただきたいなという思いがありますので、内容に

ついては、私のほうにしては、素案であるんです

が、皆さんにお出しするような整理の仕方をちょ

っとしていないものですから、済みませんが、も

うしばらくお待ちいただきたいと思います。 

○中島委員 

 廃止のためにということだけで話が飛んだとい

うことが今の話で明らかになったという気がしま

すね。着実な計画の中で出てきたというよりもね。

そこのところが大問題です。 

 それから、それこそ議案の審議が終わっても出

てこないので、どうなろうかなと思っちゃうんで

すけど、もう一つ、ちょっと先ほどもあった、早

急に修理しなきゃいけないものを幾つか抱えてい

るような中央保育園の話をあなたはやってみえる

の。早急にだったら、平成26年までにやらなきゃ

いけないんじゃないんですか。それは放置される

んですか。早急にやらなきゃいけないものがある

ので、建てかえなんだと言うけど、あした壊すわ

けじゃないんですよ。さっきは水道管がどうのこ

うのという話もしましたよね。水道管がおかしい

のかなと。それで、早急にやらなきゃいけないと、

こういうことを言って、幾ら廃止するにしたって、

その辺は今すぐ手を打たなきゃだめじゃないです

か。 

○子ども課長 

 早急にという表現がちょっとひとり歩きという

か、私どもの説明の仕方が非常に悪いかなという

ふうに思います。 



- 37 - 

 水道管の話を先ほど私がさせていただきました。

正直、非常に古い施設なものですから、漏水なん

かがあった場合に、どこが漏水しているのかわか

らない状況の中で縦断的に水道管を探っていきな

がら漏水箇所を見つけるというような状況の中で、

じゃ、また埋めてしまうよりは露出させたほうが

いいというような話の中でさせていただいたこと

もあります。 

 それから、施設については、耐震は済んでおり

ますので、一応耐震に対しては問題ありません。

ただ、施設が何しろ40年過ぎていますので、外、

屋根、いろんなところが非常に悪くなっている中

で、経過年数が多いということで、早く建て直し

たほうがいいという意味で答弁させていただいて

いるということで、よろしくお願いします。 

○中島委員 

 それは、どこの園でもペンキを塗ったり、いろ

んなことをやらなきゃいけない話であって、建て

かえなきゃならない理由にそれを出してくるのも、

それも卑怯ですよ。水道管も実際、漏水しちゃっ

て、そうやって困って、手繰って手繰って、どこ

で穴があいているかわからないという経験をされ

たという意味ですか。それで、直ったんですか。

だったらいいじゃないですか。直さなきゃだめで

すよ、そういう場合は。あと２年もあるんだから。

３年か。３年あるんだから。だから、早急に修理

しなきゃならないことがあったら、それはそれで

ちゃんとやってくださいよ。今回の議案とは関係

ない。すぐそれはやらなきゃ。やらないでずっと

我慢するという意味じゃないでしょうね、まさか。

それはちゃんとやってくださいよ。そういうこと

をいろいろ並べて、廃止しなきゃならない理由の

中にどんどん押し込んでくるというのはやめてく

ださいよ。もっと政策的に大きな立場での保育園

があるべき姿を探そうとしているときに。みんな

のうちだって40年たっていたって、ちゃんと手直

しして住んでいるでしょう。本当に、40年たった

らひっくり返っちゃうというような脅迫的な話で

進めていくのだけはやめてくださいよ。住民の説

明もそうですよ。あなたたち、そういったスタン

ス。ちょっといいです。答弁も要りませんけれど

も、そういうことも含めて対応が全く不十分だし、

説明も、この議会に対してもまだ果たされていな

いと。こんなの賛否をとれないですよね。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第５号について、挙手により採択します。 

 議案第５号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第５号 知立

市立保育所条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第６号 知立市基金条例の一部を改正する

条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 基金そのものについては、これから計画的な事

業推進という一般論から言っても必要ではないか

という、私もそういう立場で前の議会でも質問さ

せていただいたわけでありますけれども、本会議

の中で、部長が簡単に給食センターを売って基金

に積みたいと、こういう形で答弁をされたことに

ついては、これもまた早計ではないかと。やはり、

もちろん基金を積んでいくということについては、

じゃ、どこからその財源をということはあります

けれども、ちゃんとそういった資金についても合

意を経た中でやっていくということが当然であり

まして、議会の中でもこの問題については質問が

複数の議員からされているわけでして、それをと

いうような、私は財源の持っていき方について、
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今、セットでこれを提案されているようなことで

は困ると。それは決定事項としてセットで提案し

ているかのように見えました。私はそれはそれで

別の議論をするべきだと思いますが、その点、ど

うですか。 

○福祉子ども部長 

 本会議の中でも御質問いただきました。この保

育整備基金は、先ほどから議論していただいた保

育所整備計画を着実に実施していくための基金と

いうことであります。そうした中での12月議会等

でもございました、市としては、普通財産につい

ては売却の方向という方針のもとに、私のほうの

事業課としては、普通財の売り払いの収入を基金

のほうに積み立てをしていただきたいという要望

の中で、今の計画としてはそのようにお願いして

おるということでございます。 

○中島委員 

 具体的に給食センターを売るという形での提案

なんですか。そのことを言っているんですよ。要

らない土地は売っていきましょうと、あそこなら

売ってもいいじゃないかと、具体的にそんな提案

を共産党もしていますよね。あそこはいいんじゃ

ないかということなんですけれども、問題の多い

ところについて、この基金を進める上でのそれが

財源ですといって示されて、それとセットでこれ

を通してくださいという姿勢はいけませんよとい

うことを言ったんです。それ、一応撤回してくだ

さいよ。一般論として、普通財産の売り払いも中

にはいると思いますけれども、給食センターを売

り払うなどというまくら言葉をつけたわけです、

あなたは本会議で。売りたい、売りたいという話

は何回も出ましたけれども、それはよしとはでき

ないという、こういうことがありますので、そこ

のところについてはセットでこの基金条例なんだ

と、そんな拘束されるものはないんじゃないんで

すか、基金というのは。 

○清水副市長 

 今回、児童福祉施設の充実、将来の整備計画、

そういったものをしっかりやらせていただきたい、

そのための財源を確保していきたいということの

中でやらせていただきます。 

 一つの考え方として、本会議でも、私、申し上

げましたかもしれません。各年度の決算状況の中

で、それが一定の額が基金に積み立てられればい

いわけです。 

 もう一点は、先ほど部長が申し上げましたけれ

ども、そういった現在の普通財産、そういったも

のも新たな投資、資産に振り向けるということで

は、そういった基金の財源としても、普通財産の

売却収益、処分収益というのは、基金の財源にな

るというふうに私どもも考えております。 

○中島委員 

 一般論はそれでいいと思うんですよ。それだけ

の提案ですね。じゃ、給食センターを売ってとい

う本会議の答弁はおかしいですよと言っているん

です。そこまでのセットは、また違う議決の問題

じゃないですか、いろんな予算の段階での。 

○清水副市長 

 先ほど申し上げましたように、普通財産の売り

払い収入、これも今回のお願いしています基金の

積み立てる財源で考えていきたいというふうに思

っておりますが、それを処分するがための今回の

基金の設立の提案ではないということは、これは

はっきり申し上げておきます。先ほど来、保育所

整備計画の中でも申し上げましたけれども、そう

いった計画をきちっと進めていくということ、ま

た、子どもプランにございます児童センター、こ

ういったものもまだまだ目鼻が立っていない段階

でございますので、そういった基金の積み立ての

状況も勘案しながら、今後、具体的をしていきた

い、そういった思いでございます。 

○中島委員 

 児童福祉全般について整備するために使う基金

だということは本会議でもありましたよね。保育

だけでなく、児童センターもそうなんだと。そう

いうような児童福祉法にかかわるものという、こ

ういう一連の話はあったので、その範囲でいいわ

けですけれども、ただ、今言ったのは、何回も言

いますけれども、二つの積み立ての方法があると。

決算で出た黒字について繰越金等が出た場合には、
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その一部を基金にすると。もう一つは、普通財産

を売り払った場合もそれを基金にすることもある

という一般論で受けとめて、私は、給食センター、

今一番焦眉の課題ということになって、あなたた

ちは考えているんじゃないかと思いますけれども、

でも、それを認めるという意味でこの基金の設立

を私は認めるものじゃないよということを言いた

いわけですよ。それはいいですね。ここの今回の

審議の中身じゃないですよね。 

○清水副市長 

 これは、尐し、後々誤解というようなことにな

ったらいけませんので申しますけれども、今回基

金を創設させていただく提案と、さっき御質問者

がおっしゃるように、旧の給食センターの跡地を

売るがための理由としてこういう基金をお願いし

ているものではありません。ただ、そういったも

のも普通財産として今管理をさせていただいてお

りますので、そういったものもそういう処分の収

益も基金の積み立ての財源にはなるということを

申し上げていることでございます。 

○中島委員 

 何で本会議の答弁を撤回されないんですか。給

食センターを売ってと明確に言っているんですよ。

その一部に入る、普通財産ですから、給食センタ

ーは、跡地は。それはあるんですよ。あるんです

けど、あれを売ってという答弁の仕方は間違いだ

と私は言っているんです。踏み込み過ぎです、そ

こは。ここの基金条例の目的は、児童福祉法に基

づく施設を整備するために基金をつくりますよと

いう、こういうことであって、その方法は、今後、

受け皿、お財布ができたらどのお金を入れていこ

うかということにはなっていくわけですけれども、

それはわかるんですよ、当然。 

○清水副市長 

 内部の打ち合わせとか、そういう中で、部長も

一緒にしているわけですけれども、今回の基金を

つくるのは、先ほど申し上げましたように、保育

所整備計画を進めることと、ほかにも児童センタ

ーなどの施設をしっかり整備するということでの、

それを実現するために基金を設けるということで

すが、その積み立てる財源として、先ほど申し上

げた各年度における決算の状況を見ての一般財源

で積むものと、それから、普通財産を売り払って

の生まれた収入、これも財源の一部だということ

であります。 

 その中で、旧の学校給食センターの用地も当然、

これがきょうのあしたということではありません

けれども、私どものほうとしてはそれを処分した

いというふうに以前から申し上げております。で

すから、そういったものを処分した場合には、そ

の財源は、今回の基金に充当させていただきたい

というふうに考えておるところでございます。 

○中島委員 

 あくまでも一般論ということではなく、給食セ

ンターを前提に売り払ったら入れるんだというこ

とを何回も言ってみえるということなんですね。

給食センターを早く売りたいということを今説明

されていると。財源不足の折ということですけれ

ども、今回の想定は、それに一番焦点が当たって

いると、こういうことですか。これを当てている

と、焦点を。基金をつくって普通財産を売り払う、

その第一候補は給食センター跡地であるというふ

うに焦点を当てているということですか。 

○福祉子ども部長 

 私としては、本会議でもお話しさせていただき

ましたが、給食センターの跡地の売却収入につい

て充てていただけるというふうに、私としては思

っております。 

○中島委員 

 私は、一般論で基金の積み立てということで、

もちろんお金がなきゃ貯金通帳を開設しても意味

がないといえば意味がないわけですけれども、給

食センターはまだいろいろ議論をしてからやらな

ければだめだということを言っておきます。 

 ほかにもアピタの横の駐車場がありますよね。

それから、官舎の跡地もありますよね、警察の官

舎ね。あそこは売ってもいいんじゃないんですか

とか、いろいろ言っていますよ。給食センターの

跡地そのものについては、大変大きなものなので、

もう尐し跡地利用については検討すべきだという
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ことを共産党としては提案をしております。です

から、そこのところにすぽっと当てて、これをや

るんだと、で、基金なんだという、こういう形で

強調されますと、私、賛成できなくなっちゃう。

そういう問題じゃないでしょう。そこのところは、

やっぱり基金をつくることについて、それを前提

だなんて言ったらだめですよ。どうですか。 

○福祉子ども部長 

 私がそれの事務の所管ではないですが、そうい

った方向ということになれば、また議会のほうで

御議論いただく案件だろうというふうに思ってお

ります。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第６号について、挙手により採決します。 

 議案第６号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第６号 知立

市基金条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時04分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時16分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第７号 知立市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 今回は、国民健康保険税の値上げということで、

繰り入れもたくさんしていただきますが、値上げ

もするという、これもセットで提案がされている

内容です。 

 それで、本会議でも数字的なこともいろいろ聞

かれたわけですけれども、影響額について本会議

ではちょっと質問のなかったところを聞きたいと

思うんですけれども、基礎課税額、後期高齢者支

援等の課税額、そして、介護納付金の課税額、３

種類、ア、イ、ウとあるわけですね。それぞれの

全体の影響額、まずわかりますか。 

 それで、もう尐し言うならば、それぞれの変更

のあったところの影響額。たくさんあるんですね、

これは。これは資料に出ていなかったので、ここ

まであったらよかったなと思うんですが、聞かな

くちゃならないことになりました。 

 所得割が上がる、資産割、そして均等割、ずっ

と上がっている。本会議では、軽減についての質

問だったわけで、そういう一般的な全体的な影響

額について改めて明らかにしていただきたいと思

います。 

○国保医療課長 

 全体の影響額ということでございますが、医療

分としまして7,320万6,000円、後期高齢者の支援

金分としまして1,816万9,000円、介護納付金につ

きましては697万5,000円でございます。これは、

一般分、退職分を含めてということでございます。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時21分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時23分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 

 失礼しました。 

 先ほど申し上げました金額は調停額でありまし

て、収納率を見込んだ額で申し上げますと、医療

分で6,491万2,000円、支援金分として1,681万

2,000円、介護分として614万8,000円、合計で
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8,787万2,000円ということでございます。 

 限度額の世帯でございますが、現行で積算した

場合は、医療分として236世帯が改定案では232世

帯で、４世帯減になります。 

 後期高齢者支援金の課税額では、現行で計算し

た場合は230世帯が、改定案で計算した場合だと

207世帯に、23世帯減尐します。 

 介護納付金の課税額としましては、現行額で計

算した場合だと104世帯が、改定案で計算した場

合だと121世帯で、17世帯増になります。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 調停額と、それから収納の見込み額ということ

で、二つ、先ほど数字が結果的に並んだわけです

が、収納率は何パーと見たんですか。 

○国保医療課長 

 収納率につきましては、平成21年度決算額を見

込んでおりまして、トータルで87.7％を見込んで

おります。 

○中島委員 

 予算のシミュレーションのところで、増額分と

出ている8,787万2,000円は、87.7％の収入見込み

ということでの数字であるということが今説明さ

れたわけですね。 

 課税限度額で、そこでストップしちゃうよとい

う人の人数が、先ほど言われたストップする人数。

だから、今、例えば医療分で言いますと、236が

232になるよと。４人減るということですね。４

人がもう尐しだから増税になるということか。４

人が頭打ちが外れて増税になった分の中に４人入

るということで、その方たちは47万ぎりぎりだっ

た人が50万まで行く可能性が出たという、こうい

うことですね。そういう人たちが今言われた数字

で出たと。 

 そうすると、課税限度額で影響する額は、計算

をすればすぐ出るわけですが、すぐ書いてありま

す。課税限度額が上がることによって、幾ら。計

算しなきゃいけないのかな。 

 介護納付金の場合は10万円で変わらないわけで

すけれども、これは人数は変わると。先ほど言わ

れた。そういうことも含めてこれはありますよね、

当然、収入が変わるもんね。だけど、同じ収入の

ところで試算しないと、それはちょっと見えてこ

ないですよね。同じ収入、一定の時期の同じ収入

で、限度額が変わるとこう変わるというふうに比

較しないと、だって、介護納付金は全然変わらな

いのに対象者が変わるということは普通あり得な

いものね。いう想定で比較しないと、本当の比較

にはならないと思うんですけど、どういう比較で

すか、今のは。 

○国保医療課長 

 介護納付金につきましては、改定後の率で計算

した場合に10万円を超える世帯ということでござ

いますので、税率が改定になるという見込みで計

算してあります。 

 限度額のみの改定による増収見込みにつきまし

ては、医療分として667万8,000円、高齢者の支援

金分としまして213万2,000円でございます。これ

によって、もし限度額だけを変えるということに

なりますと、限度の超過世帯は、医療分で211世

帯、後期高齢者の支援金分として198世帯、介護

納付金につきましては、先ほども申し上げました

ように、税率が変えた場合で、限度額の世帯がふ

えるということでございますので、限度額改定に

よる影響はないということでございます。 

○中島委員 

 限度額が変わって比較的というか、高額の方た

ちがこの限度額の影響の恩恵がちょっと外れると

いうことで、金額的なものが今出たと。今、全体

が苦しい中でそういう措置をとらなきゃならない

という側面、弱者救済と、高額な方にはもう尐し

負担してくださいよというスタンスをとったのか

なというふうに思いますが、法律で限度額が決め

られておりますけれども、法律との関係でこの数

字はどうなんですか。 

○国保医療課長 

 現在の政令で、限度額という金額につきまして

は、平成22年度の分としまして、医療分で50万円、

後期高齢者の支援金分として13万円、介護納付金

としまして10万円、合計で73万円でございます。 
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○中島委員 

 法律の目いっぱいの限度額まで引き上げたとい

うことですね。目いっぱい。かつては尐し抑えよ

うということでやっていたけど、もうここは、上

のほうの人は目いっぱいもらっちゃおうと。下の

ほうの人も大変なので、それはというような仕組

みになったなという感じがするんですけれども、

それを含めて全体の見直しの配慮というのはどう

いうふうにされたのかと。税率を決めたり、いろ

いろ細かくしていく上で、配慮というものをどう

いうふうにしたのか伺います。 

○国保医療課長 

 配慮という点でございますが、平成23年度の予

算編成の段階で、御説明しましたように、約３億

1,800万円ほどの歳入不足が見込まれました。そ

の段階で基金の残額は約2,000万円ほどでござい

ました。それで、この不足分をすべて税で改定、

賄おうということでありますと、試算した結果、

全体で約30％のほどの増税をお願いすると、税率

改定をお願いするという形になりましたので、財

政、企画等も含めまして内部で話し合いをした段

階で、資料にもありますように、赤字補てんとし

て平成22年度に比べまして約１億1,000万円ほど

でどうかというお話がありましたが、それでも、

試算した結果、23％ほどの税率改定を上げないと

財源が賄えないということになりました。という

結果が出ましたので、再度、財政及び企画との調

整をしまして、あと、税率の上昇率につきまして

は、被保険者の方の状況を考え、ある程度抑えた

いということもありましたので、現在の率という

ことで、さらに約１億2,600万円ほど繰り入れを

ふやしていただくという形で算定した結果、平均

で7.36％の上昇でおさまったということでござい

ます。 

 なお、これにつきましては、医療費の上昇等も

勘案して計算して、この状況で、この率でお願い

したいということでございます。 

○中島委員 

 全体の資料の中の説明をしてもらった感じにな

ったんですが、私が聞いたのは、限度額をこうし

たとか、所得割をこう上げてきたとか、細かくや

りましたよね。ここの中でどういう配慮がなされ

たのかと聞いたんです。全体ではこのぐらい大体

保険料を上げようかということをもし想定された

として、どこに配慮をしたものになったのかなと。

弱者配慮になったのか、中間配慮なのか、高額配

慮なのか、そういう点ですよね。 

 今、国会のほうでも、大変、国民健康保険の問

題は日本全国の大問題で、とりわけ現在は失業者

のふえた状況というのが国保の中で言われている

んですね。高齢者ということじゃなくて、若い人

の失業者がふえて国保が払えないとか、いろんな

上で大変だと。だから、弱者対策というのはとっ

ていかなきゃならないといって、国会でも答弁を

厚労大臣がしているわけですね。そういう意味で、

当市の場合は、その辺がどういう配慮で、それぞ

れの税率を決めたり限度額を決めたりしたのかと

いう、このポイントを聞いているんです。 

○保険健康部長 

 今回の見直しでございますけれども、国保の被

保険者というのが、非常に所得の尐ない世帯が多

いという特質があります。それは、会社だとか、

職がなくなった人たちが必ず最後に入る保険だと

いうこともあるわけですけれども、そういった国

保の被保険者の特質に今回は注目をしたといいま

すか、ちょっと配慮をいたしまして、保険原理で

いきますと、国保税、料、税の負担が最大の負担

になるわけですけれども、それだけ負担をお願い

しますと、非常に支払うことが難しくなってしま

うということで、今回は、なるべく皆さん方に支

払っていただきやすいような率の設定をするため

に、いろいろ何回も何回もシミュレーションをや

りまして、最終的に、ただいま課長が申し上げま

したように、率がおさまったわけですけれども、

最大の配慮といいますと、そういった国保の被保

険者に対する、とりわけ低所得の方に対する配慮

というのを今回はさせていただいたというのが大

きな中身だというふうに思っております。 

○中島委員 

 低所得の方たちに配慮した中身だと。この間、
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７割、５割、２割の減額の方たちの影響額をずら

っと答弁をされておりましたよね。７割、５割、

２割という段階でいいますと、７割の方だけでト

ータルでどれだけのアップになるとか、そういう

ことをちょっと改めて聞いてもいいでしょうか。

今の低所得の方たちが配慮された改定だというこ

とで、アップ率が下のほうの人たちが低いよとい

うことを今言われたような気がするんですが、具

体的にどうですか。 

○国保医療課長 

 アップ率と申し上げますと、65歳以上で、平均

収入が120万円の方の場合ですと。 

○中島委員 

 全体ではないの。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時40分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時42分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 

 申しわけございません、時間をおとらせしまし

て。 

 減額世帯だけで影響額というのは、ちょっと申

しわけありません、出しておりませんでしたので、

失礼します。 

 均等割の上昇率ということで申し上げますと、

医療分で7.89％、支援金分で116％、介護納付金

分で106.67％。以上です。 

 平等割で、医療分で108％、支援金分で120％、

介護納付金分で111.43％というふうな上昇率にな

っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 全体のアップ率が今回は７％ちょっとですよね。

本当に全体のアップ率が。そうやって見ると、尐

ないんですか、これ、アップ率が。6.7というの

は低い数字だけど、111.43、11％ですよね。120

というのは20％ということだね、アップ率が。そ

ういうことですか。120％というのは20％アップ

という意味ですよね。アップ。 

 ずっと今、数字が出ましたけれども、平均の数

字が7.何％なんですけれども、それと比べると、

均等割の介護納付金の関係が6.7なので、それは

尐し低いですけれども、全体でいいますと、7.

数％のアップ率よりもアップ率は今、全部高かっ

たということじゃないんですか。 

○国保医療課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 アップ率は、全体よりもここのほうが高いとい

うことは、弱者に配慮したということになるんで

すか。ちょっと矛盾した感じですけれども、その

辺、何かからくりがあるんでしょうか。アップ率

は高いけれども、軽くなる。そんなばかなね。 

○保険健康部長 

 全体のそれぞれの率等では、今申し上げました

ように、上昇があるわけですけれども、私が申し

上げましたのは、課税額全体で今回配慮させてい

ただいたということですので、その中で、応能割

と応益割というのが国保にはあるわけですので、

応能、応益のバランスというのもあわせて考えま

した結果、応益割、いわゆる均等割と平等割、こ

れは皆さん方どなたにも負担をしていただく分で

すけれども、それを本来であればもっと上がるも

のを下げたということで、低所得者の方にも配慮

したということでありますので、その証といたし

まして、一般会計からの繰入金を非常にたくさん

お願いしたということですので。 

○中島委員 

 そうしたら、応能、応益が何対何が何対何に変

わったんですか。その辺もあわせて言ってくださ

るといいですね、答弁としては。 

○国保医療課長 

 平成22年度で比較申し上げますと、医療分で応

能割が53.62から改定後は57.86。応益割合が平成

22年度では46.38が改定後では42.14。支援金分が、

応能割合が平成22年度が52.48、改定後では53.48。

応益割合が平成22年度では47.52、改定後では
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46.57。介護分としまして、応能割合が41.19、改

定後が53.28。応益割合が平成22年度では58.81が

46.72というふうに応益割合のほうが下がってお

ります。 

 以上です。 

○中島委員 

 応益というのは、だれもがという受けるほうの

益ということになるわけで、均等割、平等割と。

応益を今回は下げた、上がったところもあるけれ

ども、全体としては応益を下げたということです

ね。そこのところが弱者に配慮したよと。それは

その数字であればそういうことになりますね、一

応ね。アップ率の点ではちょっと矛盾がありまし

たけれども、絶対額として、所得割だとか資産割

とかあるなしのことで、その辺の率を変えてきた

ということですね。 

 これは、今、それこそ７割、５割、２割減額と

いうことの中で、そういった昔は縛りがあって大

変でしたけれども、今は独自にやれるということ

なんですね、つまりね。前はだめだったもんね。

応益をもっとふやさないと６割、５割、２割は認

めないと。６割、４割だよという、こういう制度

が長く続いて大変でしたけれども、今は自由裁量

でこれが図れると、こういう認識でいいですね。 

○国保医療課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 こうやってやっていただいて、なおかつ上げな

きゃならないということに対して、繰り入れもあ

るわけですけれども、現実には上がってくるとい

う中で、平均的な金額も出ましたけれども、本会

議でも、収納率は平成21年度決算に合わせてやっ

たと先ほど答弁があって、今、また状況がこうな

っている中で、その収納率でいいのかということ

が一つ問題になってきますよね、収納率が。 

 もう一つは、医療費の伸びをどう見るかという

ことで、これも計算ががらっと変わってくる。出

ると入るはこれしかないもんね。医者にかかった、

そして、保険料でお金を払う、そういう関係なの

で、医療費をどのように見込むかという、ここの

ところがどんな議論がなされたのか、これは経年

的に言うと３％ぐらいかなとか、いろいろ議論が

ありましたけれども、その辺、昨今の実績と、今

回の試算の中での医療費のアップ率をどう見たか

と、ここのところが検証されなければならないと

思いますが。 

○国保医療課長 

 医療費の総額の上昇率につきましては、今年度

11月診療までの分につきましては、前年度比約

５％ほど、１件当たりで５％ほど伸びております

が、今回、税の算定に用いましたものは、４％ア

ップということでございますので、若干厳しいも

のがあるのかなというふうに思っております。 

 が、それと、収納率につきましては、２月末現

在で、全体で申し上げますと、現年分でございま

すが、約２％強上昇しておりますので、前年度比

較、その収納率を維持するのは、若干上がってお

りますので難しい部分があるのかもしれませんが、

平成21年度決算よりも、今現在では平成22年度に

つきましては収納率がアップしているという状況

でございます。 

○中島委員 

 今、大変な取り立てが厳しくなっておりまして、

差し押さえという中で、ぼーんと、義務といえば

義務なんだけど、激しくやっていますので、それ

も限度があるだろうなというふうに見ております。

押さえてもちょっと返すとか、生活費までという

わけにはいかないのでとか、いろんなやりとりが

窓口では税務課のほうであります。そういうこと

が今後も厳しくやられていくとアップ率が出てく

るだろうなとは思いますけれども、国会のやりと

りで、それこそ厚労省が言っているんですよね。

社会福祉の一部ですから、社会保障、この場面で

差し押さえとか、そういう事態は免れたいという

ような、そういうことを言って、弱者対策をやら

なきゃいけないと、こういう流れでそのことにも

厚労大臣が触れたということなんですが、取り立

ては税務課のほうですのであれなんですけれども、

相当差し押さえによってこれはアップしたという

ものもひょっとしてあるんじゃないですか。 
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○国保医療課長 

 差し押さえによってアップしたのかどうかとい

うのは、ちょっと申しわけありませんが、わかり

ません。先ほど申し上げました数字につきまして

は、現年度分のものでございますので、滞納繰り

越し分については、収納率につきましては、若干

下がっているか、平成21年度と同等ぐらいという

ことでございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 出してもらわなきゃいけないんですけれども、

大変懐の寂しいところでの皆さんの支払い状況と

いうのがあるので難しいということで、これは本

当に出口も入り口もないぐらいの大変な問題なん

ですけど、資料の中で、繰入金と、それから各市

の保険税の一覧表が出ております。それで、知立

市は今度繰り入れをふやすということになると、

今回上げると２万4,225円という繰り入れになる

という、こういうことでいいですか、この資料は、

１人当たり。 

○国保医療課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 多尐誤差があるかなという感じがしたんですけ

ど、一応そういうことね。今回はこれだけを入れ

ると。 

 そして、これだけ入れて税がどうなったかとい

うのがまたここにありまして、全体で言いますと、

知立市は10万1,140円になりますよという数字が

この一覧表の中では出ている。これが24番目にな

りますよと。今までは46番と、市町村全体でね。

それが24番になりますよと、こういう数字が出て

おります。上がることは確実なんですね、これで

もね。 

 それで、この一覧表の中でいつも不思議だなと

思うのが、繰入金がゼロであっても保険税が安い

という市が幾つか見られますね。繰入金がゼロで

あっても保険税が安いという比較表です、これは。

見ると、それがわかります。常滑市とか、新城市、

このあたりなんかは、非常に尐ないものなんです

ね、これ。平成22年度も常滑もゼロなんですね。

ゼロなんだけど保険税は安いと。この辺が、これ

は41番ですけど、常滑は。ゼロで41という、さま

ざまな現象がここの中で見えてまいります。国保

運営協議会のほう、附帯決議じゃないが意見もあ

りますけれども、ここの辺のからくりを、医療費

を抑えるための別の努力があってこうなのか、ど

ういうことでこうなのかという、大変、七不思議

というか、そんな気がするんですけれども、その

あたりはどんなふうに思われますでしょうか。 

○保険健康部長 

 この資料では、確かに御指摘がありますように、

繰り入れがなしで、なおかつ税負担が尐ないとい

うことでありますので、ちょっとどういうことが

背景にあるのかなということは深くは探っており

ませんが、繰入金のカウントの仕方というか、そ

ういった統計資料の問題もあるかもしれませんの

で、一度こちらのところにお聞きして、参考にな

るようなことがあるようでしたら参考にさせてい

ただいて、国保基盤の安定につなげていきたいと

いうふうに思います。 

○中島委員 

 これ、よく出していただく資料なんですが、毎

回そうなんですね。新城ははっきり記憶に残って

いるんですけれども、毎回こういう資料。カウン

トの仕方が違うなら、当然どうしようもないわけ

ですね。その辺も含めて、保険基盤の安定という

ことで策があるのかということも含めて研究すべ

きだと思うんですね。 

 今後の附帯意見として出されている三つ。これ

については、具体的にどのように受けとめて、ど

んな策をとっていかれるのか伺います。附帯意見

の三つについての具体策。 

○国保医療課長 

 附帯意見につきましては、１番につきましては、

広報だよりを毎年折り込んでおりますが、それに

つきまして国保税の改定の経緯、必要性を十分に

説明させていただくということと、ホームページ

等に掲載させていただきたいと思います。 

 収納率の向上につきましては、口座振替等の受
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け付け等で口座振替等の推進等も図っていきたい

と思っております。 

 健康増進、医療費抑制のための保険制度の仕組

みの終始徹底ということでございますが。一般質

問の中にもありましたが、ジェネリック医薬品の

普及啓発。頻回受診、重複受診等への保健師の指

導。あと、レセプトの点検によりまして医療費の

抑制を図る。あと、保健事業の充実ということで、

特定健康診査の受診促進の取り組みをということ

でございますので、ことしも行いましたが、特定

健診の集団検診等も来年度も考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○中島委員 

 ジェネリックだとか重複受診、レセプト点検、

健診強化と。三つ目の問題については、具体的に

こういうお話がありました。 

 ジェネリックについても、薬局で私も、ジェネ

リックを選びますかという、こういう看板という

か、かけてある薬剤のところを見たことがあるん

ですね。でも、市内では余り見ないですね。名古

屋で私がかかるところは、こういう薬剤の窓口に

大きくジェネリックの宣伝が窓口のカウンターの

下にぼーんとしてあるんですよ。そこへ行って、

これにしてくださいというふうに言ってもらうん

ですけど、市内は余りこういうのは出ていないん

ですね。ああいう薬剤薬局のところへ行ってこう

いうものをぺたんと張ってもらえませんかという、

これについてはやったらいいと思うんですけど、

自分でカードを持っていってこうするというシス

テムが一応あるということで、国保のほうに置い

てあるということで、私、何回も行き来するけど、

そんなの見たことがなかったかなと思いました。

目につかない。特にもらった記憶もないんですが、

一応頭の中に入っているんですが、こういうのを

薬局のところでぺたっと張ってもらうようなお願

いをしてもいいと思うんですよ、広告のようなも

のを。それはぜひ簡単なことですから、お願いし

てみたらどうですか。 

○保険健康部長 

 一度、調剤薬局さんに、薬剤師会の機会があり

ましたら、そういったお話をさせていただきます。 

 ただ、院内処方の場合は、これはまた先生方の

お考え等々ありますので、もう尐し時間がかかる

かなと思います。調剤薬局さんにはお話を１回さ

せていただきます。 

○中島委員 

 これによってどのぐらい違ってくるというふう

に見ていらっしゃいますか。薬剤のお金ですね。 

○保険健康部長 

 今、調剤薬局での薬剤費というのは、医療費の

うちでそんなに多くは占めてはありませんので、

一番多いのは、やはり院内で処方される、そうい

ったものですので、その辺は、ちょっと私どもで

今の状態では把握ができませんので、国保連合会

のシステムを今、直しておりますので、その中で

入っているという話も聞きますので、それが出て

きてから、どういったことができるのかなという

ことを検討させていただきたいと思っております。 

○中島委員 

 できるところからということですが、もう一つ

言われた重複受診を、これについては具体的にど

んなふうに手だてがとれるのかなと。これは大事

だと思うんですよ、重複受診は。とても、周りを

見ていても見受けられる光景ですので、どんなふ

うに考えられますか。 

○国保医療課長 

 重複受診、頻回受診につきましては、現在、国

保連合会からいただいたデータをもとにしまして、

保健師が電話等で確認をして、御本人様の状況を

確認し、データ自体が、申しわけありませんが、

早くても２カ月後になってしまいますけれども、

それに基づいて本人様の状況をお聞きして、本人

様の状況をお聞きしながら指導を差し上げている

ところでございます。 

○中島委員 

 どなたが電話するんですって。国保連合会の職

員ですか。 

○国保医療課長 

 臨時の保健師の方にお願いをして、連絡をとっ

て指導をお願いしております。 
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○中島委員 

 国保の事務所の中に保健師さんの資格を持った

方が見えて、その方が国保連合会の資料に基づい

て本人に電話をするということをやってみえるん

だ。これ、相当やっているんですか。実績的には

どうですか。大分ある。およそでいいです。 

○国保医療課長 

 申しわけありません。たしか月に２回ですね。

時間も制限がありますので、１日当たり３件か４

件ということになっていると思います。 

○中島委員 

 専門の方が見えるんですか。その方は専門です

か。そうではない。１日３件だったら専門じゃな

いね。専門の方がおってもいいぐらいだね、こう

いう問題だとね。どうですか。 

○保険健康部長 

 国保としては、その保健師はそのために雇用し

ておりますので、そういった意味では専門という

ことになります。 

 ただ、件数が尐ないというのは、どうしても年

寄りの方が多いものですから、電話をするにして

も非常に電話が長くなったり、それから、中には

そんなことをなぜするんだとか、そういったトラ

ブルになりそうなこともあるものですから、時間

をかけながら丁寧にゆっくりやっておるというこ

とですので、件数をこなせるという、機械的にで

きるということではありませんので、どうしても

そういった件数になってしまいます。 

○中島委員 

 そのとおりでしょうね、きっとね。嫌みに聞こ

えますよね。だと思いますわ、確かに。だけど、

重複はねということをよく、生活保護の医療なん

かのときにも、それをちょっと気になって、職員

もちょっと言いますし、それから、私たちも直接

だったらそんなに変えなくてもいいんじゃないと、

治らない、治らないといって、あちこちあちこち

と言うから、じっくり話を聞いてきたほうがいい

よという話をするんだけど、やっぱりとても不安

であちこちかかりたくなるというのは実際あるも

のだから、上手に対応しながら、それも効果が上

がれば、一つは医療費の削減につながるのかなと、

こういうことですね。 

 で、健診と、あとは集団健診をさらにやってい

こうという方向が出されておりますが、これ、集

団検診をやってとても効果があったなというふう

に思われますか。 

○保険健康部長 

 当初、大変期待をしておったわけですけれども、

どうしても特定健診を受ける機会のない方に受け

ていただきたいということでしたんですが、初年

度はそういったことで、今年度やりましたが、23

年度、これが続きますと、集団が恒常化いたしま

すと、その中で、その時期に集団があるからとい

うことになってしまいますと、ちょっと私どもが

考えました効果とは違うものになってくるかなと

いうふうには思うわけですけれども、ただ、受診

し忘れた方ですとか、以前アンケートをやった場

合に、集団も、あるいは保健センターで、あるい

は土日でという方もおられたものですから、そう

いった方に対する要望におこたえするという意味

では効果があったかなと思っております。まだ最

終的な集計がでてきておりませんので、数字的な

ものは把握しておりませんけれども、ただ、機会

がふえたということでは、効果があったのかなと

いうふうには思っております。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時12分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時21分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 健診等を強化するとか、もろもろの政策の中で

医療費の削減を目指すという、こういうことでは

ありますけれども、全国的に見ますと、どこの自

治体でも収納率もこうなっているし、医療費もこ

うなっているみたいな、全体としての傾向は全国

共通の傾向があるということが国会の中では議論

されております。 
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 先ほど、平成21年度は87.7％という収納率と言

われましたよね。全国でも88、ちょっと時差があ

るかもわからないですけれども、平成21年度だと

思うんですけど、この間の国会でやりとりしてい

たので、88％ぐらいの収納率だと。これが1996年

ぐらいだと90％台なんですね、収納率が。がーっ

と下がってきたという傾向があります。その裏に

は保険税が上がったという、こういう関係と、両

方でこういうふうになってきたというか、こうい

うのが全国傾向であります。 

 国のほうの支援が、いつも言いますけれども、

どんどん減ってきたということで、そこのところ

の穴埋めに皆さんの苦しみがあると。繰り入れも

そうだし、保険税の値上げもそうだしということ

で、あるということなんですね。それこそ、もう

尐し前、85年ぐらいになると、50％ぐらいの国庫

支出金があったのが、ぐーっと下がって、今日、

全体としては25％ぐらいじゃないかというふうに

国会の数字では言われております。だから、当然

のことながら負担がふえて払えないという、こう

いうのが構造的につくられているなという、そん

な感じがするんですけれども、その点の見解はど

うですか。 

○保険健康部長 

 国保の被保険者の方々が、当初、国保ができた

当時は自営業者の方が入られる保険ということだ

ったろうと思うんですが、今現状は無職者の方も

結構おられる。非常に税負担の比較的能力が低い

方たちがたくさんおられるという、そういった保

険でありながら、医療費はやっぱり同じようにふ

えていくわけです。これも国民健康保険という保

険原理ですので、医療費のある部分は公費、国や

県が負担するわけですけれども、残りの分につい

ては保険料、税で賄えというのが保険の原則で、

現状、負担する人の能力と保険税というのがアン

バランスがまず一つあるということと、それから、

医療費がふえていくに伴って、国はいろいろと制

度改正をやってきまして、そのたびに国庫負担が

変わってきておる。いろいろ国保場合は、療養給

付費負担金というのは国の負担ですけれども、そ

の負担金を計算する中の算定の仕方も変えてきた

り、あるいは率を変えてきたりということがいろ

いろありまして、現在の34％というのに至ってお

るわけですけれども、このまま行きますと、国保

の基盤というのは非常に厳しいものがありまして、

現実に一般会計からの繰り入れで国保が息をつい

ているというのが実態なところもありますし、そ

れができないところは、繰り上げ充用をしまして、

翌年度の予算を先食いしてしまって、医療費に充

てるというようなことをやっているということで、

国はこういった事態を非常に重く見まして、国保

の低所得者対策をとるというふうに国保新聞には

書いてありましたので、これが今、後期高齢者医

療制度が国保に吸収をされるわけですけれども、

そういった中で、また医療制度改革がされる場合

には、そういったものが国保の低所得者対策とい

うものが国保に有利なように働いてくれるように

非常に期待はしているところでありますので、た

だ、国が非常にこの辺には関心を持ち始めたとい

うことが、私どもにとっては大変ありがたいこと

だというふうに思っております。 

○中島委員 

 低所得者対策というのは、国会でも強調してみ

えた問題ですけれども、それがどう具体的になる

のかということは見えていないし、今言われた制

度改正、広域化という問題が出てくると。これに

ついては、愛知県のほうも指導というか、その辺

をやり始めていると聞いていますけれども、それ

についてはどういう内容なのか、この広域化につ

いてもう尐し、今回、陳情も出ていますけど、広

域化に反対してほしいという陳情も出ているんで

すね。後期高齢者医療制度がまずいじゃないかと

いうことをただすと言いつつ、本当にただされる

のか、全体としてよくなるのかというのが見えて

こないという問題とか、広域になったら繰入金な

んか各自治体がやれないじゃないかということで、

それが全部とっぱらわれてしまったら、もう数万

保険税が上がってしまうじゃないかとか、いろん

なことが言われていますよね。それをどのように、

今、改善される期待を持っているというふうに言
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われていますけれども、どんなふうに期待してい

るんですか。具体的にどんなふうな動きですか。 

○保険健康部長 

 期待をしていると申し上げましたのは、国保の

低所得者対策を地方と協議すると、そういったこ

とを国が動きを始めたということで、今の国保の

非常に厳しい状況を国が直視していただけるのか

なという意味で期待をしていると申し上げたわけ

でありまして、具体的に何かをするということで

は、まだそこまでのものではありません。 

 それで、広域化の問題ですけれども、平成22年

と平成23年で、言ってみますと、県からの技術的

な助言に近いような具体的な、今、委員さんがお

っしゃいました一般からの繰り入れについての規

制ですとか、そういったことはまだありません。

これからも課題だというふうに思うわけですけれ

ども、例えば事務の共同化をするとか、そういっ

たことなどの技術的な助言をしてくれるとか、今

はその範囲にとどまっておりますので、これから

具体的にその辺の中身が決まって、示されてくる

のかなというふうに思っております。 

○中島委員 

 事務の共同化ということの今は助言があると。

これは具体的にどんな準備とか、何かそんな話に

なっているんですか。 

○保険健康部長 

 まだ具体的な動きはありません。ただ、県がそ

ういったことをするということ、広域化計画の中

にそういったことが書いてあるということであり

ますので、そのために具体的に何かをするという

ことの提示はまだありません。 

○中島委員 

 広域化ということに関して、部長としては何が

問題だと思います。期待するところもあるかもし

れないけど、それは広域化への期待ということで

はないかもしれないね、今の答弁では。だけど、

広域化そのものについては、担当者として、どん

なような問題点があるのかと、その辺はどんな御

所見ですか。 

○保険健康部長 

 この広域化といいますのは、後期高齢者医療が

できたときの広域化と似たような内容になるのか

なと。事務の共通化につきましては、これは、例

えば印刷物が大量に発注できて単価が安くなると

か、そういった費用は尐なくなるんでしょうけれ

ども、これは直接医療費とは結びつかないもので

ありますので、一番の問題は医療費がどうなるか

ということです。あるとすれば、例えば職員が集

中的、集約的に事務ができるということの共通経

費の軽減、これも医療費には直接結びつかないも

のですので、今思いつきます広域化のメリットと

言いますと、医療費というのはそれぞれの市町村

で恐らく違うというふうに思っておりますので、

それを広域化で平準化がどれほどできるのかなと

いう、そういった思いはありますけれども、一方

では、高額共同事業の中の一つの支払いの方法と

して、人頭割で費用を負担するというところがあ

りますので、そういったものの広域化では、保険

者の負担が多尐影響するのかなという思いもあり

ますけれども、いずれにしましても、今の段階で

広域化のメリットというのはちょっと具体的には

私は思いつかないのが現状でございます。 

○中島委員 

 広域化のメリット、多尐事務が効率よくという

か、人間を減らしてやっていけば多尐なりともと

いうことはあるとは思いますけれども、医療費だ

とか真髄的な問題というところには、それは関係

ないというか、ほとんど金額的にもわずかなもの

だろうなということを思います。 

 今、メリットはないかなということですが、逆

にデメリットになっては困るなということで思っ

てみえることは何ですか。 

○保険健康部長 

 メリットにつきましては、先ほど申しましたよ

うに、今の段階では、医療費に関係してはちょっ

と思いつかないということですけど、逆にデメリ

ットにつきましても、医療費に関係しては余りこ

れもないのかな、今、思いつかないというのが現

状ですので、今後、どういった広域化がされるの

かということ、具体的に示された段階でどういう
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ふうになるのかということを考えなきゃいかんな

というふうに思っております。 

○中島委員 

 保険税がどうなっていくのか、それもメリット

があるのか、デメリットがあるのか、現にね。非

常に大きな格差がある。自治体によって格差があ

る。一覧表出ていますよね、保険税もね。そうい

うものの格差を一本にするということはどういう

ことなのという問題がありますよね。後期高齢の

ときにもごく一部安くなったという地域がありま

した。国保がすごい安い。名古屋がそうでした。

名古屋市は国保税が安かったので、後期高齢にな

ったらばーんと上がっちゃって悲鳴が上がったと

いうようなこともありましたよね。国保税につい

ては格差が出てくるんじゃないか。こういう医療

そのものでないところで住民が影響される問題と

しての問題点というのは、あなた自身がどう考え

ているのか、もう尐し論評をいただけます。 

○保険健康部長 

 統一をしますと、今の国保、料、税ともですけ

れども、賦課課税方式というのがそれぞれの保険

者でばらばらの方式がとられているわけですけれ

ども、それが統一化されますと、同じ方法で賦課

されるわけでして、今、御披瀝のありました名古

屋市の場合は、たしか県民税の所得割方式という

方式で、なおかつ２方式、均等割と所得割だった

と記憶しておりますけれども、そういった方式で

賦課がされておった料が、これが統一されたとき

には、ただし書きという方式に変えられて、所得

割と均等割は同じですけれども、それによって今

まで救われておった方がそうでなかったりといっ

た例もありましたので、それはどういった方法で、

どういった率で統一化されるかということがまだ

わかりませんが、多分ただし書きに統一されるの

かなというふうに思うわけですけれども、そうし

た場合に、愛知県じゅうの医療費を全部寄せて、

愛知県じゅうの被保で割って均等割を出すとか、

あるいは、所得を全部出して所得割で出すとか、

そういったいろんな方法があると思いますので、

プラスのところもマイナスのところも出てくるの

かなというふうに思っております。 

○中島委員 

 国保税はそういう方式もばらばらのものを統一

する段階で、プラスになるところ、マイナスにな

るところと、極端なところは大変な問題になると

いうような問題を抱えることになると思います。 

 それから、全県的な収納率も違うと、その格差

もあると。そういう問題。じゃ、これをどうする

のか。 

 それから、一般会計からの繰入金は一覧表にあ

るようにばらばらと。それで支えられて税がある

という関係があるでしょう。そういった問題につ

いてはどのように考えますか。 

○保険健康部長 

 今、これが統一化された場合には、今のそれぞ

れの保険者が独自にやっておることができなくな

るということになりますと、そこでプラスになる

のかマイナスになるのかということですけれども、

尐なくとも繰入金につきましては、これがもし仮

になくなるということになりますと、料、税の負

担はふえると思います。ただ、現実、今、保険料、

税だけで医療費を賄おうとしますと、非常に高い

負担を求めなければならなくなってしまうと思い

ます。その反対給付ではありませんが、その補て

んとして公費負担が相当入ってこないとかなりの

負担がふえてくると思いますので、そういったこ

とは実際できるのかなと、制度を一本化すること

によって負担がふえてしまうと、これはさきの後

期高齢のときに学習をしたことだろうと思います

ので、そこで公費負担の割合を改めて見直しをす

るとか、特例の措置をとるとか、そういったこと

で被保険者の負担には配慮をしていただけるので

はないかなと、そういうふうに思っております。 

○中島委員 

 配慮していただいて公費がたくさん入るならい

いけれども、今、なぜ広域化をやろうとしている

のかという背景を見ると、そういう温かい手が差

し伸べられるというようなことが十分に感じられ

ない。後期高齢者医療制度を合体させるという前

提、そこのところについては、尐し、国民の年齢
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で差別をするなというところについては、そこは

一応取り払おうという方向はありますけれども、

具体的にはそこで一つ見えない線がある。これか

らも引かれるというようなことですので、広域化

のメリットは本当に見えないというふうに私も思

います。 

 もう一つ心配なのは、各市でやっている健診事

業、健康づくり事業、これについても格差がある

と思うんですけれども。独自にやっているわけで

しょう、いろんなことを。こういったものも統一

化されちゃうということにならないですか。 

○保険健康部長 

 今、それぞれの保険者が保健事業でやっている

健診、あるいはドッグ、そういったものにつきま

しては、これが広域化された折には、そこで健診

事業としてやるのか、あるいは、従来のように市

町村の一般施策でやるのか、その辺の選択がある

かもわかりませんので、何とも言えないところで

すけれども、最終的には、国保というのは、医療

保険の最後、もうこれよりも後はないという保険

ですので、これが崩壊をしてしまいますと、市民

のみならず、国民の医療の保障というのが非常に

危なくなってしまいますので、そこまで国が国保

に関して厳しいことをするのかなということも一

方では考えられますし、現状の国の非常にこの危

機的な財政状況を見ますと、見直しをするところ

は見直しをするという、そういうスタンスの中で

国保についても、あるいは、今言われた国保の中

の保険事業についても、いろんな事業についても

見直しがされるかもしれませんが、ちょっとその

辺は、今、何とも申し上げられる状況ではありま

せんので、大変申しわけございません。 

○中島委員 

 広域化というのは、やっぱり尐しメリットがあ

るというふうにちょっと事務的なことで言われま

したけれども、結局のところは、全体で大きくし

て、お互いで面倒を見合いなさいよというような

感じになるという気がします。国が財源をもっと

出そうということなら、国庫負担をふやせばいい

ことであって、それはあくまでもやらないという

ことで、今、国保、ずっと国庫負担が下がってき

ているという現状がある中で、国の財政を大いに

出すために広域化をやるなんてとても考えられな

いんですね、これは。尐しでも国が軽くなるよう

に、大きなパイの中で助け合いなさいというよう

な流れだと私は思います。もしそうなってくると、

今、繰入金でどうのこうのと本当に苦労している

けれども、そういったものも吹っ飛んでしまうほ

どの問題も起こりかねないというふうに思うんで

すね。やはり、これは国への意見書を出してとい

う話ですけれども、こういった問題も出しながら、

市のほうはこんなに頑張っているんだけれども何

ともならんという、こういう問題については、国

庫負担をふやせということを当面の要求として国

に上げるべきだというふうに思いますが、市長、

その点はどうでしょうか。 

○林市長 

 国保会計の厳しさとか脆弱さというのは、私ど

もだけではなく全国的な問題でありまして、国庫

負担をふやしてくれという話は過去も市長会等で

お願いをさせていただいております。引き続きい

ろんな機会をとらえて訴えていきたいというふう

に思っております。 

○中島委員 

 最後にもう一つだけ。 

 今回は７％余の引き上げが行われるわけなんで

すけれども、これでとんとんだと、23年度の会計、

締めの段階でもというような方向のシミュレーシ

ョンが出されておりますよね。2,000万円の基金

も全部使ってしまうということですかね。その辺、

どういうふうか。基金の行方が、今、2,000万円

という在庫ですが、これはどういう行方になろう

としているのか。 

 やはり、大変重いということだけで見ると、こ

れ以上上げても収納率が下がったら同じことなの

で、それ以上上げちゃだめと。収納率が上がるよ

うな具体的な施策、医療費を下げる具体的な施策、

これこそ大事であって、来年また上げるというよ

うなことがないように、私はこれだけは確約して

もらいたいんですよ。続けて上げるなんてことは、
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やっぱり市民からは受け入れられない。崩壊につ

ながるというふうに思いますけれども、やりくり

が大変とは思いますけれども、その意気込みでい

かないと、毎回毎回、また、ごめんなさい、ごめ

んなさい、ごめんなさいというふうに言っていた

んじゃだめなので、もうやぐるってでも国庫負担

をとってくるか。そういうことでしょう。また３

億というふうな、やっぱりそこのところを国にも

つきつけてとってくると。来年引き続きまた値上

げだなんてことがないように全力をつくしてもら

いたいと。来年度は上げない、その決意を聞きた

いなと思いますが。 

○保険健康部長 

 私どものほうも、被保険者の皆さん方に負担を

お願いするというのは非常に心苦しいことであり

ますので、でき得れば税の改定というのは余りし

たくはないというのが本音ではあります。 

 ただ、今回の改定でも、ぎりぎりのところで一

般からの繰り入れをお願いしたような経緯もあり

ます。基金は2,000万円ということですが、平成

22年度の税と、それから医療費がどれぐらい余裕

がでるのかと、そういったこともありますので、

来年度、平成23年度の決算を見てからでないと、

その辺は何とも、まことに申しわけないことでは

ありますが、何とも申し上げられないことであり

ます。 

 最終的には、これは必ず医療費というのは請求

が来た分は払わなきゃいかんということがあるも

のですから、どこにも財源の補てんができない場

合は、最悪、また被保険者の皆さん方に御協力を

お願いすることもできてくるかもしれません。大

変申しわけございませんが、今はそういうことで

お許しいただきたいと思います。 

○中島委員 

 平成23年度決算を見てからということは、平成

24年の３月には上げられないということだね。 

○保険健康部長 

 ごめんなさい、平成22年の決算を見て、それか

ら平成23年の本算定と、それから支払い基金等へ

の支払額、もろもろのものを見まして、そのとき

にもう一回精査をさせていただきたいと思います。

ちょっとくどいようですけれども、必ずこれは払

わなきゃいかんものですので、その辺で我々ので

きる最大限の努力はさせていただきますが、今は

そういったことで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○中島委員 

 ことしつくったこういう計画なので、それがす

ぐ崩れちゃうというようなものであってはならな

いわけですよ。計画を運営協議会で練ってきて、

１年でこの計画が崩れたというのは、やはり市の

プライドにも大きな問題が生じるよ。幾ら請求さ

れたら出さなきゃいけないといったって、それは

責任を持ってやらなきゃいけないことであって、

私は来年度引き続き値上げということだけは絶対

避けてもらいたいなというふうに思います。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第７号について、挙手により採決します。 

 議案第７号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第７号 知立

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号 知立市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 出産育児一時金ということで、限定でやってき

たものが平成23年度以降も継続するというふうに
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書いてありますね。これは期限限定でなく継続す

るというふうに受け取ってよろしいですね。 

○国保医療課長 

 限定ではなくて、平成23年の４月１日からの出

産以降につきましてすべて該当するということで

ございます。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第８号について、挙手により採決します。 

 議案第８号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第８号 知立

市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号 知立市環境美化推進条例の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 お尋ねします。 

 知立市環境美化推進条例第２条の中に、公共の

場所等ということで、道路、公園、広場、河川、

池、沼というようなことがありますけれども、小

学校はこれはやはり当てはまらないのでしょうか。 

○環境課長 

 公共の場所ということには当たりますけれども、

小学校に関しましては、教育委員会でも管理して

おります。共同で対応していきたいと考えており

ます。 

○高木委員 

 共同でということは、この環境美化条例の中に

小学校も含まれるというふうに解釈してもよろし

いのでしょうか。 

○環境課長 

 今言われているのは、多分小学校の校庭のこと

を言われていると思うんですけれども、校庭に関

しましても、当然、教育委員会のほうでもお願い

することになると思いますけれども、うちのほう

の条例、公共の場所になりますので、該当すると

いうことでお願いします。 

○高木委員 

 夜、小学校の校庭内を散歩される方が多々見ら

れますので、この条例をぜひとも小学校にも当て

はめていただきたいなと思って質問させていただ

きました。 

 それから、粗大ごみに関しまして、知立市では

環境衛生の廃棄物の減量及び適正処理に関する条

例に粗大ごみなどが入っておりますが、この不法

投棄などは、この環境美化のほうには含まれてい

ないんですけれども、お考えではありませんでし

ょうか。 

○環境課長 

 今回の条例に関しましては、不法投棄に関して

は入っておりませんけれども、趣旨は同じです。

不法投棄に関しまして、今現在、予算の概要にも

ありますように、夜10時から朝４時まで、年間

180日パトロールを行っております。この不法投

棄に関しましても、件数が、パトロールをやって

いるにもかかわらず件数は減っておりません。で

すから、ポイ捨て、今度の環境推進美化条例には

入っておりませんけれども、罰則はこれもありま

す。同じように、これの取り締まりもしっかりや

っていきたいと思っております。不法投棄に関し

ましては、平成21年度で221件、それから平成22

年度、今現在、その他の不法投棄ですけれども、

179件、それから、家電５品目。例えばエアコン、

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、これに関

しましては、平成21年度で65件、平成22年度、今

現在52件の不法投棄があります。この不法投棄に

関しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律のほうで５年以下の懲役もしくは1,000万円以
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下の罰金という、こちらのほうの法律を優先させ

ていただいて、対応していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○高木委員 

 罰則はすごく厳しいですけれども、これから地

デジということで、今、とてもテレビを廃棄する

方が多いと思うんですけれども、その辺はよろし

くお願いしたいと思います。 

 済みません、次に、ホームページを見ましたら、

空き缶等散乱防止推進委員のことが載っておりま

して、市のホームページで11年、ことしの１月５

日付で募集50人程度となっておりましたけれども、

平成22年度31名ということで本会議のほうでお聞

きしましたが、現在のところ募集の方は何人ぐら

いおみえになりますか。 

○環境課長 

 環境美化推進員につきましては、１月から募集

を行いました。区長会等でも募集をしました。で

すけれども、あくまでもボランティアで行ってい

ただけるものですので、なかなか数的には去年と

変わらないような実数になっております。今の現

在ですと、確定はしておりませんけれども、去年

と同じ31人程度の状況です。10月に向かいまして、

また区長会等々にも話しまして、広報、それから

ホームページ等で尐しでも人数をふやしてたくさ

んの人になっていただきたいと思っております。

今回の募集の段階では昨年と同様の人数になって

おります。 

 以上です。 

○高木委員 

 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、このボ

ランティアさんなんですけれども、すばらしい人

たちだなと思うんですよ。本当にやりますと言っ

てくださるのか、それか、副区長、頼むとか、民

生委員さんとか、その方たちに頼まれるのか、実

際はどんなものなんでしょうか。31名の方たちは

本当に自分から進んでやりますと言われた方なの

か、その辺がちょっと聞きたかったんですけれど

も。 

○環境課長 

 ＮＰＯ法人の方もいらっしゃいます。それから、

率先してうちのほうに申し込んでいただいた方も

いらっしゃいます。うちのほうは、強制的に１週

間に１回見回ってくださいだとか、そういうこと

は言っておりません。やれるときに回っていただ

いて報告書を出してくださいという言い方をして

おります。あくまでもボランティアという形をと

っておりますので、報告書は出していただきます

けれども、強制的なことは言っておりません。例

えば駅前で啓発活動をやるときや何かには参加し

てくださいとか、そういうことはお願いしますけ

れども、１週間に１度必ず回れとか、そういうこ

とは言っておりませんので、あくまでもボランテ

ィアという形でお願いしております。 

 以上です。 

○水野委員長 

 高木委員に申し上げますが、質疑の際にははっ

きり聞いていただいて、地デジ化ととめてしまい

ますと議題外に及びますので、地デジ化でテレビ

が放置されるとか、そこまで答えていただきたい

と思います。お願いします。 

○川合委員 

 ちょっと関連することなので、尐し枠の広がっ

た質問になるかもしれませんが、以前、動物愛護

について、私、一般質問で質問させていただいた

ことがありまして、この定義の中に、動物愛護と

いうような文言であるとか、解説の中にやはり犬、

猫のことが入ってちょっと後で出てきますけど、

参照の中にもいろいろそういった動物のことが出

てくるわけでございますけれども、やはり環境を

考える上で、犬は通報すれば捕獲できますが、猫

はやはり難しいというようなことで、避妊虚勢の

ことについて、ここにはもちろん載っていないん

ですが、そういったことも環境に関して非常に関

連してくることだと思うんですが、その後、何か

検討をいただいたとか、そんなことがもしあれば

お聞かせください。 

○環境課長 

 今回の条例をつくる際に、前、質問のありまし
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た避妊に関しては検討しておりません、正直言い

まして。今回は、平成７年につくりました空き缶

防止条例の見直しというようなことを原点に行っ

ております。ですから、ポイ捨て禁止条例の見直

しということで、避妊に関しての補助金だとか助

成金、そういうようなことも御指摘いただきまし

たけれども、御意見いただきましたけれども、今

回の中では検討しておりません。申しわけありま

せん。よろしくお願いいたします。 

○川合委員 

 先日発行されました広報の中にも、今回、引き

取りが有料になるとか、それから、保護センター

に問い合わせて、対応ができないときは、ちょっ

と今覚えがないんですが、そういった場合の犬、

猫はどういうふうに今後処分されるか、ちょっと

お聞かせください。 

○環境課長 

 今まで１カ月に１度、市のほうで引き取りを行

っておりました。今回、有料化に伴って、市のほ

うの引き取りもなくなります。動物愛護センター

のほうに直接電話をかけてお願いをするというこ

とで、動物愛護の観点から、どうしてもあちらの

ほうで引き取っても殺処分になるケースが多いこ

とがあります。動物愛護の観点でなかなか殺処分

をしたくないということもありまして、厳しく今

度はお金もとるようになりました。捨てられる方

は、自分の飼っているものが持っていって、例え

ば、正直言って、自分は殺すところは見たくない

はずです。ですから、そういうところまで、しっ

かり最後まで動物はかわいがっていただきたいと

いうのが原則だということを私ども認識しており

ます。 

 ですから、捨て猫に関しての対応が今度どうな

るのかというのがまだはっきりしておりませんけ

れども、市のほうでは対応しなくて動物愛護セン

ターのほうで対応する形になりますので、御了承

のほどお願いいたします。 

○川合委員 

 そういうことだと思います。 

 実際のお話、家の中でちゃんと管理されている

場合はいいんですが、やはり野良化することもゼ

ロじゃないわけだし、野良化したら、そこからま

た非常にネズミ算式にふえてしまう可能性も多く

て、だけど、やはり野良にえさをやるのは無責任

な行為ですが、もしそういった助成があれば、避

妊虚勢を積極的にして、その個体１代で終わらせ

るというような考えの方も結構みえるんですよね。

地元でもそういうお話を聞くし、実際、そういっ

た状態の動物もいるわけです。 

 そこで、やはり、こういうものを整備されてい

く中では、やはりその辺のことはしっかりと含め

ていただきたいというような気がします。 

 以前、これも言いましたけど、愛護センターへ

行って一部始終を見てきましたので、やはりそう

いう権限も皆さんわかると、やはりこういうふう

になっていくかということを認識も変わるかと思

いますが、見た方もみえるかもしれませんが、や

はりそういう厳しい現実もあるし、そうやっても

らわれていってちゃんと飼われる動物もいるわけ

ですけれども、やはりいろんな環境で飼われてい

るもの、例えば家の中で飼っていても避妊虚勢が

してあれば外へ出ていても安心。外ででも、ある

程度地域でケアして、一生を終えてそれ以上には

ふえないというような、こういうことは非常にや

はり大事なことだと思いますので、つけ加えさせ

ていただいた質問とさせていただきます。 

 以上です。 

○中島委員 

 第10条の土地の管理というところで、具体的な

成果が上がるといいなと思っているわけなんです

けれども、いわゆるごみ屋敷のような状態の解決。

空き地の環境条例は住んでいる場合には対象には

全くならない。今回は、住んでいる方が自宅の敷

地内にごみを山ほど放置しているというようなこ

と、これは対象になっていくんだと思うんですが、

その辺、ちょっと具体的にお聞かせください。 

○環境課長 

 今回の新しい条例で、今言われたとおり、ごみ

屋敷に関して対応できるように条例を制定してお

ります。 



- 56 - 

 ですけれども、ごみ屋敷に関しましては指導、

勧告まで。やっぱり他人の土地になりますので、

命令だとか罰則には規定はありません。指導、勧

告はしていきたいと思っております。やっぱり本

人様が、言い方によれば、自分で集めて置いてあ

るんだという言い方をされる方もいらっしゃいま

す。これは有価物だと。そうした場合でも、他人

が見て、これが明らかに散乱しておるような状態

であれば、うちは指導、勧告まではやっていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 指導、勧告をどうやって具体的にやっていくの

かなと。ここにあるような紙に書いて、その方に

郵送するんですか。具体的にどのような指導にな

るのか教えてください。 

○環境課長 

 指導、勧告ですので、まず、指導。当然、口頭

で指導する形になります。 

 勧告になりますと、この規則のほうの様式第４

の文書を持って伺う形になると思います。 

 以上です。 

○中島委員 

 これだけで終わってしまうということでいうと、

今までも指導してみえるよね。何かこれがあるこ

とによって進展するというふうに思われますか。 

○環境課長 

 これに関しましては、今まででも警察と協力し

て対応している事例もあります。今回に関しまし

ては、この条例の中に新たにうたったということ

もありまして、市の責任も入ってくる。今までは

警察にお願いしておる部分が多かった状況です、

正直言いまして。ごみ屋敷に関しましては、警察

にお願いして、警察から言っていただく。今度は、

市と警察と協働して対応していきたいと、こうい

う形で考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 なかなか難しいかもしれませんけれども、市の

責任でやるというところが違うわけですね。これ

が、条例があることによって市の責任で行うとい

う、ここのところが根拠になるということですの

で、周りの方たちのいろんな迷惑というものにつ

いて解消されるといいなというふうに思います。

むやみやたらに中に入って、ずかずかと代執行す

るというわけにはいかないですものね。空き地の

いろんな問題は代執行というところまで踏み込み

ましたけれども、これについてはそれはできない

ので、より指導を強くできるというものだという

ふうに思っておきます。 

 それから、先ほどもありました推進員さんがい

つ回ってもいいよ、散歩、朝やるとき、夕方やる

とき、お買い物のとき、そんなときもきょろきょ

ろと見回って、何かあったら報告してくださいと。

これ、月１回出すんでしたか。 

○環境課長 

 月１度の報告をいただいております。会議があ

るときにまとめて出される方もいますけれども、

基本的に月１度の報告です。 

 それで、推進員さん、確かに人数が必要だと思

いますけれども、苦情というのは一般市民の方か

らでも、例えば犬のふんを一つ例に挙げてみます

と、ふん害のプレートだけでも今年度で言います

と160枚ぐらい。要は、例えばそういう犬のふん

でも個人の敷地においては自己防衛してください

ということを言いますけれども、そういうことも

ありまして、当然、薬を買ってきて置いたり、う

ちのプレートを持っていって張りつけたりという

ような対応策をとられております。うちは、個人

の敷地まではなかなか踏み込めませんので、御本

人さんにお願いしております。 

 それから、先ほど言いました不法投棄にしても

ポイ捨てにしても、そういうものがあれば当然苦

情が出てきます。そうしたときに、うちのほうは

現場を行って確認をとるようなことはやっており

ますので、推進員さんだけが現場確認をして連絡

が入るということはうちでは思っておりません。

いろんな方からの連絡に対応していきますので、

ただ、推進員さんはそれなりの活動、啓発活動だ

とか、一緒に活動していただいて、この機運を盛



- 57 - 

り上げるにはたくさんの人数がいたほうがいいと

思いますし、それから、尐しでも見つけたときに

は連絡していただくような形で人数も多ければ多

いほうがいいと私どもも思っておりますけれども、

これから人数をふやしていくように、10月までに

向かって対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 見つけたらということだけど、今、目の前で犬

がふんをして、その方が行ってしまったという場

合、１カ月に１回の報告書に書いて出せばいいと、

推進員さんは。空き缶も同じですわね。ぽーんと

ほかって、あっ、行っちゃったと。これ、どうす

るんですか。 

○環境課長 

 今、現在、報告書のやり方をしておりますけれ

ども、当然、今後に関しましては、すぐ連絡をい

ただいて対応するような、電話連絡でも何でもい

いものですから、その状況をですね。 

 ただ、この条例の中で一番大きな問題点という

のは、例えば捨てた人が自分で認めなければいけ

ないというのがありますので、これが現行犯だと

か、それから、その人がおれは捨てていないと言

われたら、この条例自体が成り立たないことにな

りますので、それを確認がとれなければいけない

というのが１点あります。ですから、１回だけの、

例えば捨ててその場で行った場合には、なかなか

つかまえることはできないということだけは、こ

の条例にのっとった指導、勧告等はできない。で

すから、同じ人が同じ場所で同じように何遍かや

っていかないと、これはなかなか。だから、犬の

ふんだとか、そういうのは結構同じ場所でやられ

る方がいらっしゃいますので対応できると思いま

すけれども、ポイ捨てというのは、非常に場所が

変わっていった場合に、現行犯というのがありま

すので非常に難しいところがあるということだけ

は事実です。 

 以上です。 

○中島委員 

 これは実効を上げるのは大変厳しいと。追いか

けていってけんかになって、例えば推進員さんが

殴られちゃったとか、そういうことも考えられる

ので、そういう意味では過度な後追いをやめるほ

うがいいと思いますし、これはあくまでも精神条

例的なことで、こういう罰則規定もできましたよ

と。ＰＲして、こんな罰則規定、みんな困るから

罰則規定が一応できましたという看板を出すこと

だけが重要かなという感じもしないでもないです

ね。実行を上げてトラブルになってもいけないで

すね。だって、後を追っていってその人のうちま

で行って、表札を見て書いてくるなんて、そんな

ことまでやっていたら、市民同士がいがみ合うこ

とになりますから、地域で散歩すると思いますか

らね。だから、精神条例かなというふうに思いま

す。 

 推進員さんは散歩しながら見てくるんだけど、

缶とかを拾ってくるというのも推進員さんが仕事

としているんですか。ごみもついでに、ふんも片

づけようと、こういうボランティアでしょうか。 

○環境課長 

 環境課のほうの指導といたしましては、拾って

くださいということは強制はしておりません。自

主的に拾ってこられる方もいらっしゃいます。で

すから、ごみ袋をください、私は拾ってきますと

いう推進員もいますし、ただ、落ちているものが

ありますよという報告をしてくる推進員さんもい

ます。ごみ拾いじゃないという言い方もされます

ので、ごみ拾いだったらほかの人でもできるとい

う方もいらっしゃいますので、強制はしておりま

せん。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 議案第９号について、挙手により採決します。 

 議案第９号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第９号 知立

市環境美化推進条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 議案第15号 愛知県後期高齢者医療広域連合を

組織する地方公共団体の数の減尐及び愛知県後期

高齢者医療広域連合規約の変更についての件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第15号について、挙手により採決します。 

 議案第15号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第15号 愛知

県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団

体の数の減尐及び愛知県後期高齢者医療広域連合

規約の変更についての件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 議案第19号 平成22年度知立市一般会計補正予

算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 補正予算51ページで、在宅寝たきり高齢者等介

護人手当が65％も減額されております。その内容

について伺います。 

○長寿介護課長 

 この在宅寝たきり高齢者等介護人手当支給につ

いてでございますが、当初予算を編成するときに、

この要綱では要介護４、５の方を介護している人

に１カ月3,000円手当を支給するものであります

が、当初予算を計上させていただくときに、要介

護４、５の方の人数を確認しまして、施設入所、

それから入院の方々を除きまして80％の方を当初

予算として計上させていただいたわけですけれど

も、この手当支給につきましては、所得制限等々

もございまして、平成22年度の段階別の人数を見

たところ、８段階、９段階の方々が50名ほどみえ

ました。それで、私どもが４月に４、５の入院、

施設入所以外の方にこの制度についてお知らせを

させていただき申請をしていただく形をとった結

果、該当する方が当初の見込みより尐なくて、今

回補正減をさせていただくものでございます。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時19分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時40分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 説明はわかりました。 

 対象者については一応100％届いたということ

でよろしいんですか。 

○長寿介護課長 

 対象者の方にはすべて通知を差し上げるととも

に、知立市内の各事業所のケアマネジャーさんに

も制度の創設をお伝えさせていただきまして、自

分が担当している方々に勧奨していただくように

申し伝えてありますので、この制度についてはそ

れぞれの対象者の方には届いていると思っており

ます。 

○中島委員 

 ちなみにこれ、3,000円でぽーんと割れば人数

ということになるのかどうかわからないんですけ

れども、ちょっとそのあたり、中身も教えてくだ

さい。 

○長寿介護課長 
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 ことし、平成22年度の当初予算を計上するとき

におきまして、要介護４、５の方が283名みえま

した。そして、施設入所の方が136名、それを差

し引きますと147名の方が対象になる方々でござ

います。 

 その方々については、入院してみえる方もおれ

ば、先ほど申しましたように、所得制限もありま

すので、所得の多い方が外れてしまうというよう

なこともありまして、こういう形で当初見込んで

いたものが課題であったのかなというような形で

補正を。 

○中島委員 

 何人。 

○長寿介護課長 

 支給人員が８月に38人、12月に46人。 

 もう一つ、済みません。更新申請をされた方々

におきましては、認定書を送るときに、そのとき

に案内もさせていただいております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 ８月と12月で支給ということをやったんですか、

これは。ちょっとわかりにくいです。延べで大体

どうなったかということで簡単に言ってくれたほ

うがわかりやすいんだけど。 

○長寿介護課長 

 この手当につきましては、４月、８月、12月の

３期に分けてそれぞれ支給をするようになってお

ります。それで、対象の方につきまして、４月に

支払いをした方が38名、12月に支払いをした方が

46名でございます。 

○中島委員 

 全体としては35％程度の支給総額になったとい

うことで、弱者救済でいいと思うんですよ。所得

制限はあっても。そういう意味では、もと5,000

円の支給ということでやってきたんですね。これ

だけで済むんだったら5,000円ということも考え

てもいいんじゃないかということを私はこの数字

を見て思ったんですけれども、どうでしょう。 

○長寿介護課長 

 今、中島委員おっしゃるように、従来ではその

ような形で支給されていたと思いますが、この介

護保険が創設されて、こういった寝たきり高齢者

の方に手当を支給する形になったときに、平成22

年度から創設させていただいたものなんですが、

知立市においては3,000円ということで決めさせ

ていただきました。ここら辺の金額におきまして

は、近隣の市も参考にしながら今後、検討させて

いただきたいと思っております。 

○中島委員 

 今後の検討ということでやってください。 

 それから、ごみ処理費、61ページで委託料等が

入札結果の関係でずっと減額になっているんだろ

うと思いますけれども、入札の状況、平成21年度

決算のときにちょっと指摘をさせていただきまし

て、平成22年度についても同じような方法でやら

れた結果なのか、そのあたり、落札率、これで見

れば相当高いわけですけれども、内容をお示しく

ださい。 

○環境課長 

 平成22年度の清掃事業の委託業務入札結果とい

うことで、前回言われました知立衛生に関しまし

て、ちょっと言わせていただきます。 

 不燃ごみ収集運搬委託業務、設計額3,627万

2,520円、契約額3,591万円、99.0％で、応札回数

は３回です。 

 それから、資源ごみ収集運搬委託業務、設計額

5,186万2,650円で、契約額が5,185万9,500円。こ

れは99.99％です。 

 それから、可燃ごみ収集運搬委託業務は、設計

額9,433万4,100円に対しまして、入札額が9,433

万2,000円、約100％です。今、先ほどのやつは３

回です。可燃ごみは３回、応札回数は。 

 それから、プラスチック製容器包装ごみ収集運

搬委託業務に関しましては、設計額3,456万1,800

円で、応札は１回です。契約額3,421万5,300円で、

99.0％。 

 し尿収集委託業務に関しましては、設計額

3,384万2,550円で、応札は１回、3,350万3,400円

で契約しております。99.0％です。 

 それから、警告ごみ収集運搬委託業務に関しま
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しては、設計額352万1,700円で、契約額が348万

6,000円、98.9％です。 

 平成22年度、これが１社随契による入札の関係

です。 

 以上です。 

○中島委員 

 相当高い率でだーっとありまして、だから不用

額はわずかという。この三角の数字が予算書と比

べますとわずかという実態です。１社随契と。こ

れはやっぱり環境課が独自で随契の形、平成21年

度と同じようにやったということですか。 

○環境課長 

 当初予算と比較した場合に関しましては、設計

額で非常に落としておりますので、予算の残額は

たくさんの執行残があって、マイナスで今回補正

させていただいております。 

 それから、契約に関しましては、総務課のほう

で、昨年度もですけれども、環境課ではやってお

りません。総務課のほうでやっております。 

 以上です。 

○中島委員 

 総務課のほうで１社随契と。去年の議会とは違

う答弁。いいんですよ、総務課のほうがいいんで

すよ。担当課でやっちゃいけないよということだ

けど、去年の議会ではそのような話がありました

よね。 

○環境課長 

 委員会の席で言ったときにどういう形でやった

かということで、入札事項調書というのがインタ

ーネットの中に載っていないという話でしたもの

ですから、確認をとったんですけれども、３月の

入札自体がすべてあのときに載っていなかったと

いうことで、すべて契約は総務課のほうでやって

おりました。 

○中島委員 

 契約そのものは総務課でやったと。今回もやっ

たと、総務課で。随契でやったけど、99.99なん

ていう数字やら、100パーが出たりとか、こうい

うことですよね。これについては市長も検討する

という話があって、去年の９月議会のときにはそ

ういう話がありまして、この実態というのはもっ

と前の段階ですかね、契約したのは。だと思いま

すけれども、だから、これも受けて、新年度の予

算のほうでは対応を当然変えてくるだろうと思い

ますけれども、その点は、この経験を踏まえてど

ういう検討がなされたのか教えてください。 

○環境課長 

 前回の委員会のときに、知立市の一般廃棄物収

集運搬許可業者に関しまして、これは平成22年の

４月21日現在ですけれども、17社が登録されてお

ります。17社登録されておりますけれども、この

中でこの業務のできる車を所有している業者とい

うのは知立衛生１社ということで、平成23年度も、

車等で契約ができるものに関しましては１社随契

から指名競争入札に変えておりますけれども、今

言いました中身、今回、予算を組み替えましたけ

れども、し尿の収集と可燃の収集と、それから平

成23年度予算でいいますと、資源、不燃の収集に

関しましては、知立衛生１社の随契という形でや

らせていただく予定になっております。 

 以上です。 

○中島委員 

 車所有の関係でできるものとできないものがあ

るということは、当面わかります、当面はね。で、

できるものは何なんですか。今、できないものを

言われたんですか。不燃と資源。 

○環境課長 

 平成23年度で指名に変えるのは、粗大ごみの収

集と、それから、動物死体収集のこの二つに関し

ましては指名競争入札のほうに変更させておりま

す。 

○中島委員 

 大きい流れは変わらないという、こういうこと

ですね。 

 現在は１社随契でやっていますから、登録され

る方はいないんですよね。登録される方自身がい

ないということじゃないかと思うんですよ。です

から、入札をやります、指名願いをどうぞと、こ

ういうアピールをすれば、そういった形のものが

応札の準備をされるのではないかということを思
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いますけれども、その辺のお考えはないんですか。 

○環境課長 

 一般廃棄物の収集運搬許可業者というのは、う

ちのほうに申請していただいて許可を出しておる

んですけれども、今言われたのは、うちが指名を

やりますということを例えば言った場合に、ほか

の業者が入ってくるかという話だと思うんですけ

れども、その辺のことは私ども、実際やっており

ませんので、どうなるか結果はわかりませんけれ

ども、一般廃棄物の収集に関しまして、調べたと

ころ、県内、ほとんど一社随契というのが現状で

ございます。指名はないというのに等しいという

のが現状の状況です。 

 だから、例えばうちがやると言った場合に、ほ

かの業者が入ってくるかというのは、ちょっと定

かではありません。 

 以上です。 

○中島委員 

 それはちょっと検討してもらったほうがいいん

じゃないですかね。業者同士で割り振りをしてい

るということがひょっとしたらあるのかもしれな

いんですけど、よその市でいろいろ動いている車

もありますけれども、そういうところが、じゃ、

知立市のほうでもやってみようかなというふうで

出てくる可能性もあるし、二つコースを分けてや

ってもいいし、その辺は検討しないと、市長が大

変意気込んで、昨年の９月決算のときには、これ

は入札という方向を考えなきゃまずいというふう

に答弁をされましたので、それが全く見えない形

になっているということですが、市長、どうです

か。 

○林市長 

 あの議会のときから内部で検討をしてもらって、

今回二つの案件でありますけれども、指名競争入

札ということでさせてもらうわけであります。あ

とのものについては、やはりトラックの話であり

ますとか、なかなか限度があるということであり

ますけれども、さらにもう一度検討はしていただ

こうかなというふうに思っております。 

○中島委員 

 検討してみてください。これ、長年の課題とい

うことでありますので、ぜひというふうにお願い

いたします。 

 それから、ひとり暮らしの方の行方がわからな

いという、高齢者の所在不明という問題、お正月

に最後、確認できるだろうと、暮れに、年末にと

いうようなことがありましたので、その報告を受

けておきたいと思いますが。所在不明という方が

みんな健在であったのか、居場所が確定できたの

か。 

○市民課長 

 平成22年度は住民基本台帳の実態調査を12月か

ら１月にかけて行わせていただきました。その中

で18名の方が所在がわからないということでお話

がございました。 

 その中で、私のほう、いろいろ自宅に行ったり、

また、住民基本台帳の関係で所得だとか何かを調

べたりすることもできますので、その関係でいろ

いろ見させていただきました。そうしたら、５名

の方が実は所在がわかりました。その方につきま

しては、住民票の移動を、実際住んでみえるとこ

ろに移動してくださいということでお話をさせて

いただきましたら、５名の方はわかりました。そ

れで、市外転出をされたということになっており

ます。 

 それで、あと13名の方につきましては、どうし

ても行方がわかりませんので、その方につきまし

ては、３月７日時点で職権消除をさせていただい

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 職権消除ということで、不明の問題も片をつけ

る形になるわけですね、結局ね。そこのおうちに

もいないと、住所のところにもいないと。家族、

縁者がいないと。探した中でいないという、こう

いうことですよね。 

○市民課長 

 私のほう、１月の終わりぐらいに実際に自宅に

行きました。これは、夜間６時過ぎから７時か８

時くらいにかけて行かせていただきました。どう
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してもその所在がわかりません。それで、そこに

住んでみえる方だとか何かに聞いたときに、聞い

たことがないだとか、そういうことがありました

ので、この方たちにつきましては、あと、手紙が

届いたりなんかする可能性がございますので、そ

れで、私のほうは、３月７日時点で職権消除をさ

せていただくということになっております。 

○中島委員 

 訪問したけれども、そこにみえる方がそんな人

はここにいないというふうに明言をされた。ここ

にはもう全然そんな人はいませんよと。随分前か

らいないよと、知らないというふうに言われた。 

○市民課長 

 私のほう、調査票だとか、そういったものの中

で、まず、実態調査というのは、一応、手紙をま

ず御本人さんのほうに本人限定通知、それを12月

の終わりぐらいに出させていただいております。

本人がみえれば、その手紙を受け取られるという、

そういう仕組みになっております。例えば、知立

市以外におみえになって、郵便局にこちらのほう

に手紙を届けてくださいよということの限定につ

きましても、本人限定通知を出せばその方のとこ

ろに行きますので、まず、それを最初させていた

だきました。 

 その後、戻ってこない方、要するに手紙が戻っ

てくるということはいないということですので、

その方につきまして、私のほうは、１月14日から

19日にかけて自宅のほうにお伺いをいたしました。

２人体制で、その方だとか、近くの方だとか、そ

れからアパートの管理人さんに聞いたり、そうい

うことをして、どうしてもみえない方につきまし

て、再度、私のほうは、御本人さんあてに手紙を

出させてもらっております。こういうふうで職権

消除をしますよという。その後も、どうしてもま

た戻ってきますので、そうした方につきましては、

今、先ほど言ったように、３月７日時点で職権消

除をさせていただいております。 

 以上です。 

○中島委員 

 そういう不明の方がどっさりたまらないように、

それこそ日々これからはそういうものがないかど

うか目を向けてやっていってください。 

 ひとり暮らしですと、亡くなっていてわからな

いというようなこともあったりすると大変ですか

ら、生活保護の関係でひとり暮らしで亡くなって

いたというようなケースがこの間あったというふ

うに思うんですけれども、実態は。 

○福祉課長 

 生活保護に関しましては、一応、各訪問等をや

らせていただいているわけなんですが、やはりそ

の中で亡くなっているという方、実際は発生して

いるわけなんですが、ちょっと今、件数的に何人

というのはつかんでいないですが、やはりここ最

近、ちょっと立て続けにそういった方が出ており

ます。やはりその方は高齢者の方で、やはりちょ

っと体の不自由な方という方が多いわけなんです

が、そういうので、最近顔を見ないということで、

確認しにいくと、亡くなっていたというのもあり

ますので、そういったことで、今後、そういう方

については、なるべくケースワーカーのほうで、

なるべく訪問等をさせていただくということでや

やらせていただくつもりでいます。 

○中島委員 

 訪問がなかなかできないということもあってな

のか、毎月取りにいらっしゃる方で取りに来なか

ったと。代理の人が取りにきて持っていったとい

うことで、本人の確認はその際にはしないという

ことがありましたよね。 

 やっぱり、本人に渡す、代理人に渡すというの

は、そこに来れないということは病気だというこ

としかないわけでしょう、もしそうであれば。だ

たら、直接行って、顔を見て渡してくるというこ

とでなければおかしいわけで、代理人がそのお金

をどうしたのか、責任もないわけですよね。だか

ら、それはちょっと私は納得できない事例だとい

うふうに思っております。 

 訪問ができないということもあるんですが、で

も、その方の場合は、来てもらって渡すというル

ールになっていた。やっぱりいろいろ、ちょっと

した何かある人には、なるべく来てもらって顔を
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見て渡すという。来なかったら訪問するというこ

とがすぐできるわけなので、そういう対応をふや

したほうがいいんじゃないかと。来てもらうとい

うことも混雑するから全部振り込みにしちゃうと

いうような感じでやっていますけれども、やはり

来てもらって渡すということのほうがいいのでは

ないかというふうに思います。 

 亡くなっていたということもだいぶたってから

わかったということになって、大変問題だという

ふうに思います。その点はどんなふうに今後対応

されるのか伺います。 

○福祉課長 

 今現在、窓口、手渡しという方につきましては、

本来、実態、なかなか生活の実態がわからないと

いう方について来ていただいてということで、就

労活動とか、そういったある程度毎月そういった

報告のある方については、口座のほうを使わせて

いただいているというのが現状であります。 

 今、中島委員の言われたように、ここ最近そう

いうことで亡くなられた方がいるということで、

うちのほうもなるべくそういう方については所在

等を明らかにしてということで頻繁に気をつけて

いる形ではいるんですが、どうしてもそういった

ちょっと安心したようなところもあったのかもし

れません。 

 それで、今後につきましては、やはりそういっ

た方については、なるべくそういったことで、窓

口に来ていただくなり、こちらから訪問していく。 

 ただ、扶助費につきましては、本来国のほうか

らケースワーカーがお金をいじってはいけないと

いう、いろんな事件があってそういったことにな

っておりますので、その辺が若干ちょっとネック

にはあるんですが、やはりそういうこともネック

ではありますが、一応そういったことでなるべく

窓口に来ていただいて受け取っていただくなり、

そうでなければうちのほうが訪問して確認すると

いう形でやっていきたいと思っております。 

○中島委員 

 大変な仕事ではありますけれども、それも訪問

活動の一環ということで、どうしてもお金を運ぶ

場合には、臨時の方も一緒についていってもらっ

て渡してくるとかね。１人でやるとそのお金がど

こかに消えるといけないという事件ですよね。い

うことなので、それはやり方があると思いますの

で、やっていただきたいというふうに思います。 

 それから、予防費、59ページのヒブワクチン等

のほうの対応なんですけれども、新たな情報とい

うのは全く出てこないということなのかどうか。

新たな情報。死亡者が出ましたが、それが一体何

だったのかというまんま過ぎていますよね。不明

というふうになっていまして、不明というのは、

そのままになったらずっと不明ということなのか、

調査中なのか、わからないまま打てなくなってい

るという問題がありますので、その点を解明して

ください。 

○健康増進課長 

 ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンにつき

まして、同時接種をされた方が今現在６名死亡が

出ております。国のほうも３月８日に専門家によ

って検討会を開きましたけれども、まだまだ調査、

検討に値するような証拠というのか、いろんな材

料がそろっていない状況の中で即座に判断するの

は難しいと。 

 ただ、今までの状況からすると、因果関係はほ

とんどないようには見えるけれども、それをまた

立証するのも難しいというところで、今現在も接

種一時見合わせという段階で、それを今後、さら

に材料をそろえて検討会議をいつ開くかについて

もまだはっきり国のほうは示しておりませんので、

まだしばらくこの一時見合わせが続くのではない

かなというふうに思っております。 

○中島委員 

 ヒブと肺炎のワクチンについては、全員が同時

接種という形をとるということなんですかね。同

時接種。これは３種混合というのがありますよね。

あれは同じ注射器で中に入ってやっちゃいますけ

ど、これはどういう形で同時接種なんですか。 

○健康増進課長 

 亡くなられた６人の方の状況を見ますと、肺炎

球菌とヒブワクチンを同時に打たれた方が６人の
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うち３名ですね。そのうち、３種混合もあわせて

打たれたのが２名の方。６名のうちあと２名の方

がヒブとＢＣＧ、もう一人の方がヒブと三種混合

というぐあいで、あと、もう一人の方が肺炎球菌

と三種混合、こういう形で、何らか同時接種、ヒ

ブと肺炎球菌に限らず、ほかのものと同時に打っ

て死亡に至っている。これがこのワクチンによる

ものかどうかはまだわかっていないという状況で

す。 

○中島委員 

 説明はありがたいんですが、ヒブと肺炎球菌の

ワクチンというのは、一般的にお医者さんに行っ

たら両方一緒に打つのかということを。 

○健康増進課長 

 それぞれその辺、同時に打つかどうかは医師の

判断でやっていただいておりまして、同時にやっ

て、多くやっていただいている医療機関もあれば、

うちは同時接種は遠慮したいというところで、

別々で打っておられる医療機関も中にはあります。 

○中島委員 

 そうすると、同時をやめてヒブワクチンだけを

まず打ってもらうという方法だっていいわけでし

ょう。それも今は一時見合わせと、全部ね。同時

接種が理由かどうかはっきりしないということか

ら、全面一時見合わせということなんですね。ち

ょっと理解しがたいところもありますけれども、

今までせっかく接種に補助が出てということにな

ったんですが、今までの事故というのはあったん

ですかね。聞いていないけど、あったんですかね、

やっぱり。 

○健康増進課長 

 世界各国でこの肺炎球菌、ヒブワクチンについ

てはもう以前から接種されておりまして、卸売り

業者に聞けば、そんなことは世界各国の中で死亡

事例が出たのはなかったというところで、なぜ日

本だけが一気にこれだけ死亡事例が出たのかちょ

っとわからないところにあるということでした。 

○中島委員 

 そういうふうに聞いていますよね。今回はまだ

定期接種化されていないわけで、因果関係がもし

はっきりした場合には、といっても、ヒブの場合

は定期接種じゃないので、国の責任補償問題はな

いと。ＢＣＧと一緒に打ったり、三種混合と一緒

に打っている。ここの部分については、定期接種

ならその補償対象になるという、基本的にはそう

いうことですか。 

○健康増進課長 

 そうですね。定期接種については国が責任を持

ってやられるわけですけれども、任意接種のほう

での因果関係なのか、定期接種のほうでの因果関

係なのかがわからない状態ですので、どちらが責

任を持つかはちょっとわからないのではないかな

と思います。 

○中島委員 

 わかりました。そういうことでしょうね。 

 定期接種化というのはそういう意味があると。

何かのときにはやっぱり補償問題が出てくるとき

に安心だということで、今回こういうことになれ

ば、定期接種化もちょっと躊躇する可能性がある

わけですけど、もしこれが問題だったとなれば。

しかし、そうでなければ、定期接種というのはや

はり意義があるというふうに改めて感じておりま

す。 

 問い合わせがいろいろ来るし、またホームペー

ジも第２弾が載っていましたけど、まだ依然とと

いうことで載っていましたけど、若い方たちはよ

く見ると思いますから、ホームページは、だから

しっかり情報を流してあげていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○杉山委員 

 私も、59ページの子宮頸がん等ワクチンの接種

事業に関しまして、今、中島委員が聞かれた点に

ついては重複しますので質問は避けますが、この

件に関しましては、大変親御さんに関しては本当

にいたたまれない思いだというふうに思います。 

 しかし、今、またこのワクチン接種に関しては、

風評とか、そういった形で接種事業がおくれをと

ってはいけないとも思います。 

 そういった中で、今回、知立市は、対象も国と
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あわせて、対象年齢等が決められているわけです

けれども、これは当然ずれてくるわけですけれど

も、その辺の対応についてはいかがでしょうか。 

○健康増進課長 

 肺炎球菌とヒブワクチンにつきましては、一時

見合わせになっておりますけれども、これが年齢

が延びる云々については、まず、基本的には５歳

未満の方がかかる病気になるかと思いますので、

それが年齢が上がるとは思えないと思います。 

 子宮頸がんワクチンにつきましては、現在、中

学１年から高校１年生までをやっておるわけです

けれども、御承知のように、ワクチンが不足しま

して、２月中に１回でも打った方でなければ、３

月以降２回、３回が打てないという状況に現在、

ワクチン不足でなっております。 

 そういうことで、高校１年生の方が３月中１回

も打てない状況がここで生まれてくるかと思いま

す。それで、国のほうもそういうことではちょっ

とまずいというところで、３月７日付で通知が出

まして、高校１年生の方については、３月中に１

回も打てなくても４月以降当分の間について接種

した場合については助成の対象としてもいいとい

うことになっておりますので、これの当分の間と

いうのがいつまでなのかはちょっとまだはっきり

していない状況にはありますけれども、そういう

状況です。 

○杉山委員 

 ありがとうございました。 

 やはり不足分でこういった事態になっていると

いうことで、当然、ずれてきた方に関してはそう

いった補償があっていいかなというふうに思いま

す。 

 ある程度の期間という点も、また明確になった

ら教えていただきたいなというふうに思います。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第19号について、挙手により採決します。 

 議案第19号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第19号 平成

22年度知立市一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第20号 平成22年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第20号について、挙手により採決します。 

 議案第20号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第20号 平成

22年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第22号 平成22年度知立市老人保健特別会

計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第22号について、挙手により採決します。 

 議案第22号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第22号 平成

22年度知立市老人保健特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第23号 平成22年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第23号について、挙手により採決します。 

 議案第23号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第23号 平成

22年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第24号 平成22年度知立市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第24号について、挙手により採決します。 

 議案第24号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第24号 平成

22年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第26号 平成23年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉原委員 

 それでは、議案第26号、平成23年度の知立市一

般会計予算に関して１点だけお尋ねをさせていた

だきたいと思います。 

 予算説明書の119ページ上段をごらんいただき

たいと思います。 

 介護基盤緊急整備事業の中の539万1,000円とあ

りますけれども、この件に関して、まずどういっ

たことをやられるか御披瀝いただきたいと思いま

す。 

○長寿介護課長 

 説明をさせていただきます。 

 これは、平成21年に消防法の改正に伴いまして、

グループホームにスプリンクラーを設置するよう

義務づけられました。私ども知立市の中でまだス

プリンクラーを設置していない施設がながしのの

里にワンユニット９人定員のところが２棟ござい

まして、そのグループホームにスプリンクラーを

設置するものでございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございました。 

 消防法が変更になったということで、２棟、な

がしのの里にスプリンクラーをつけられたという

ことですが、ほかの介護施設に関しては大丈夫で

あるかどうかということを御確認させてもらいた
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いんですが。 

○長寿介護課長 

 今、杉原委員おっしゃいましたように、知立市

内には特別養護老人ホームが２施設、それから介

護老人保健施設が１施設、そこにつきましては、

従前の法律により既に設置する義務がございます

ので、もう既に設置済みでございます。 

 以上でございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 ということは、全部終わっているということで

よろしいわけですね。ありがとうございます。 

 介護施設ということで、今、長寿介護課の山口

課長のほうからお話があったように、ヴィラトピ

ア、山屋敷と、ほほえみの里と知立の老人保健施

設のというところがあるわけですけれども、３施

設、今、関連事項の中で規模、何床あられて、待

機者に関して、それだけじゃ今までの中でも足り

ないというところがあったわけですけれども、ど

んな状況になっているか御披瀝いただきたいと思

います。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後６時25分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時26分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○長寿介護課長 

 まず、知立市内のヴィラトピア知立でございま

すが、定員80名に対しまして、平成23年２月末日

現在で208名の待機者の方がございます。 

 ほほえみの里につきましては、定員70名につき

まして待機者が248名の方が待機してみえます。 

 知立老人保健施設につきましては、定員95名の

ところを５名の方が待機してみえます。 

 以上です。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 なぜこの件に関してお尋ねをさせていただいた

かと申し上げますと、介護基盤整備計画というこ

との中で、平成22年において、以前、ヴィラトピ

アが予算をつけられて、いろいろ事情があって今

回下げられたといったようなことがあったわけで

すけれども、今現状の中で、今のお話を聞くだけ

でも、足し算をするだけでも500近く待機者の方

がおみえになるという、知立市の中であるわけで

すけれども、それから数カ月、約１年ぐらいたっ

ているかと思うんですけれども、今現状の中で、

そのような小規模特養のところの中でまだ補助金

に関しても県のほうは生きていると思うんですよ

ね。今現状の動きの中というのはあるかどうかを

課長のほうからちょっと御披瀝いただきたいと思

いますが。 

○長寿介護課長 

 今、杉原委員おっしゃいましたとおり、御案内

のように、平成22年度、平成23年度におきまして、

ヴィラトピアが小規模特養を建設する予定で進め

ていただいておりました。しかし、土地の確保が

できないということで、一時中断という形になっ

ていたわけなんですが、そのヴィラトピアにおき

ましては、その後、土地が確保できまして、その

小規模特養を建設できるような条件が整ったとい

うことで、地域密着型サービス事業者審査協議書

ということで、平成23年１月31日付で私どものほ

うに提出がありました。それを受けまして、地域

密着型の施設におきましては、知立市が指定する

ということになってございますので、平成23年２

月25日に地域密着型サービス運営委員会を開催さ

せていただき、厚生労働省の示す人員の配置基準

だとか、それから建設基準等々の規定をかんがみ

まして、また、県からの指導も受けまして、知立

市としましては内定ということでヴィラトピアに

通知を出してございます。今のところはそこまで

でございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 ヴィラトピアのほうが、今、長寿介護課長の御

報告によると、小規模特養に関してはそういった

申請が出されているといった状況を今聞き取れた
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と思うんですけれども、もしわかれば、場所がど

こら辺の地域を今選定されていて、規模、あと、

完成時期に関してどうか。あとは、県の補助金に

関しては間に合うのかどうか等に関して、ちょっ

と御披瀝いただきたいと思うんですが。 

○長寿介護課長 

 まず、場所でございますが、土地の所在地で申

しますと、知立市牛田町コネハサマ34番１、同38

番５。場所におきましては、松並木を出雲殿から

牛田のほうに向かっていただきまして、竜北中学

校のほうへ曲がっていただきまして、三河線の踏

み切りを越えて、もう尐し北進していただきます

と、逢妻苑に入っていく道があると思いますが、

そこの逢妻苑に入っていく道の角にお店やさんが

あると思います。そのお店屋さんのすぐ東隣一角

を建設用地として確保できたということで伺って

おります。 

 それから、まず、補助金でございますが、これ

は県のほうから介護基盤緊急整備、これも平成21

年から平成23年度の特例基金として使うことがで

きまして、県のほうには一たん平成22年度に、つ

くる予定だった補助金の交付申請を取り下げてあ

るわけですが、その後において県のほうにも打診

をし、平成23年度においてまた補助金の交付申請

を行っていく予定でございます。それにつきまし

ては、補助金額は１床400万円ということで、29

床ですので、１億1,600万円の補助金が交付され

る予定でございます。 

 以上です。 

○杉原委員 

 規模と完成時期もわかりましたら。 

○長寿介護課長 

 完成時期におきましては、当該年度、平成23年

度に開設をしないといけないということもありま

して、平成24年３月の見込みでございます。 

 規模におきましては、小規模特養におきまして

は、定員が29人以下となってございます。今、私

どもに提出がありました図面を見ますと、２階建

てで１階が10床、それから２階が真ん中で仕切っ

て10床と９床、合計29床の建物になってございま

す。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 一応完成予定としては平成24年の３月末、４月

１日から入居ということでよろしいわけですね。 

○長寿介護課長 

 平成24年の３月中には入所を開始できる予定で

ございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。 

 大変この委員会の中でも議論になっていて、議

会の中でも出てきた部分ですけれども、こういっ

た形で29床ではありますけれども、まだ500人弱

お待ちになっている中でもふえてきているといっ

たような中ではあるわけですけれども、そのほか、

今、このヴィラトピアが今29床という小規模特養

を今回希望されたわけですが、そのほか、何かお

話はございますかね。 

○長寿介護課長 

 こういった施設におきましては、３年１期の介

護保険計画の中で計画を立てて施行していきます

ので、私どもの第４期の介護保険計画の中には、

そういったこれ以外の計画はございません。そし

て、事業者さんからも申し出はございません。 

 以上です。 

○水野委員長 

 杉原委員に申し上げます。 

 質疑につきましては、福祉予算のほうになって

きますので、ちょっと議題外に及ぶような形もあ

るんですけど、この後、まだもう尐し続いて。 

○杉原委員 

 いや、もうこれで質問を閉じます。 

 済みません、議題がいろいろ外のところに入っ

たり出たりして申しわけございませんが、今回、

お話ししたかったのは、そういったうわさを聞い

たものですから、今回、ちょっとそういう話をさ

せていただいたと。 

 いずれにしろ、知立市においても、まだまだ介

護施設に関しては必要だということで、今回、ヴ

ィラトピアが手を挙げていただいて、場所が見つ
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かって、再度29床できるということで、今後もぜ

ひ、これからこうやってヴィラトピア、始まるわ

けですけれども、行政のできることに関しては積

極的に協力をしていただいて、今後もこういった

介護施設に関しては行っていっていただきたいと

いうことをお願いさせていただいて、質問を閉じ

させていただきます。 

 以上です。 

○高木委員 

 平成23年度、115ページ、一般質問でも質問さ

せていただきましたけれども、緊急通報装置、こ

としもたくさんの予算がついております。部長さ

んが研究しますと言ってくださったんですけれど

も、高齢者の夫婦、きょうだいには、この緊急通

報装置は考えておられますでしょうかというか、

考えてください。いかがなものですかね。 

○長寿介護課長 

 この御質問におきましては、本会議でも私ども

の部長が答弁をさせていただいたように、この緊

急通報装置の制度、緊急時に連絡することが困難

な方におきましてこういった機器を設置させてい

ただくということで進めさせていただいておりま

す。 

 今、高木委員おっしゃいますように、高齢者２

人ということで、そういったことができないとい

うことであれば、この要綱の規定の中には、そう

いった具体的にその方が該当するものはありませ

んが、４条の５番のところにその他市長が特に必

要と認めた者ということでございます。私ども、

そういった申請書が出てまいりましたら、そのお

宅に出向きまして、どんなような環境になってい

るかを見させていただき、真に必要があると認め

た場合につけさせていただいております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 真に必要があるかということで見てくださると

いうことで、申請はこの場合はどこに出せばいい

んでしょうか。 

○長寿介護課長 

 私どもの長寿介護課のほうで結構でございます。 

○高木委員 

 先日、老人のお宅のほうにこういう用紙が届き

ました。緊急通報装置のことで書いてありますけ

れども、ここの部分にそんなようなことは書いて

ありません。本当に緊急通報装置、おおむね65歳

以上のひとり暮らしということで、そのことしか

書いてありませんけれども、高齢者の夫婦、高齢

者のきょうだいに関しては、本当にどのように思

ってみえるのでしょうか。 

○長寿介護課長 

 高齢者の方々を区分するということではござい

ませんで、この制度に見合った形でありましたら、

設置をさせていただくような形で進めていきたい

と思っております。 

 やはり、いろんな、お二人で住んでみえる方々

がおみえになるかと思いますので、そこら辺の実

態を調査させていただきたいと思っております。 

○高木委員 

 こういう要綱があることは、一般の方は知られ

ない方が多いように思われます。民生委員の方が

老人世帯の調査をされると思うんですけれども、

そのときにこういう緊急通報装置が必要じゃない

かなというようなことで、それで長寿介護課のほ

うへそういう話が上がっていくことはありますで

しょうか。 

○長寿介護課長 

 まず、市民の方に向けての周知でございますが、

これは私ども、在宅サービスの一覧表ということ

で、毎年４月16日号、もしくは５月の１日号で広

報に折り込みをしまして、市民の方に配付をさせ

ていただいております。 

 また、民生委員の皆様方におきましては、定例

会があるごとにお話をする機会がありましたら話

をさせていただいておりますし、民生委員の方々

が窓口に相談にお見えになることもございます。

そのときには、どういった方が設置ができるのか

を説明させていただいております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 高齢者世帯で現在つけてみえる方は何件ぐらい、
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これを利用されているお宅はありますか。 

○長寿介護課長 

 済みません、今、手元には総数はありますが、

ひとり暮らし高齢者のみの方という区分での統計

はございません。申しわけありません。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後６時40分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時48分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高木委員 

 先ほどの緊急通報装置についてなんですけれど

も、問い合わせが市民の方からありましたでしょ

うか。 

○長寿介護課長 

 高齢者のみの方々という形で直接お話があった

こともあろうかと思います。先ほど申しましたよ

うに、いろんな形でのお住まいしてみえる方がみ

えますので、そこら辺をかんがみまして、個々に

具体的にその要綱に記すということもなかなか困

難なことでございますので、そこら辺、状況を見

させていただいて、今後、そういった方々につい

ては検討させていただきたいと思います。 

○高木委員 

 今後、そのような方というのは、ひとり暮らし

の方でということなのか、そうではなくて、世帯

の方ということなのでしょうか。 

○長寿介護課長 

 今、高木委員がおっしゃいましたように、高齢

者のみの世帯の方についてでございます。 

○高木委員 

 ありがとうございます。 

 知立市、高齢者、どんどんふえておりますので、

皆さんに安心して暮らせてもらえるまち、知立の

総合計画にも載っております。よろしくお願いい

たします。 

○三浦委員 

 一つだけお伺いします。 

 181ページ、観光行事費、観光行事委託料、こ

の件について説明をお願いします。 

○経済課長 

 観光行事委託料でございます。 

 知立で行いますお祭り等の委託料でございます。

事業推進費、ミスかきつばたコンテスト費、かき

つばたまつり費、知立まつり費、花しょうぶまつ

り費、知立よいとこ祭り費、このような事業の費

用でございます。 

○三浦委員 

 知立の観光行事ですけれども、一つ、知立まつ

りに関しまして、市長が過日、知立神社管内の５

カ町の総代、また、祭り関係者を呼びまして知立

をＰＲするという意味合いにおいて、知立まつり

の山車を10両飾るという、一堂に出すという、こ

れは知立まつりと絡むかどうかわかりませんけれ

ども、そういった形で知立の山車10両ということ

で、市長のほうから提案といいますか、まちの総

代、祭り関係者のほうにありました。この件に関

して、多分ここには予算的にはのっていないと思

うんですけど、この件は御存じでしょうか。 

○経済課長 

 今、質問者おっしゃいましたように、市長から

の提案でございまして、仮称ではございますが、

知立山車10両勢ぞろい事業ということで、委員会

をつくる中で検討をしているところでございます。 

 11月にそのような話、それ以前にあったように

も思いますが、11月に２回、それから、12月に１

回、打ち合わせ会ということで実施させていただ

きました。その後、１月23日、実行委員会という

ことで正式な実行委員会を立ち上げております。 

 その中身といたしましては、御町内の代表の方、

各２名ずつ、また、事業主体と申しますか、企画

運営をしていただきます知立芸術創造協会、それ

と、私ども関係いたします市の窓口であります企

画、それから、私どもの経済、それから生涯学習

課というようなところで委員会の中で行っており

ます。その中で、文化庁が実施、たしか、これ、

平成22年度だったと思いますが、実施しておりま

す地域伝統文化総合活性化事業、これは補助金を



- 71 - 

いただいた中で祭りを広くＰＲするというような

目的の中で、たしか、これ、年度がいつまでも続

くというものでは内容に聞いておりますが、こう

いったものを使ってできないかというところで、

現在は委員会をする中で進めているところでござ

います。 

 今、質問者がおっしゃいましたように、今回の

予算の中には全く反映はされておりません。 

 以上です。 

○三浦委員 

 説明のほうがありました。知立まつりに絡んで、

知立には山車が５台、そして、花車というのが５

台、合計10両ありまして、これを一堂に出すとい

うことで、知立ではいまだない事業であります。

こういった事業で知立をぜひＰＲしたいという市

長の提案がございました。 

 市長、この件に関して市長の見解。私はこれは

もう大賛成で、ぜひやっていただきたいと思って

いますが、市長、お願いします。 

○林市長 

 この事業につきましては、今、三浦委員がおっ

しゃってくださいましたように、知立市の宝物で

もあります山車を何とか市内外により広くアピー

ルをして、そしてそれを機にさらなる活性化を図

りたい、そんな思いで提案をさせていただいてお

ります。 

 もともとの発端は、前から非公式でありますけ

れども、いろんな方々に山車が勢ぞろいしたらど

んなものだろうなという話の中で出てきた。そし

て、最も契機となったのが、今、三浦委員が御紹

介いただきました文化庁からの補助金があるとい

うことであります。せっかくの助成金ということ

で、これを何とか活用できないものかということ

で、山車の関係者の方々にお集まりいただいて、

私の赤裸々な思いを述べさせていただきました。

せっかくの助成金であります。この助成金を使っ

て、私は地元の知立の生まれなんですけれども、

山車については余り知らない中で、山車10両とい

うことを申し上げておる、そうした中でいろんな

御意見をお伺いしたいということでありまして、

準備委員会等を立ち上げていただいているわけで

あります。 

 その中で、やはり５カ町そろいますと、非常に

積極的なまち、いやいや、これはそれほど広める

こともないんだよというようなまちとか、まちの

中でもいろんな方々の御意見がありまして、非常

に参考にさせていただいているところであります。 

 やはり、思いは私、そうでありますけれども、

やはり無理をしてはいけないな。この地域の方々

が育ててくださっている山車であり、知立まつり

でありますので、何とか皆様方、５カ町さんがし

っかりとした合意を得た上でこれが実ればいいな

というのが今の心情であります。 

○三浦委員 

 ありがとうございます。 

 この企画、私もすごくいいと思いまして、賛同

のほうをさせてもらったんですけれども、先ほど

から出ています予算面といいますか、何を使って

行うかということで、文化庁の補助金が出る。こ

れは平成22年度の補助金で、話を聞きますと満額

出るような、大変大きな補助金であります。平成

22年度が終わりまして、平成23年度、これは、平

成22年度は余り全国で補助金を使いたいという団

体がなくて、平成23年度に繰り越してきたわけで

ありますが、繰り越してきて、そういった補助金

を使いたいという地方団体がたくさんいた場合、

これはなかなか満額が取れるかどうかはわからな

い、そういったことも考えられます。そういった

ときに、知立市としてどのような援助といいます

か、後方支援みたいなものができるのか。その辺、

後方支援というよりか、先ほども話がありました

企画部がトップになって、いろんな経済課、学校

の関係もする、どちらかといえば、市を挙げてと

いう形で私は思うんですけど、そんなわけで、成

功させるためには、やはり市のほうもそれなりの

心構えといいますか、その辺がなければなかなか

こういうのはできないなと思うんですけど、なか

なか形になっていない、資料的にも出てきていま

せんけど、まだこれも今考えている段階だと思い

ますが、そんなことも含めまして、予算の件も、
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市長、どのように思っているんでしょうか。よろ

しくお願いします。 

○林市長 

 この市の支援体制ということであります。 

 会議でも申し上げております。やはり、この事

業については、助成金がまずありきということで

ありまして、助成金を何とか活用したいというこ

とでありました。 

 今、三浦委員おっしゃられましたように、市の

単独費としての考え方ということであります。こ

れは、私、その会議で申し上げたのは、やはり５

カ町様がやはり一致団結してやろうという機運が

高まったときには、当然ながら議会のほうにも御

理解いただけるのではないかなということは申し

上げております。今、そうした心を一つにしてい

く段階かなと。今度も準備委員会か、名前はちょ

っと忘れちゃったんですけれども、また会合を設

けていただけるようでありまして、そうすぐには

結論は出ないかと思いますけれども、やはり５カ

町さんが一致団結してやるぞというふうな空気に

なれば、そこは議会のほうにまた御理解をいただ

くときになるころではないかなと思っております。 

○三浦委員 

 ありがとうございます。 

 町内のほうといいますか、５カ町も、市長のほ

うがぜひといいますか、市長のトップダウンじゃ

ないですけど、市長の意気込みが相当あるなとい

うことも感じていますし、私ども、５カ町も、こ

ういう形ならぜひ協力したいという形で今から持

っていけると思います。 

 そんなときに、やはり市として、いろんなこと

がございますが、全面的なパックといいますか、

その祭りで知立市を盛り上げるということ、そう

いったことをやはり真剣に考えていただき、この

計画、事業はぜひ成功したいと思いますし、成功

させたいと思っています。 

 そういった祭りの関係でありますが、知立市の

この知立まつりは国指定の無形文化財もございま

す。そんな意味において、これはぜひやっていき

たい。市長もそのぐらいの不退転といいますか、

ぜひやるということでもう一度考え方をしゃべっ

ていただきたいと思っています。 

○林市長 

 この山車という、非常に知立市のおいて大きな

財産をより広く内外にアピールしたいという思い

を非常に強く思っているわけであります。これは、

しかしながら、私一人では何もできないわけであ

りまして、まだまだ５カ町さん、いろんな温度差

があるなというのを感じております。やはり５カ

町さんが一致団結をされることが必要、大切であ

ろうというふうに思っております。一致団結して

いただけるように、私もいろんな形でお願い、そ

して、働きかけをさせていただきたいなというふ

うに今思っております。 

○三浦委員 

 ありがとうございます。 

 ぜひ実現するように、私たちも頑張ります。ま

た、市長のほうの応援もお願いします。 

 そして、担当といいますか、経済課も中心にな

ると思いますので、ぜひその節は協力体制をとっ

ていただきたいと思います。 

 終わります。 

○高木委員 

 169ページ、衛生費のところで、この中でリサ

イクル、知立市は循環型利用を推進しています。

この塵芥処理費の中で資源としてリサイクルと考

えられるお金は、ここの予算としましては、１億

9,684万5,000円と私は思いました。大体これぐら

いですかね。教えてください。 

○環境課長 

 平成23年度の当初予算の委託料で計算されたの

かどうかということなんですけれども、今、リサ

イクルということで言われましたので、今、リサ

イクルしているものを言っていきますと、資源ご

みというものがまずあります。資源ごみの収集運

搬委託、そういうものもすべて関係してきます。

それから、ペットボトルだとかプラスチック容器

包装ごみの中間処理とか、そういうような委託料

もすべてリサイクルに絡んできております。今、

瓶、ペットボトル、空き缶、古紙類、プラスチッ
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ク容器包装ごみ、ガラス、陶磁器類、それから携

帯電話等につきましてはリサイクルを実施してお

ります。それから、それとプラス、食用廃油に関

しましてもリサイクルを実施しております。 

 この部分がリサイクルの費用になります。いろ

いろかかりますので、委託料だけ足せばここの今

のところに関したものを全部足していただければ

リサイクルに関する費用ということになりますけ

ど、ちょっとここで足しておれませんので、申し

わけありません。 

○高木委員 

 私は、今おっしゃったのを、この予算書を見ま

して丸をつけました。とても見にくくて、これは

リサイクルのものなんだ、これは違うんだという

ふうで、一応丸をつけて図ったお金が約２億近く

ありまして、そして、今度、収入と思われるほう

から見たのが1,300万円ぐらい大体あったんです。 

 これも、私はこれを見たときに、もうちょっと

まとめて書かれると、これはわざわざこうやって

なっているのかなということなんですけど、こう

いうのはちょっとまとめるわけにはいかないんで

すか。 

○環境課長 

 それぞれ委託先が違いまして、同じ業者のもの

も２点とかありますけど、内容がプラスチック容

器包装ごみの中間処理とペットボトルの中間処理、

契約は別々になります。ですから、業者は同じと

ころに入札で落ちていますけれども、二つに関し

ましては。ただ、わかりづらくなると。例えば、

プラスチック包装・ペットボトル中間処理という

ような形でやると、わかりにくくなりますし、そ

れから、容器包装リサイクル法との絡みもありま

すので、同じ業者ですけれども、委託料としては

別々に載せさせていただきたいということです。 

○高木委員 

 そういう意味を言っているわけではなくて、こ

の書き方が突然動物の死体があって、次に粗大ご

みが来て、可燃ごみが来てという、これをもう一

目でこの部分だよという、そんなふうに分けたら、

これはそんなに手間なこと、ほかのところと思う

とできることですかという。 

○環境課長 

 予算の細説順にこれは載っていると思います。

平成24年度予算におきましては、順番を並びかえ

られるように検討させていただきます。 

○高木委員 

 今回、私はこの予算書を見まして、一番びっく

りしたところが、実を言いますと、食用廃油回収

委託料というところでした。これは、知立市が他

市に誇れるリサイクルの事業でして、本当に５市

ではやっていないことを知立市がやってみえます。 

 これで、油をどこへ出すのですかということで

ホームページを探しました。私はこれを見つけら

れませんでした、どこに持っていくのかというこ

とが。市のほうへ行きましたら載っていますよと。

ああ、そうですか、載っていますかといって、出

してくださいました。さあ、どこの項目にこの食

用油の廃油の回収について載っていますか、教え

てください。お答えください。 

○環境課長 

 食用廃油の回収につきまして、私、環境のほう

と環境保全のほうと両方やっております。ホーム

ページ上で私も出すんですけど、どちらに載って

いるかというのはちょっと今、確認できないんで

すけれども、環境保全と、それからごみのところ

と、二つのところが環境課のところにあります、

ホームページで。そのどちらかに載っているとい

うことでありますけれども、以上です。 

○高木委員 

 これは、知立市のホームページのつくり方が本

当に問題だと思います。ごみ・リサイクルのとこ

ろをクリックしてみると、その中に、どこですか

と聞くと、その他の資源ごみ、回収場所、それだ

けしか載っていないんです。そこをクリックする

と、そこに油のこととペットボトルのことが載っ

ています。ほかの都市、ほかのまちですと、ホー

ムページの一番初めのページのところに、ごみの

分別だとか暮らしのニュース、ごみの収集とか、

そういうことが書いてありまして、安城市はもう

既にそこを押すとすぐにペットボトルの出し方と
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か、そんなような形で、とてもわかりやすく載っ

ています。 

 知立市、実を言いますと、とても私は反省しな

きゃいけないと思うんですよ。これは覚書でホー

ムページをつくってみえるようです。一番最初は

３月14日更新。次が３月14日、ことしですね。次、

３月10日、３月８日、段々と新しいのが上のほう

に載っているものですから、本当にばらんばらん

で、もう本当にこれは検討してください。これは

お願いです。よろしくお願いします。 

○環境課長 

 ホームページの並び順に関しましては、一度、

電算等とも話し合いまして、わかりやすいような

載せ方になるように検討させていただきます。 

○川合委員 

 手短にちょっとだけお聞きしたいと思います。 

 179ページの中心市街地活性化に関する予算で

100万円があります。これはずっとのっているん

ですけど、念のためにちょっと内容をお聞かせく

ださい。 

○経済課長 

 この中心市街地活性化事業補助金でございます。

100万円ということでございまして、これは商工

会に補助をさせていただいております。 

 中身といたしましては、中心市街地における市

街化の整備改良ということで、具体的に申します

と、西新地地区の活性化に向けての駅前整備に係

る検討会を立ち上げている、そういった中身への

補助事業でございます。 

○川合委員 

 そういうふうで、商工会へ行き、そこから西新

地のほうに検討会を立ち上げるということなんで

すが、ずっと、これ、かなり前から100万円がつ

いておりまして、かなり検討が進んでいるという

ふうに思うわけでございますが、その内容につい

てどのぐらい把握しておみえか教えてください。 

○経済課長 

 今、検討会というようなことで申し上げました

が、研究会ということで実際立ち上げて、地元の

方々が立ち上げております。そういった中で、コ

ンサルに委託をする、コンサルにお願いをする中

で、こういった形の模型図と申しますか、そうい

った形のものを展開して、市における駅前高架に

おける今後のあり方というような中でございます。 

 今どのような展開ということで、その後におき

まして、御承知の中かとは思いますが、北部地区

の土地区画整理事業とあわせて実態調査のアンケ

ートをさせていただいております。私どものほう

の部分ではございませんが、そういった中で、今、

どういった形にあるべきかというのを、その中で

の報告でつくり上げているという内容でございま

す。この補助の中の部分ではございませんが、今

の展開としてはそのような状況でございます。 

○川合委員 

 ありがとうございます。 

 そういうことで、知立の駅前のおりて左半分は、

これからいろいろと網がかかっていまして、きれ

いになっていくと。それで、東の右半分がこの

100万円の補助金で検討会が立ち上がり進んでい

るということなんですが、なかなか見えてこない

というか、進みぐあいがはっきりとしないといい

ますか、このままだと地権者の方も高齢化されて

みえるでしょうし、いろんな意見集約もなかなか

難しい。その中に、やはり駐車場の件がありまし

て、知立市もかかわりが大きいと思うんですが、

やはりこれはちょっと都市計画のほうに入ってし

まわない範囲でちょっとお聞きしたいんですけど、

やはりまちづくりという観点で今回見直すという

ふうに明言いただきまして、そういう全体的な絡

みの中で、早急にこれは進めないと、非常にアン

バランスなまちづくりになってしまうと思うわけ

です。 

 確かにコンサルの方が入っていろいろお話を進

めている。現場といいますか、時々そういう話も

聞きまして感じるところ、やはり行政といたしま

しては、地権者の方から話が来ればそれに対応し

ようという。地権者の方にしてみれば、もう尐し

前向きな対応をしてもらえないかというようなこ

とがありまして、その辺がお互いにもう尐し前に

進む話ができないかと思うわけでございますけど、
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やはり本格的な工事着工になってきた今、現実に

あわせたまちづくりを、予算面も、それから、全

体的な道路の見直しまでするというようなことで、

Ａ、Ｂ、Ｃ案もいろいろありますが、それも見直

すということで、非常に、これはちょっと関連で

言っておりますけど、まちづくりという関連では、

非常に大きなファクターとなるわけですね。その

辺、市長、ちょっとどういうふうにお考えか、ち

ょっと御意見をお聞かせ願えませんか。 

○林市長 

 今の西新地地区の考え方かというふうに思って

おりますけれども、やはりあの一角をそのままに

しておくというのは、今から鉄道高架が終わり、

そして区画整理が終わっていく中で、今、川合委

員がおっしゃられたアンバランスという点からい

うと、そんな思いもあるわけであります。 

 今、こうした補助金をつけさせていただいて、

また、計画も一定程度の計画が出ているわけであ

りまして、それをたたき台にして、今、何分、関

係者の方々の合意と申しますか、一定の方向性を

つくっていただくということがやはり大事なこと

でありまして、その合意づくりを今進めていただ

いているのではないかなという、私の認識でいる

わけであります。 

 いずれにしましても、市としましても、やはり、

できることは限られているんですけれども、そう

した合意づくりについてはしっかりと手を携えて

いきたいなというふうに思っております。 

○川合委員 

 ぜひ、今お話しいただきました趣旨で、何とか

前に動くような、早急に動くような形を地権者の

方たちと、コンサルの方たちはいろんな事例を持

ってこうあるべきだというのがあるかもしれない

んですけれども、知立の内情をすべて知ってみえ

るかどうかということもありますし、行政との関

係は行政側との意見を出さないと前に進まないし、

こんなふうに補助してもらったらもっといいとか、

ここはこうあるべきだとかいうようなことをみん

な持ってみえるけど、なかなか疎通ができていな

いということが現状だと思います。 

 去年かおととしも電話がありまして、この活性

化補助金、これってことしもあるかなと言われた

んですね。この検討する予算すらもらえるかなと

心配しているようなんですよ。そのぐらい、言い

方は悪いけど、見放されちゃった感が若干感じら

れてしようがないんですね。年間、駐車場もそれ

なりの収益があるにはあるんでしょうが、この辺

も長い目で見れば、もっともっと収益が上がるこ

ともあるかもしれないし、それから、公的なもの

を入れていけば、それほど大変な事業というか、

半分、公的な部分で床を埋めて、あとは集客ので

きるスーパーとか、日常の買い物ができるものを

入れていけば、その辺の話はそんなに複雑じゃな

いと思うんですけど、部長、ちょっとその辺の御

見解をお聞かせ願えませんか。 

○市民部長 

 私も西新地につきましては、何度も質問を受け

ておりまして、これ、知立駅北地区等市街地再開

発事業ということで、都市整備部のほうに西新地

のほうもというようなことを話しまして、アンケ

ート調査から実施していただきました。それで、

事業のスケジュールの概略というようなことも西

新地の方には都市整備のほうから提案させていた

だいております。内部的には、西新地が動き出せ

ば、これ、ちょっと僕の管轄じゃないところです

けれども、話といたしましては、市営の有料駐車

場、地権者が知立市でございますので、話が進め

ば地権者も含めて検討に入りたいという話は聞い

ております。 

 ただ、これで北部をやり出すと、西新地はとい

うと、今のスケジュールでは、北部が終わってか

らというような形でこの報告書はできております。

私どもも、逆に商工会のほうに補助金を100万円

上げて、商工会が主体で活性化を図っているとい

う行事でございます。私どもも西新地さんから何

らかの依頼があれば、何ら協力させていただきま

すけれども、なかなか大きい中心地の開発でござ

います。全部が全部やれないというようなことで、

都市整備部のほうもとりあえずはこうやって進め

ていくというようなスケジュールをつくっていた
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だいておりますので、それに乗っていくしかない

かなと思っております。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 ぜひそういうふうで進めていただきたいと思い

ます。やはり毎年この予算立てはしていただいて

いますが、その先になかなか見えてこない。それ

と、今言われたように、非常に大きな面積で、そ

れを開発していくにはやっぱり時間もかかるし、

設計段階でもかなりの時間がかかると思いますの

で、やはり訴えがあったらそれに対応するという

考えではなくて、やっぱり協働でやっていくとい

う考えでないと協働のまちづくりというのはなか

なか前に進まないわけですね。ぜひ、これ、駅前

の顔ですので、ぜひ都市計画が、今のお話では範

疇から外れるかもしれませんが、やはり全体の見

直しに入った、この100万がさらに生かされるよ

うな、商工会に預けてあるから、そこで商工会が

やってちょうだいよという、これは一つの考え方

かもしれませんが、やはりそれだけでは全国的に

地権者だけでやっていくというのはなかなか難し

い話で、ぜひその辺は当局としましても、市長を

初め、しっかりとサポートをお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○中島委員 

 169ページの清掃費ですが、分別地区集積所整

備工事、今回、131万8,000円と、こういうことに

なっておりますが、計画についてお知らせくださ

い。 

○環境課長 

 平成23年度の分別地区集積所の整備工事に関し

ましては、今、２カ所というんですけれども、分

別地区と言いますと、宝町集積所の移転工事がま

ず一つあります。それから、もう一つは、ちょっ

と分別地区の集積所という言い方は間違っている

かもしれないですけど、不燃物処理場のストック

ヤードの修繕工事がここに入っております。この

宝町の分別地区集積所の移転工事に93万4,500円、

それから、不燃物処理場のストックヤードの修繕

工事に38万3,250円、合計で131万7,750円という

ことで、131万8,000円という予算を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○中島委員 

 山屋敷のストックヤードの修繕が入っていると。

これについてももう尐し詳しくお知らせください。 

 後からお答えください。部長さん、そのかわり

頼みます。 

 分別地区の集積所の建設の件で、知立団地のほ

うが大幅に方針が変わりまして、急遽、団地、賃

貸以外の分譲扱いになっているところの地域の昭

和３丁目１というところが、団地と一緒に今まで

やっていたものが、方針が変わりまして、団地の

ほうに入れてはならないと、ＵＲを含めて団地の

敷地のほうには、いろんな事情があってですが、

別にしてくださいと。突然というか、予算のサイ

クルからいうと突然、住民からしたらそうじゃな

いという思いもあったみたいですが、突然、つく

ってほしいとか、つくらなければならないという

ような事情になってきた件で、改めて今後の対応

について伺いたいと思います。 

○市民部長 

 中島委員には仲介に入っていただきましてあり

がとうございました。 

 今のとおりでございまして、３丁目１というと

ころは、一つの区になっておりますので、一つの

集積所があっていいんじゃないかなと思っており

ます。 

 それで、今の予算関係の続きだと思いますけれ

ども、そういう、一つ使えるなら早う使ったらど

うだというようなことかもしれませんけれども、

なるべく早く補正で対応したいと。ちょっと９月

というよりも、ほかがあれば早めてもらおうかな

と思っております。ただ、今の例年で行きますと、

９月の補正というのが一般的でございますけれど

も、ほかにあれば、６月でも、ほかにあればです

が、これだけではちょっとあれですけれども、９

月補正で一つの区の集積場として集積場をつくっ

ていきたいと思っております。 
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○中島委員 

 ぜひその方向をお願いしたいんですが、ただ、

早めるという意味ではもう尐し検討ができるのか

なと。ストックヤードかということで、多尐その

辺が譲ることができるならば、知立団地のほうに

ついては、何とか半年間だけは猶予すると。９月

まで半年間は猶予するというようなことでありま

す。もしそれよりおくれれば、また違った方法で

何とかしなければということにもなってしまって、

大変困ってみえるということなので、ぜひその辺

が宝町の移転ということはありますが、これも緊

急なんですかね。早くやらなきゃいけないと。そ

の辺、事情を両方とも説明していただいて、緊急

同士なので譲り合うことができるものであれば、

順番を変えるなり何なりしていただけないかと、

こういうことですが。 

○市民部長 

 一応、補正で早目にということしかここでは言

えませんので、よろしく御理解のほどお願いいた

します。 

○環境課長 

 宝町の集積所の移転工事に関しましては、今使

っている集積所が平成23年９月までということに

なっておりますので、その前に必ず工事をしなけ

ればいけないということがあります。ですから、

今、先ほど確認がとれなかったストックヤードの

ほうの工事に関しては、一度確認をとらせていた

だいて、こちらの額が尐ないものですから。 

○中島委員 

 課長のほうが現場をよく知っているから、先に

使ってもいいのならばという優しい気持ちでちょ

っと話を。ストックヤードのほう、具体的な修繕

の中身が今報告はされなかったんですけれども、

どんな感じの、緊急性がある工事ということであ

るのか、今のお話だと緊急性がちょっと薄いとい

う。やらなきゃいけないけれども、ちょっととい

う、こういうふうにも見受けられますけれども、

中身をもう尐し御説明いただくことができますか。 

○環境課長 

 中身を見ますと、ストックヤードの修繕工事に

なっておりますので、腐っているところとか、そ

ういったような取りかえのようなものになります

ので、その辺が延ばせるか延ばせないか、ちょっ

と私では判断ができない状況です。 

 以上です。 

○中島委員 

 どのみち、ちょっと足らない感じがしますので、

131万8,000円ですから、93万4,000円も使ったら、

あとは尐ないですから、１カ所分の集積所ができ

ないという感じかもしれません。ただ、下の土台

は、既に昔コンテナを置いていた場所がしっかり

あるので、上をちょっと囲うだけということで、

ひょっとしたらこの範囲でやれるかもしれないと

いう、私は見ております。要は、９月までに関し

ていたいわけです。９月までに期限を切られてし

まう。９月までに御遠慮いただきと、団地のほう

に捨てるのはという形になってしまったので、い

ろいろアンケートを区長さんがとっていただいた

り、すごい奔走されまして、３丁目同士だから、

私、住んでいるほうは３丁目ですが。３の１が団

地の中にありまして、バス通りを挟んで来て、ち

ょっと距離があるんですね。ですから、持ってき

てくださるのは別にいいんですけど、高齢者が大

変多いということで、アンケートをとったら、や

っぱり昔のそこの場所でやってほしいということ

が圧倒的だったということで、ぜひということで、

９月に間に合うためには６月の補正じゃなきゃい

かんと、こういうことになるんですよ。もし６月

補正が難しいなんていうことになれば、やっぱり

ストックヤードのあれで尐し先にやっていくよう

な形をとらないと間に合わないんですね。住民の

中でトラブルになってもよくないことなので、ぜ

ひと思いますけれども、９月に間に合わせるとい

う方向だけでも確認していただければよろしいん

ですが、いかがですか。 

○市民部長 

 今、見ますと、９月の議会、30日が閉会日でご

ざいまして、本当の９月末でございます。一度、

正式にはやっぱり予算、その項目の予算を使うと

いうことでございますので、精査いたしまして、
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できれば早目にできればいいなと思いますけれど

も、今現在、ここで私が言えるのは、やっぱり補

正を上げて、しっかり内部で協議してから補正に

上げて、そういうことしか、今現状としてはここ

では言えませんので、御理解のほどをお願いいた

します。 

○中島委員 

 補正を上げて、後ほどストックヤードのほうを

やっていただければいいかなと。項目はこれだも

んね、項目が。ストックヤードはここじゃないで

しょう。予算外でしょう。正規のルートでいけば

ここでつくってもらうということになりますよね。

宝町のほうも幾らかかるかよくわかりませんが、

やってみればできるかもしれない。団地のほうは

そんなかからないと思うんですよね。ですから、

できるかもしれない。そういうことで、９月の補

正ですと11月に供用開始が、早くても11月になっ

てしまう。そうすると、ずれ込み過ぎ、２カ月も

おくれてしまうということになりますので、何と

かやりくりの問題、９月にのせていただけるとい

う意向は当然あると思うんですが、それを早くと

いう、こういうことですので、ぜひその辺を酌ん

でいただいて、ストックヤードの件も含めまして、

中身がよくわからないというお話で、何をするの

か十分にわからないという、こういうお話ですの

で、修繕が必要だということはあるんでしょうけ

れども、緊急性のあるというところでぜひという

ことの、９月には絶対間に合わせるという勢いで

考えていただきたいと。これはどうですか。６月

にほかに補正があればという条件つきということ

は、なければ９月の補正、11月からということに

なってしまいますよね。それじゃ、困るんですよ。

蟹江部長、立ち番もずっとしてくださって、夜も

不法投棄がないように見張ってくださればいいん

ですけれども、やっぱり不法投棄が団地の場合だ

としやすいということで問題なので、やっぱりフ

ェンスがないと困るということであります。ぜひ

その点は考えていただきたいということで、また、

日参して部長のところにお話しに行きますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、古紙類の売却代金が65ページ、雑入

でのっております。前年度よりも半分ぐらいにな

る、637万が320万円になるという、古紙類の売却

費用をここで削っております。この背景について

お知らせください。 

○環境課長 

 この古紙類の売却代金をつくったときに関しま

しては、まだ町内会のほうの収集のほうが確定し

た段階ではありませんでした。ですから、量に関

しましては、減ってきておるのは事実ですけれど

も、だんだん減ってきておる。町内会の収集の量

が尐しずつ減ってきています。それから、不燃物

処理場で出てくる量、その両方のものを売却して

おるんですけれども、その量が尐し減ってきたの

と、単価の減、この部分でこの予算になっており

まして、今、町内会が行います再生資源登録団体

としての活動で減るという見込みでつくった予算

ではありません。今年度も補正減をしております

けれども、平成22年度も。尐し控え目に予算を組

ませていただいているのが現状です。 

 以上です。 

○中島委員 

 まだ、収集形態の変更についてこれは加味した

ものではないということは、今後また変わるとい

う、こういうこともあり得るということですか。 

○環境課長 

 今年度の古紙類の売却代金に関しましては、不

燃物処理場だけの分になります、基本的に。です

から、これよりも尐なくなって、補正で減するこ

とも出てくると今、予想しております。 

 以上です。 

○中島委員 

 この予算書の中では、重さ、キロ数、トン数と

いうか、これはどのぐらい見込んでのせたものか。

当然、今度変わってくると思いますが、その変更

がどうなるか見たいと思いますので、一応予算の

ここの中では、まだ集積方法が変わらないことを

前提にのせたということですので、変わった暁に

はどのぐらいここの売却が変わってくるのか、検

証するためにもぜひトン数を教えていただきたい
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と思います。 

○環境課長 

 平成21年度実績の874トンを基本ベースにして

おります。 

○中島委員 

 874トン売却して320万6,000円という計算であ

ったということですね。 

 町内のほうに今度変わりますので、今度は、古

紙類の売却代金はすべて町内のほうに回るという、

こういうことになりますね。町内のほうに全部回

ると。山屋敷、市のほうが売却する対象にはなら

ないと、こういうことでよろしいですか。 

○環境課長 

 今の古紙の回収量ですけれども、平成21年度実

績で言いますと、町内で集めた古紙の量が337ト

ン。ですから、先ほどの874トンのうち337トンが

町内で集めた分になります。ですから、この分が

減ってくる見込みという、今、予想をしておりま

す。 

 以上です。 

○中島委員 

 これがすべてこれからは町内が集めた古紙につ

いては町内のほうの売り上げ収入ということにな

るという。新しい方式でありますが、ただ、その

中で二つの方式に分かれると。町内に個別にする

のか、または、集積所収集にするのか、これの選

択を市のほうから迫ったというか、どちらでもい

いですよと言って二つを選択してもらいました。 

 町内によっては、町民全体の議論には全くなっ

ていない中で、役員さんだけで決めているという

ところも多いということもありますけれども、結

果としての町内のそれぞれの件数、本会議の答弁

が間違っておりましたよね。ですから、修正も含

めて言っていただきたいと思います。 

○環境課長 

 町内を31区とした場合に、集積所回収は21カ所、

残りの10カ所に関しましては個別回収ということ

になります。 

○中島委員 

 答弁の中では３町内がまだいろいろ検討をして

いると、こういうことでした。 

○環境課長 

 ４月の段階で結論が出ていなくて、今までどお

りの収集をしばらく継続するというところが３町

内ありました。 

○中島委員 

 個別収集をやるところについて、一応述べてく

ださい。 

○環境課長 

 ４月から個別収集ということで報告いただいた

のは、南陽区、昭和２丁目、３丁目、３丁目１、

４丁目、５丁目、６丁目、７丁目、８丁目、９丁

目ということで、これだけが10地区ということに

なります。 

○中島委員 

 個別というのが10地区で、昭和地域を一部除い

て検討中という地区を一つ残して、昭和地域はほ

とんど全部、知立団地も含めて全部と、こういう

ことになって、それに続く新池、南陽、ここの区

が個別収集というところまで来ました。 

 集積所の中でまだ検討中というところで聞いて

いるのが宝町と新林でしたっけ。ちょっと間違っ

たらいけないので、そちらからお答えください。 

○環境課長 

 今検討中というのは、宝町、新地、それから昭

和１丁目、この３地区が今検討中ということです。 

○中島委員 

 今回は、報奨金というのは、もう一度、どうな

るのか明確にしてください。 

○環境課長 

 再生資源回収奨励報奨金交付要綱を見直しまし

て、集積所収集の場合、古紙類に関しましてです

けれども、１キログラムにつき５円、それから、

個別収集に関しまして、１キログラムにつき２円

ということで、平成23年４月１日から施行してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 売り上げ等についても、個別のほうがちょっと

尐ないかなと、単価が低いかなという、そんなこ
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ともありまして、区のほうとしての収入を見込み

たいということも相当強く働いて、集積所収集を

継続したいというお話もあちこちで聞きました。

そうじゃないかというふうに言われると、いやい

やコミュニティーですというふうに言いかわった

ところもありますけれども、コミュニティーとい

うなら、いろんな地域活動がありますから、ごみ

収集がコミュニティーだというふうで、高齢者の

重たい新聞を運ぶというものをいつまでも続ける

というのはどうかなというふうに思いまして、私

は、個別、みんな喜ぶだろうということで思って

おりましたが、結果としてはこういうことであり

ます。 

 今後、区の選択が引き続き任せられるとうこと

になるということでよろしいですか。 

○環境課長 

 今回初めてこういうケースで実施をしていきま

す。実際どのように古紙が出てくるのか、それも

確認しながら、量等を確認しながら、まず、去年

との比較をしていきます。その段階で、個別収集

とか、集積所収集の状況を確認して、市のほうの

方針等も検討させていただきたい。今現在では、

町内にお任せしているのが現状です。 

 以上です。 

○中島委員 

 そもそも見直しのスタートは、可燃ごみの中に

古紙の混入が激しいということがもとでした。ス

タート。 

 それで、本当によく聞くんですね。毎日新聞紙

は可燃ごみに順番に入れていくと。２カ月に１回、

重たくてとてもじゃないから、もう毎日入れちゃ

うよという人が結構いるということも私も改めて

知りまして、だめだよ、そんなことしちゃという

ことで、個別収集にしようということでいろいろ

お話ししてきまして、先だって、私の町内では、

回覧板で、４月１日から個別収集になりますとい

って、業者がつくってくれた町内の古紙回収の上

にぺんと置くチラシ、月に２回やりますというこ

とで、第１、第２火曜日を昭和地域は、分譲のほ

うはやります。団地は月１回です。分譲のほうは

月２回ということで、段ボール、牛乳パック、い

ろんなものを自分のうちの前に出す。この紙を置

いて出せば業者が土砂降りでも持っていきますと

書いてありました。土砂降りでも持っていきます

ということで、非常にわかりやすい収集になりま

す。そういう形で回覧板を回していると、みんな、

もう待っていた、待っていたということで、いつ

からやってくれるのかと待っていたという話が来

ました。住民の方はとても喜んでいらっしゃいま

す、今から。 

 今、１年間様子を見て、なかなかうまく収集さ

れるなということを見た段階で新たな問いかけを

していこうというふうに思ってみえるということ

ですよね。そういうことですよね。何キロかは全

部報奨金があるので、市はつかむことができます

よね。ですから、その実績に応じて、またいい方

向に持っていくために市の方針を見直すかもしれ

ない。見直すというか、その方向を出していくか

もしれない、こういうことでいいですね。 

○環境課長 

 再生資源登録団体ということは、自主的な活動

になります、すべてが。ですから、うちが強制す

ることはできません。市の収集ではありませんの

で。ですから、お願いという形になると思います

けれども、尐しでもたくさんの古紙の収集ができ

るように検討したいと思っております。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時51分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後８時00分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 古紙収集は登録団体として町内会がやるんだか

ら、市からは余り強制的なことは言えないんだと

いう、こういうことですね。こういう関係の古紙

収集方式に変わってしまったと。市の責任は報奨

金を出すだけということになってしまいました。 

 しかし、町内会がやめてしまうということにな
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ったら、大打撃、また古紙がどどっと可燃ごみに

入るというようなことが出てくるといけないので、

その辺は、形態としては、今、そういう形になっ

たんだけれども、市の責任で町内が進めていける

ような方策を私はしっかりとってもらいたいとい

うふうに思います。 

 そういう手だてということがとれるかどうか、

ちょっとわかりませんけれども、お金を出すだけ

ということで、だけど、やめてしまうということ

になったら困りますので、そういうことにならん

ように、その辺はよく町内の皆さんとお話をして

いるのかどうなのか、いかがですか。 

○環境課長 

 私どものほうといたしましては、月１回、何と

か収集をしていただきたいということでお願いし

ております。今回、４月の広報には、新地町が収

集がない形になっておりますけれども、新地の区

長さんに頼みまして、広報には載っていませんけ

れども、４月の第２週に、今までどおりのように、

ごみの収集を回覧板を回していただくように、き

のう頼みました。そういうような形で、市のほう

はやっていただくように積極的に動いて対応して

いこうということで、一つずつ処理していきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○中島委員 

 市民の方から、実施するところと実施しないと

ころの町内の境界のようなところからは、どうし

てという意見が出ているわけですけれども、その

辺、どんなふうに声を聞いていらっしゃるのか紹

介してください。 

○環境課長 

 今、私どものほうに話が来ましたのは、牛田町

の高根地区の方から私のほうに１回電話が入って

おります。知立団地、要は、昭和地区が個別収集

になる関係で、高根地区の方が牛田の集積所まで

持っていくのが大変だというお話は１点入ってお

りますけれども、この場合、町内同士の話し合い

で、例えば隣に集積所があっても町内が違うとい

うところが、実際、山町とか、そういうところに

もいろいろあります。ですから、集積所と、それ

から、個別収集と集積所収集と分かれましたので、

いろんな矛盾が今後出てくると思いますけれども、

それは町内会さん等に話をしながら、１点ずつ解

決していきたいと今考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 話し合っていただけるわけですね。 

 高根のところは、本当に道路に面して、牛田20

号線でしたかね、道路が。本当にその道に面して、

１列だけ牛田町なんですね。そこの１列は、もち

ろん国道から昭和のほうの、昭和のほうと一体と

なっていますから、小学校区も東小学校、子供会

も同じくということで、牛田のほうで小学校の回

収があっても、そこまでは来ない。子供会も来な

い。ただひたすら町内会の集積所へ運んでいかな

きゃいけないということもありまして苦情となっ

ているわけです。町内会同士で話し合って、受け

るほうは全然構わないよという話はしていますけ

れども、そう勝手にということもあれなので、町

内同士でその辺のところはぜひ調整してください

と一言市のほうから言っていただいたらどうなん

でしょうか。言ってくださいよ、それは。調整し

てくださいと。まるまる道の向こう側は昭和で、

道路のこっち側が高根という。そこの１件しかな

いんですよ、１列しか。もういかにも不合理、い

かにも不合理ということで、牛田の区長さん等に、

できたら市のほうからいかがでしょうかと。まと

まっているところはともかく、１列でずっと長く

あるところ、地域については、もう前に出したい

なというお話がしきりなんですね。ですから、そ

ういう苦情がこれからもほかの地域でもあるかも

しれませんけれども、八ツ田とか、あるかもしれ

ません。そういうときには、区長さんにお話をい

ただいて、区長さんと区長さんで了承しましたと、

こちらへ出してくださいというふうになるならば、

その措置をとれると思うので、いかにも不合理と

いうところについては救ってあげていただきたい

なと。中に入っていただきたいなと。市は責任の

あることではないですけど、さっきの話で。責任

はないんですよ、今の制度は。いいかどうかはと



- 82 - 

もかく。ですが、それについては尐し援助しても

らいたいなというふうに思います。４月の第１で

火曜日が始まるんですけどね、収集が、第１回目

が。ぜひその辺はやっていただけないかと思いま

すが、いかがですか。 

○環境課長 

 話はいろいろこれから来ると思います。いろん

なところから。その都度、できる範囲で、うちの

ほうで強制的にこうしてということは、やっぱり

先ほども言いましたけれども、なかなか難しいも

のですから、お話はさせていただきます。 

 以上です。 

○中島委員 

 苦情というと、高根の人も、区長さんに言うよ

りも市に言うわけですよ。市がやっていると思っ

ているから。ごみ収集は市がやっていると思って

いるから。区長さんに苦情ということじゃない、

市に相談するんですよ。だから、私は関係ありま

せんというふうに対応するのはだめですよ。そう

いう意味では、すぐ連絡調整をしてあげていただ

きたいというふうに思います。それは、これから

もあちらこちらで出てくるかもしれませんので、

よろしくお願いいたします。 

 可燃ごみの古紙回収の混入率はどのぐらい下げ

る目標で頑張るというわけですかね。 

○環境課長 

 今、私どもが計画をしています一般廃棄物処理

基本計画の中間見直しで、今の混入率39％でした

かね。今度の目標は31％を目標としております。

平成28年度までに31％の混入率という形で目標を

立てております。 

○中島委員 

 当然、毎年毎年の目標数値がそこにはまるわけ

ですよね。毎年毎年。それはどうですか。そんな

に長くない将来ですか。 

○環境課長 

 今、逆算して混入率を出しましたけれども、こ

れは出し方がちょっと古紙の関係の数字で出しま

したものですから、毎年数字をはめたものでまだ

数値を出しておりません。最終的に平成28年度の

数値から紙類で計算した場合に31％にすると、目

標の3.8％減が達成できるという試算になってお

ります。 

○中島委員 

 １年ぐらい様子を見て、前年度と比較してどう

するのかという一つの考え方を明らかにするんだ

といって、先ほどお話があったものですから、そ

れも目標をもってやってもらいたいなというふう

に思います。逆算、逆算という机上の目標数値か

もしれませんけれども、それはやるべきだという

ふうに思いますよ。出たらまた教えてください。 

 今度は129ページ、老人憩いの家の施設管理運

営費。129ページです。ちょっと戻りますね。 

 今回、管理運営費の委託料と補助金という形の

二つに分かれているわけですね。去年は二つに分

かれていましたか。ちょっと意味合いが変わって

きました。 

○長寿介護課長 

 今、中島委員おっしゃるとおり、一本立ての委

託料ということで、平成22年度まで計上させてい

ただいておりました。 

 この中身、各地区の公民館に併設しています老

人憩いの家、これに対して委託料という形でお支

払いをしておったわけなんですが、私どもが役務

の提供を受けるわけではなく、自主事業に対する

委託料といいましょうか、電気料、水道料、ガス

料、そういったものに対しての委託でしたので、

監査とも話をしましたところ、補助金のほうが性

質的にはいいのではないかということでありまし

て、平成23年度からは各地区の老人憩いの家に補

助金として出させた形をとらせていただきました。 

 以上です。 

○中島委員 

 半分わかったんですが、それで、委託料という

ほうが老人クラブの活動を委託じゃないですかね。

電気、ガス、水道、需用費的なものがどちらなん

ですか。補助金ですか。 

○長寿介護課長 

 そこの予算書の②の老人憩いの家管理運営費の

一番下のところの老人憩いの家管理運営費補助金、
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これが各町内の老人憩いの家のほうに補助金とし

て交付する84万円でございます。 

 それから、その中段に老人憩いの家管理運営費

委託料79万2,000円とありますが、これは昭和老

人の憩いの家、八橋老人の憩いの家、各それぞれ

の老人クラブさんに委託する委託料として計上さ

せていただきました。 

○中島委員 

 憩いの家を管理運営しているところは委託料と

いうことですね。わかりました。 

 今回、営繕工事費ということで、92万8,000円

で修繕がなされます。この内容もお示しください。 

○長寿介護課長 

 これは、かねてから、昭和老人の憩いの家、老

朽化も含めて、今現在、畳の部屋が二部屋続きで

ありましたところを、一部屋フローリング張りに

するとともに、スロープを設置いたしまして、車

いすでも老人の憩いの家が利用できるような形に

修理をするものでございます。 

○中島委員 

 畳の部屋二つ。一つはそのまま。一つはフロー

リングで、外からのスロープがずっとできると、

道路からの。それを全部含めて92万8,000円です

か。 

○長寿介護課長 

 昭和老人の憩いの家の立地につきましては、外

のところは車いすでも通れるようにはなってござ

いますので、入り口のところが段差がついてあり

ます。それをスロープをつけて車いすで入れるよ

うにするものでございます。 

○中島委員 

 相当古いところですけど、一応コンクリートの

道がずっとありますけれども、その辺が十分にス

ロープで行けれるように、側溝のところとか、い

ろいろまたいで行きますものね。その辺は十分に

していただいて、これはいつごろ完成の目標で行

われますか。 

○長寿介護課長 

 当初予算に計上させていただきましたので、こ

の予算をお認めいただけましたら、４月に入りま

して早急に契約をしていきたいと思っております。 

○中島委員 

 それこそ９月までにはでき上がるという形には

ならなきゃ。４月に契約して今年度いっぱいかか

るということはないですよね。敬老のいろんな事

業があるころにはよいとか、目標を持っていただ

かないと。皆さんが集まるわけだから、敬老事業

で、そのときには間に合うようにという、一つ大

きなプレゼントがそこにあるよという、そういう

気持ちで、せっかくですのでやっていただきたい

というふうに思います。絶対だめといことではな

いですよね。いいですね。よろしくお願いします。 

 ひまわりの関係、心身障害児療育事業なんです

が、今回、やはり職員等が何か変更があるんでし

ょうか。社会保険料というのが前はなかったのが、

今回はのっております。今まではなかった。尐し

身分アップということになるのか、働く皆さんの

状態が変わるのか、その辺はいかがでしょうか。 

○子ども課長 

 昨年まで一括でおさめてあったのをそれぞれの

事業に分けたということと、それから、正規職員

が１人入るということがあります。 

 以上です。 

○中島委員 

 正規職員の給料はまた違うところに載っている

ということですね。正規職員なので社会福祉施設

のところの。ちょっと言ってください。 

○子ども課長 

 正規職員はこちらの社会保険料等ではなく、正

規の職員ですので、保育園費のほうに反映される

かということでございます。 

 先ほど中島委員から質問を受けた社会保険料等

の増減の部分については、昨年一括で支援センタ

ー費の中に確か入っていたと思うんですけれども、

それをそれぞれに分けてつけさせて、ひまわりの

ほうにつけたり、いろいろつけたほうがいいとい

う財政からの指導で、今回それぞれにつけさせて

いただいたということで、分けておるというのが

現状であります。 

 人は全く変わっておりません、臨職に限って。
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ただ、正規の職員が１人つけさせていただきます

けれども、よろしくお願いします。 

○中島委員 

 保育園費のほうの職員が130人が136人に今回は

増員されている。あ、逆ですわ。136人から130人

ですかね。逆ですね。ふえていませんわ。保育園

費の一般職ですよね、130人。130人と書いてあり

ます。137ページ。これですか。ここに入ってい

るということですか。心身障がい児のほうは児童

福祉費のほうじゃないですか。児童福祉施設。だ

って違いますもの、予算のグループが。違うでし

ょう。こちらは１人ふえていますよ。133ページ、

児童福祉総務費。違うんですか、ここと。ちょっ

とはっきりしていただきたいと思います。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後８時20分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後８時22分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 大変失礼しました。ちょっと私が勘違いをして

おりまして、保育士を雇うということで保育費と

いうふうに、ちょっと頭の中にぴんと来ちゃった

もので申しわけございませんでした。 

 支援センターのほうに入りますので、児童福祉

総務費のほうの１名ということで。 

○中島委員 

 ああ、しんどいですね。児童福祉総務費の管轄

の中にこの事業がありますから、そんな保育園は

違う課ですもの、だめですよ、項がね。 

 そういうことで、１人正規がふえるという話を

現場からも聞いて、ああ、よかったよかったとい

う話はしておりました。保育士を配置すると。こ

れは、新たに雇うのか、保育園のほうの方をくる

っと回すのか、保育園のほうが今回は６人減って

いるんですけれども、136から130人に今回の予算

書では減っております。どういうふうなことでや

られるのか、そして、ひまわりの事業がどのよう

に強化されるのか、その辺のお話を伺いたいと思

います。 

○子ども課長 

 ひまわりのほうの正規の職員でございますが、

正規の職員は新たに雇うという形で１人増という

形であります。 

 ひまわりについては、正規の職員を必ず、もち

ろん今までも支援センターから出向いてついてい

たんですけれども、ひまわりに１人必ず職員をつ

けるというような形で、できるだけひまわりを協

力的に支援するという形でつけさせていただくよ

うにお願いして、１名増をお願いしました。 

 それから、正規の職員のほう、保育士のほうで

すけれども、退職等の関係で減というような形で

なっております。 

○中島委員 

 保育園を退職で減。退職したから減と言われた、

保育園は。配置基準があるから、退職したから減

だったらふやさなきゃいけないでしょう。そんな

変な答弁をしないでほしいな。 

 ひまわりのほうは保育園で今までやっていた人

が配置転換される形ですか。ベテランの方が行か

れると、こういうことですか。 

○福祉子ども部長 

 保育士を人事異動の一つとしてひまわりに専従

というか、子育て支援センターの中の充実と。御

存じのとおり、ひまわり、臨職で主にやっていた

ということは、やはり今後、ひまわりの充実とい

うことからいけば、正規職員を配置して事業をよ

り充実させるということで、正規職員を人事異動

の一つとして配置させていただきたいというふう

に思っています。 

○中島委員 

 それはとてもいいことなんですけれども、臨時

職は何人ですか。 

○福祉子ども部長 

 ひまわりに携わっていただく臨職の方は３名の

方です。 

○中島委員 

 これは今までどおりの人数だというお話でした。
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予算書はわずかですが、保険料が今度こちらに入

ってきたということでしたね。保険料は前年度ま

では一括して別のところに回っていたというふう

に聞いたんですけれども、そうすると、今回、５

万4,000円ここに入ってきたわけなんですが、ト

ータルで言いますと減額になっているんですね。

３人の人たちが皆同じであるけれども、臨時が賃

金が減額になると。これは正規が入るから減額す

るという、こういう措置がとられたんですか。 

○福祉子ども部長 

 前年との比較でございますけれども、臨職３は

変わりはございませんが、その中での臨床心理士

等の賃金もこの中に入っておりまして、前年の内

訳の比較は、ちょっとここで私は比較はできませ

んけれども、昨年度の当初予算ベースでいけば約

10万円ほど減にはなっております。ですので、そ

れによる社会保険料の扱いにつきましては、先ほ

ど課長が言ったような指示のもとに、こちらのほ

うにこの賃金に対する社会保険料を５万4,000円

組ませていただいておるという状況でございます。 

 ただ、人数的に、正規が来るからということで

臨時職員を減らすということではございません。 

○中島委員 

 だから、何で減額になっているんですか。５万

4,000円で社会保険料が入って、去年よりも５万

4,000円ふえなきゃいけないですよね。だけど、

７万7,000円減っているんですよね。臨床心理士

の方の出勤回数が減ったとか、何かそういう変更

があるんですか。細かいけど、変更がないと言い

ながら減っているというのはおかしいと思うんで

す。 

○子ども課長 

 減額している部分というのは、まさしく今、委

員が言われたとおり、心理士のほうの時間が減る

というような形になろうかと思います。 

○中島委員 

 だめじゃない、そんなことしたら。臨床心理士

の時間が減るということね。７万7,000円という

全体の減額だけれども、社会保険料が５万4,000

円入って、それが減ったということは、12万、13

万ほど減っているんですよね。臨床心理士さんが

どういう勤務がどういう勤務に変更になるんです

か。今、強化ということをいろいろ言っているの

に、専門家が減っちゃたらだめじゃないですか。 

○子ども課長 

 実態として、全く、心理士さんに来ていただい

ても、見えない日があるというような形になった

ものですから、尐し皆さんに周知するような形で

心理士さんに有効的に相談に来ていただくという

ような形で調整させていただいたという形です。 

○中島委員 

 変更をちゃんと話してください。 

 今の約13万ほどのものが、時給で割れば何時間

減ったかはすぐ出るだろうと思いますけれども、

要するに、相談の日を決めて、待っていたけれど

も、全く相談者が来なかったということですか。

そのために減らしたと、こういうことですね。ひ

まわりの子供たちが来ているとき、有効にその方

にも子供たちの様子を判断したり、いろいろな指

導をしたりしていただく仕事を一緒にやってもら

えばいいじゃないですか、相談がない日は。活動

じゃない日に来てもらうということになっていた

んですか。水曜日は活動がないですよね。ひまわ

りの活動がないと、水曜日に。その日に心理士さ

んに来てもらうというふうに設定されていたなら

ば、やることがなくなっちゃうと。しかし、有効

活用と言われますけれども、子供たちが来ている

ときに、別の部屋で、それこそ創作室、あちらで

やってくださればいいわけじゃないですか。有効

にやってくださいよ、それこそ。 

○子ども課長 

 ひまわり、それから、保育園のほうの回るとい

う部分でなく、一般の人向けにやっておりますセ

ンターでの巡回分を尐し減らしたというような形。

各センター、児童センター、それから、昭和の児

童センター、南の児童センターだとか、あるいは

花山の児童センター等、心理士の先生に回ってい

ただいているんですけれども、その折にやっぱり

相談者がいないというケースがあるものですから、

尐しセンターの中の部分で皆さんにやる日をもっ
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と周知するような形をとって、その日に来ていた

だくような形をとろうかということで尐し減らさ

せていただいたという。 

○中島委員 

 療育の問題が今、非常にスポットを浴びて、知

立はもっと頑張れと、いい建物をつくろうとか、

こういう話になっているんですけれども、この臨

床心理士さんは、そうやって巡回して相談すると

いう仕事をしてみえると。ひまわりにみえるとい

う、こういうことではないということですか。ひ

まわりのところの枠の中で予算があって、しかし、

そこだけではないよと。ちょっと具体的に活動実

態を教えてくださいよ。 

○子ども課長 

 まず、依頼が、先ほど初めのほうにもありまし

たけれども、コロニーのほうにお願いをしまして、

コロニーのほうからハルナのほうにもお願いがあ

りまして、ハルナのほうから職員さんが見えると

いうことで、巡回指導という形で、まず、保育園

の関係は、月１回ですね。それから、ひまわりの

巡回もほとんど毎月２回やっています。第１ひま

わりと第２ひまわりというような形でやらせてい

ただいています。そのほかに交流会等、これにつ

いても年に２回ほど来ていただいているような状

態です。 

○中島委員 

 交流会って何。 

○子ども課長 

 済みません、ちょっと交流会のほうは申しわけ

ございません。後でまた調べて報告させていただ

きます。 

 それから、そのほかにセンターのほうの巡回で

すね。これはセンターのほうは一般の方向けにと

いうことで、ひまわりに入っていない方で相談が

あれば相談に乗るというような形で、これは各セ

ンター、クラブ、年に３回ですか、やっておりま

す。 

 このセンターのほうの事業で先ほどもお話しし

たように、一般の方ということで、ある意味私ど

ものＰＲの仕方が悪いのかなという部分はあるん

ですけれども、お見えにならんことがちょくちょ

くあるということで、その辺をＰＲしながら日を

まとめたらどうかという中で、今回、このように

調整させていただいたというのが現状であります。 

○中島委員 

 巡回指導、コロニーのほうへお願いして派遣し

てもらっているような形、派遣じゃないかな、こ

の方は臨時職員になるわけだから、コロニーの職

員じゃないですね。全くフリーな方で、臨時職員

で巡回をしてもらうという形ですね、今のお話で

すとね。 

 各センター、年に３回ということですか。各３

回というふうに言われましたけれども。年に各児

童センターは年に３回来ると。ひまわりは月に２

回、保育園は月に１回と、こういうふうで、児童

センターの場合は、なかなか来てもらうのにも周

知ができないと。これは工夫していただかなきゃ

いかんと思うんですけどね。 

○子ども課長 

 センターについては、今、私の手元の資料で、

平成22年度当初の計画でのことですけれども、若

干、日程の調整とか、いろいろあるかと思います

ので、若干ずれているかもしれないんですけれど

も、各センター、年に３回という形で。 

 今、委員の言われるように、尐し減らさせてい

ただいた部分があるんですけれども、ＰＲの方法

とか、皆さんが相談業務をやっているということ

を知らないんじゃないかということで、何らかの

形でＰＲをする形をとらないと、このままでは先

生に来ていただいてお金を払うだけになってしま

うから、その辺についてはもうちょっと職員も含

めてやっているということをＰＲして、相談業務

をやっているということを市民に伝えていく必要

があるのではないかということで、それは協議を

させていただいているんですけれども、職員同士

で。 

 ただ、今言うように、来ていただいて、相談な

しに時間給4,500円というのもちょっときついか

なということで、一たん切らせていただいたとい

うのが現状であります。 
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○中島委員 

 有効に仕事をしていただけるような環境を準備

しないともったいないという話で切ったというこ

とですね。児童センターは不特定多数のお子さん

が遊びに来るところですから、なかなか親御さん

が子供さんと一緒にというふうなのは難しいかも

わからない。 

 例えば、各児童センターは毎月、小さいお子さ

ん、昭和児童センターだとアイアイという名称で、

親子で参加する行事があります。毎月１回あるん

ですね。各児童センター、みんなやっているんで

すよ、それは。名前がみんな違うけど。きょうは

アイアイの日だねといって親子がだーっと集まる

ということをやっているんですよ。もしそういう

日に合わせて、その後、相談会がありますとか、

そういうふうにやれば、十分に相談したい方が来

ていただけるんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 相談は、相手があって初めて相談ですけれども、

しかし、受け皿をなくしてしまったら相談すると

ころがないということになるので、その辺は、あ

あいうアイアイみたいなときにＰＲするとか、例

えばあしたありますよとか、ああやって親子で集

まる行事のときにお知らせしてあげると。児童セ

ンターニュースもありますけど、回覧板でもあり

ますけど、でも、よくあそこを利用されるような

人たちに発達にちょっと心配なことがあるんだわ

という、そういう人たちができるように、まずは

そこの親子の皆さんの、入館していらっしゃる皆

さんのほうへＰＲするということをやって、もし

きちんとあるようだったら、やっぱりこれはやる

べきですよね、もっと。削らないで。 

 児童センターは、各３回だけど、これを２回に

したんですか、削ったというのは。 

○子ども課長 

 相談時間を減らすことを考えて計画をさせてい

ただいたんですけれども。当初、計画したときに

は、相談時間を減らしてやっていこうという話の

中で進めさせていただいたんですけれども、ちょ

っと済みません、結果的にどうするかということ

を担当のほうから私が細かいことを、まだ、その

辺の打ち合わせにかかわっておりませんでしたの

で、ちょっと、私、今、承知していないというの

が現状であります。 

○中島委員 

 療育が必要だと言いながら、こういうところで

は余り心を砕いていないなという感じがして、ち

ょっとアンバランスですよね。どこか拠点があれ

ば全部やったことになるような感覚ではやっぱり

だめ。日常のこういう中でしっかり体制をつくっ

ていけば、もっと救える。 

 29時間分ですね、これ、計算したら。減額の計

算でやりましたら、4,500円ということでやった

ら、29時間。１日何時間か知りませんけれども、

これだけ減らすという形になりました。ちょっと

これは問題です。しっかりと活用できるような環

境をつくることのほうが大事な今のテーマだとい

うふうに思います。その件については、今後、た

くさん来れば補正で伸ばすような、もとの形で使

えるぐらい相談者が来れば復活するような、そう

いう体制で構えていただきたいというふうに思い

ます。 

 次に、149で生活保護費なんですが、ここのと

ころでは、これは雑収入に入るかな、過払い金の

問題が、間違ってというか、いろいろありまして。

過払いがありますよね。これを減らしていくとい

うか、ただしていくというか、その辺、実態がど

んなふうなのか、どのぐらい過払い金の返還があ

ったのか、その辺をちょっとお知らせいただきた

いというふうに思います。 

○福祉課長 

 過払い金につきましては、一応、返還金という

ことで、どちらかというと、毎月の給付の部分か

ら尐しずつ減らしていくというような形でやらせ

ていただいております。 

 やはり、なかなか就労等、例えば働いた方や何

かだと後から給料表が出てくるわけなんですが、

それで精算させていただくということで、やはり

過払い等、発生する場合があります。そうした場

合に、やはり一気に返せというのは、なかなか難
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しい。生活もやっぱりあるものですから、そうい

ったことで、毎月、通常だと給料分、あと、足ら

ずまい部分の、基準額の足らない部分を保護費で

出しているわけなんですが、そこの部分から尐し

ずつ減らしていくという形で、充当をかける形で

やらせていただいております。 

○中島委員 

 就労された金額が変動してという部分は、大き

な過払い金というふうにはなりませんが、そうで

ない過払い金というほうが問題になるだろうとい

うふうに思うんですが、その辺の実態はどうかと。

返還の様子があれば。 

○福祉課長 

 今言われたような大きな過払い金につきまして

も、本来、分割、そういう形で毎月幾らというっ

ことで引かせていただいています。ですから、例

えば１年では無理という方であれば、何年かけて

ということで、繰り越しをやらせていただいて、

その中で返していただくという形をとっておりま

す。 

○中島委員 

 そうですね。分割でというふうじゃないと生活

がまったくできなくなってしまうというようなこ

とがありまして、対応していただいていると思い

ますが、前回、多額のというか、裁判が済んで

云々という。結末がどうなったのか、私、承知し

ていないものですから、報告をしていただけます

か。 

○福祉課長 

 細かい数字的なものはちょっと私もつかんでは

いないわけなんですが、基本的にはそういったお

金で何百万と入ったわけなんですが、実態は、そ

の方が、要は、お金の管理がなかなか難しいとい

うことで、結構多額のお金を使われてということ

で、また結局は保護のほうへ戻ってきたという形

で、最終的な結末はそういう形になっております。

本来でいうと、要は、旅行に行ったとか、そうい

ったことで使っているというようなことで聞いて

おりますが。 

○中島委員 

 何例かあるんでしょうね。そういうような収入

を報告しなかったから、すぐに切ったという例。

それは私どもも仕方がないでしょうといって、違

った支援をしましょうといってやっていた方もみ

えまして、その方は結果的にアパートで亡くなっ

てしまったということがありまして、それは原因

がわからないし、つながりが切れてしまったとい

うことが一つの原因だったのかなという、そんな

感じもしますけれども。 

 それから、１人は、交通事故の裁判が終了いた

しまして、判決が出た部分がお金が入ってきたと

いうことがありますよね。その件について、私は

まだわからないなと思っていたんですけれども、

わからない。 

○福祉課長 

 申しわけありません。裁判等が終わって、その

分、どうなったかというのは、ちょっとまだ確認

をとっておりません。 

○中島委員 

 市長、お疲れで本当に済みません。 

 広域連合のところで、私、ちょっと質問させて

いただいていた件で思い出していただけるかどう

かわかりませんが、たまたま広域連合の職員が相

手で交通事故があってという、これはもちろんプ

ライバシーのことがあったので詳細は言いません

でしたけれども、結局、連合の方たちにも御協力

いただいて、判決はもう既に出ていたんですね。

多額なお金が出たはずだけれども、払ってもらえ

ないというのが長く続いて、生活保護に陥ってい

たわけです。その方については、相手の方が一括、

まずは500万円、その後、分割で毎月５万円とい

うようなことで、全体を全部払うという約束をし

ていただいたものですから、今まで２年近く生活

保護を受けていた分を全額返還すると、こういう

ことで、私も市長から余りふやさんでよと個人的

に言われていましたけど、こういう形で正規の収

入があった場合のこういう扱いやら、裁判の結果

を実施していただきたいということでちょっと動

いたんですけど、結果的には全額、ローンという

か、月極という形のものも含めて、全額払っても
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らえるということになりまして、市には迷惑をか

けましたけれども、それについては返還する方向

で今来ていると。返還の仕方はまだ尐し、全部な

ってしまうと、また生活保護にぽんとなっちゃう

ので、ちょっと考えてもらうということで、自立

するための猶予期間をもらうというようなことで、

相談をしてきたわけですが、その結果を知らない

ものですから、と思って、大変重要な問題だし、

本人さんはそういう意味ではまじめにやってきた。

ありがとうということで500万円近いお金を市に

返すと、こういうふうな方もいますので、そうい

うったことも知ってもらいたいなと思いまして紹

介をしたわけです。結末についてはちょっとわか

らないということですかね。 

○福祉課長 

 すぐに確認をとって御報告をさせていただきま

す。 

○中島委員 

 それから、住宅手当給付金というのが生活保護

の中にございます。1,209万6,000円ということで

計上されておりまして、これは前年も同じです。

緊急措置事業です、これね。緊急の措置。生活保

護には至らないけれども、家賃だけ援助すれば生

活保護は受けなくてもいいという形のものであり

ますが、これは活用のほうはどんなことかと。実

態を知りたいと思っているわけです。 

 と同時に、これは新しい情報といいますか、私

どもも最近入手した情報なんですけれども、ＵＲ

が住宅手当の給付を受けたという方については、

新しい住宅を求めたいと、もっと安いところへ行

きたいという場合に、所得証明がなくても受け付

けられますと、この手当を受けた人は。こういう

ことを発表しているんですが、ぜひ、これ、生か

すべきだと思いますが、御存じですか。 

○福祉課長 

 申しわけございません。今のＵＲの話は、ちょ

っと私、承知しておりませんので、申しわけあり

ません。 

 今、言われたように、この手当てについては緊

急ということで、退職されて仕事についていない

方については、通常、半年６カ月、最長９カ月ま

で家賃の部分を見させていただくということでや

らせていただいております。 

 利用についても、かなりそういった相談がある

場合には、これを御紹介させていただいて、やら

せていただいております。 

○中島委員 

 十分に、ＵＲのほうもＰＲが尐ないといいます

か、余り知らなかったんですね。所得証明がない

とＵＲの場合はは入れません。家賃の４倍かな。

ような所得が必要です。ですから、尐ない人は入

れないということになるわけですが、所得証明を

免除するという形。失業中で、今この手当を受け

ているという人については、所得証明を免除する

という、こういう制度をＵＲが持っているそうで

す。ですから、高い家賃を支援して支援してと、

こうやらなくても、例えば、ＵＲ、安いところが

入れるという、契約ももちろん簡単ではないんで

すけれども、条件としては緩和されているという

ことですので、そういった支援もぜひ情報をきち

っとつかんでいただいて、やっていただきたいと

いうふうに思います。 

 生活保護については、ケースワーカーを１名増

員していただくという予算になりました。より一

層自立支援のための指導をやっていただきたいと、

こんなふうに思いますが、どのようにその辺は位

置づけているのか。 

 また、一番新しい段階で、被保護者世帯、人数、

保護率などについてもお知らせください。 

○福祉課長 

 まず、生活保護を受けている方の就労支援につ

きましては、当然、うちのほうから就労支援相談

員という方、今、臨時で１人、週３日間、来てい

ただいて、窓口でやらせていただいております。

そこの中で、いろんなハローワーク等の情報等を

提供しながらやっていただく。当然、以前も、中

島先生から紹介していただいた就労先等、うちの

ほうからもあっせんさせていただいて、行ってみ

える方もいるということで聞いております。 

 一応、ケースワーカーもそれに加わって、やは
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り働ける方というのはやっぱりすぐに働いていた

だかないとということで、仕事もそう選んでいて

も困ってしまうものですから、そういう形でいつ

も毎回お話をさせていただいております。 

 それと、最近の生活保護の実態なんですが、今、

２月末現在で、今のところ、生活保護の世帯数で

412世帯。人数でいいますと582人の方が今現在で

すね。保護率でいうと8.37パーミルという形にな

ります。今、この部分のうちの３分の１が今、外

国人の方。今、外国人の方が60世帯なんですが、

136人の方が対象ということになっております。 

 ただ、就労につきましては、今、結構就労で抜

けていく方がみえるんですが、そういう方を見る

と、外国人の方のほうが早いというのが状況にあ

りますので、外国人の方は割と仕事を選んでいな

いのか、その辺はわからないですが、割と早く就

労していくということで、やらせていただいてお

ります。 

○中島委員 

 就労支援ということが一番肝心なもので、今ま

でもいろいろ見ておりますと、長く仕事をついて

いないとどうなるかといいますと、うつ状態にな

ったり、引きこもりになっちゃったり、よくない

んですね。やっぱりお金をもらって楽をしている

だろうなんていうのは、外から見て思うわけです

けれども、実際には、本当に自分が役に立たない

とか、生かされないという、そんな思いで精神病

を抱える人たちがいるんですよ。多分、医療費の

ほうで、これ、かかわってくるので、早く何とか

してあげたいなというふうに思いますけど、そう

いった精神疾患でという方の例は、件数なんかは

わかりますか。結構多いでしょう。わからない。 

○福祉課長 

 結構、精神の方、多いということは聞いており

ますが、人数的には把握できておりませんので。 

○中島委員 

 人数は結構ですが、私どもが知っているだけで

も何人かの方がそういう形で閉じこもってしまう

と。窓に何かぺーっとシートを張っているものだ

から、どうしたんだろうと思ったら、外から見え

ないように黒いシートを張っているとか、ちょっ

と統合失調症かなという雰囲気になってみたり、

やっぱり本当に働きたい、普通の生活がしたいと

いう願いを持ってみえるので、切るためにという

意味じゃなくて、その人が人間らしく生きれるよ

うにということで、やはり大いに自立支援をして

あげていただきたいというふうに思いますので、

１名増員の中で頑張っていただきたいなというふ

うに思います。 

 次に、保育園費です。 

 143ページは南保育園の実施設計。143ページに

出てまいります。 

 平成22年度は用地購入をして基本設計という、

こういうことで、今度、実施設計、こういうこと

になるんですけれども、造成工事と実施設計が今

度行われると。これは、読んで字のごとしという

ことで、特に改めて報告されることはありません

か。 

○子ども課長 

 実施設計、確かに読んで字のごとく、報告とい

いますか、基本設計、今、最終段階の中で、次年

度の実績に入って、ここにあるように、造成工事

については、今、残土を入れさせていただいてい

るような状況。これについても、土を本来買う予

算になっていたんですけれども、それについては、

駅周辺の工事で出てくる残土がたまたま運よくち

ょうどタイミングがあったものですから、入れさ

せていただいているような状況で、今、現場のほ

うに尐しずつ運んで入れさせていただいていると

いうような状況ですけれども。 

○福祉子ども部長 

 今、課長が言いましたように、基本設計のほう

は大体でき上がってまいりましたので、また早い

時期に委員の方には基本設計もお示ししたいなと

いうふうに思っておりますので、なるべく早い時

期ということで、また機会があったときにお示し

させていただきたいなと思っております。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後９時02分 
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――――――――――――――――――――――― 

再開 午後９時10分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁よろしいでしょうか。交流会について。 

○子ども課長 

 済みません、今、交流会について、ちょっとま

だ調べておりますので、申しわけございません。 

 先ほどのセンターのほうの心理士の相談につい

て、ちょっと時間がなかったものですから、それ

だけまず調べさせていただきました。 

 南児童センター、それから、猿渡児童クラブ、

こちらは、毎回非常に多いということで、回数は

全然いじらずということであります。ただ、その

ほかのセンター、他の４館、それから、八ツ田の

児童クラブについては、時間調整をさせていただ

くといことで、若干減らさせていただいたという

のが現状であります。 

○福祉課長 

 先ほどの中島委員のほうからありました事故等

で賠償金の入った方についての取り扱いなんです

が、基本的にうちのほうで、本人にどうも500万

円ちょっと入ったという話を聞きました。それで、

うちのほうの保護費のほうについて計算させてい

ただきますと、400万ちょっとという形で数字が

出ていますので、その部分についてお返ししてい

ただくという話をさせていただきました。 

 ただ、返していただく方法なんですが、一時的

に一時金として、まず100万返していただくよう

な形でお願いさせていただいております。その後、

やはりこの方も就労活動等、やっていかないとい

けないということもありまして、毎月５万円ずつ

という形で残りの部分を分割でお願いさせていた

だいている形になります。 

 それと、先ほどのＵＲの所得証明の要らないと

いう話だったんですが、あれについても、ごめん

なさい、私がちょっと知らなくて、担当のほうは

つかんでいたということで、今現在、住宅手当等

の使ってみえる方が実際住んでみえるところをそ

のまま継続して住んでみえて、手当を受け取って

いただくという形になっていますので、新規の方

がないということで、今現在、ＵＲのその制度を

使った方はみえないですが、そういう方がみえれ

ば、うちのほうからまた御案内させていただくと

いうことになります。 

 以上です。 

○中島委員 

 ありがとうございました。 

 南保育園については、今、部長がおっしゃった

ように、基本設計のほうをなるべく早く見せてい

ただきたい、出していただきたいというふうに思

います。いろいろ定員の問題等、私は意見がまだ

まだあるわけなんですけれども、実施設計となる

と、それに基づいて教室の数とか、そういうよう

なものもぐっと絞っていってしまうということに

なると思うんですね、その辺は。そういうことも

含めて私はいろいろとやはり見直しをしてもらい

たいなというふうに今、思っておるんですね。 

 猿渡も定数がふえるわけなんですけれども、今

まで３歳未満児がもちろん入れないということで

あれなんですけど、３歳以上の子については入れ

ないという、そういう状況は多分ないと思います

ね、今までの経過の中で。やはり、新規で入る子

供たちを見ていると、やはり３歳未満の子が、３

歳児のクラスは下から上がってくる子と新たに入

る子とという調整がそこに必要になってくるとい

うか、見込みであるんです。だけど、実態をいろ

いろ資料を出して見てみましたら、やはり乳児で

やっている、ゼロ、１、２と来ているところは、

新たに入る３歳児もありますけれども、そこで下

から上がってくる３歳児と調整がとれているとい

うふうに私は見ました、資料をいただいて。だか

ら、乳児が充実したら３歳児が２クラスになって

しまうという単純計算はもう一回見直してもらい

たいと思うんですね。３歳児の受け入れの枠とい

うものが、さらに乳児をやるとさらにふえるのか

どうか、その辺の見解はどうですか。 

○福祉子ども部長 

 そういうお話を本会議でお話しさせていただき

ました。 
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 その一つの理由としましては、来迎寺保育園の

新築後の入所のことも踏まえますと、やはり保護

者の方は、新しいきれいなというか、そういった

環境の中での保育を望まれるというのは、必然的

に多くなるのは見込みが当然つくわけでありまし

て、中島委員が３歳の全く一緒の人数だから、ゼ

ロから来ても、３歳から来る子供というのは絶対

トータル一緒じゃないかという御質問だと思うん

ですけれども、新しくなればやはりそれに望まれ

る保護者の３歳途中入所も多くなるというのは、

来迎寺の例を見て、それは見込んでもおります。

それを踏まえてのことでお話をさせていただいた

つもりです。 

○中島委員 

 それこそ整備計画全体で定数をどうするのかと

いう議論じゃないと、新しいところは殺到するか

ら大きくしましょう、新しいところはどんどん大

きくしましょうって順番、順番に回っていくだけ

で、後でがらがらになりますよ、そんなことを言

ったら。古くなったらがらがらと、この保育園は。

新しいうちはいっぱいだったけど、古くなったら

がらがらと、こういうことになるので、やはり地

域の中での需要をしっかりつかまえた上での定数

じゃなきゃおかしいんですよ。新しいところに飛

びつくからたくさん入れましょうと、こういう議

論というのは、私、間違っていると思いますよ。

間違っているんですよ、これは。猿渡も200にな

るでしょう。やっぱり間違っているなと思って。

全体で３歳児は何人入れるんだ、４歳児は何人入

れるんだ、そういう全体の順番に数字をつかんで

いくということでクラス数というものを決めてい

かないと、人気の高いところだけふやすという、

こういう感覚はいかがなものかと。子ども部長は

真剣にそればかりを考えていますけれども、副市

長、そういうクラスのあり方について、新しいと

ころに飛びついてたくさん集まるから広げておき

ましょうという、こういう考え方ですよ、あなた

が言っているのは。そういうのはおかしいんじゃ

ないですか。 

○清水副市長 

 午前の議論でもございますけれども、知立市に

どういうふうに保育所があって、そこにどういう

ふうにクラスを設けて、どういうところがやっぱ

り、それは、これからの将来人口、年尐人口、そ

ういったものを推計する中で、しっかり計画を立

てていくべきだというふうに思っております。こ

こが小中義務教育とは尐し違いまして、保育所は

その地域の方は皆さん、その地域、いわゆる学区

というんですか、そういうものもないというんで

すか。いろいろ、保護者の方の御都合によっては、

お住まいのない地域にも希望されるとか、いろい

ろそういう条件もございますので、そういったと

ころの見きわめは若干地域そのものというわけに

はいかないわけですけれども、そういったものも

うまく調整しながらということで、定数というも

のは考えていかなくてはいけない問題だと思いま

す。 

 ただ、先ほど部長も申していたのは、来迎寺の

例をとっても、新しいところへ皆さん、殺到する

から尐しということではなくて、それこそ来迎寺

の例じゃないんですけれども、設計の段階ではこ

れで十分子供の定数、それから、床の面積、これ

もこれで十分ですよという中で、建設をし、実際

にそういうことで保育が始まってきているわけで

すけれども、やはり、その後において、手狭だと

か、いろんなそういう議論も確かにあったように

私、記憶しております。そういった意味では、

200定員というのはマックスの数字というふうに

思いますけれども、今の基準の子供一人当たりの

面積から割り出した必要面積での200人というこ

とでございますけれども、そこは、やはり常に

200人の子供さんを受け入れないといけないとい

うことではなくて、それぞれの地域の実態ですと

か、保護者の方の御希望、そういったものを勘案

する中で、クラスは固まってくるというふうに思

いますので、そういった中では若干の余裕を持ち

ながらの、そういう施設として、保育に当たるこ

とができるのではないかなと、そういうことは考

えております。 

○中島委員 
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 マックスという話が出まして、そういう意味で

余裕。ただ、財政的に余裕があるのかなという気

はするんですけれども、地域の実情と合わせると

いうならば、来迎寺学区は新しい開発がどんどん

進んで、満員になるわけなんですね。八ツ田もど

んどんできているかというと、そうでもないなと

いう気がするんですけどね。来迎寺学区は新しい

開発が２団地ぼんぼんとあります。今、つくって

いる団地がまた出ますから、足らなくなる可能性

は高い。だけど、八ツ田のほうはそういうのがな

いなと私は見ていますけれども、そういうことも

含めてと思います。 

 私は、青写真が、設計、基本設計ができた段階

でもう一回しっかり見せていただいて、その辺の

議論もしたいと思うんです。 

 マックスでと言われますけど、知立市内はマッ

クスで200まで行っている保育園は一つもないで

すからね。180まで行かないぐらいの、だから、

上重原西とか、ああいうところ、相当広いですよ

ね。あれも200じゃないんですよね。ですから、

相当広い。余裕があったほうがいいにはいいんで

すけれどもね。余裕があれば、財政的に。財政的

に余裕があればいいんですよ。そこのところがち

ょっと矛盾しているなというふうに思います。出

た段階ですぐもらうということ、ぜひお願いした

いと思います。 

 それから、猿渡保育園は、ここで6,913万円、

前年度できなかった分ということで、今年度も予

算がついておりますけれども、今、どんな状況で

すか、園そのものは。 

○子ども課長 

 皆さん御存じの猿渡保育園の今ある位置で建て

かえを行っていますので、半分が建てかえを終わ

りまして、２月の末に園児が移って、そちらのほ

うで、新しいほうで仮使用の申請を出しまして、

新しい施設のほうで園児の保育をやって、残りの

部分を今解体工事に入っておるのが現状でありま

す。 

○中島委員 

 今、残っている工事というのは解体工事が残っ

ているという意味ですか。あと、何があるんです

か。 

○子ども課長 

 解体工事を終わった後に、残りの部分を新たに

建てかえるということであります。建てかえると

うですか、解体しますから、新たにそこにまた保

育園の園舎を建てるということであります。 

○中島委員 

 あとつくる園舎というのは、教室ではないんで

すか。 

○子ども課長 

 一応教室というふうに理解しておるんですけれ

ども、４棟建てる形の計画になっておりますので、

まず、先に２棟建てて、残りのほう、これから解

体した後に建てるような形の計画になっておりま

す。 

○中島委員 

 ４棟建てる。縦割り保育ということをちょっと

聞いたかなと思いますけれども、今は完成したの

が２棟ですか。残りがあと２棟ですか。そのでき

た２棟に、もう２月に入ったということですか。

あと２棟ですか。 

○子ども課長 

 あと２棟建てるということでございます。 

○中島委員 

 安全性などは大丈夫なんですか。まだ半分しか

建っていないと。解体工事があると。その辺は大

丈夫なんですか。 

○子ども課長 

 狭いところで工事をやるということで、その辺、

十分配慮するようにという話はさせていただいて

いる中で一応工事をやっていただいているという

のが現状であります。 

○中島委員 

 面積が800平方メートル足らないところでした

ね、たしか。本会議で答弁していただいたよね。

1,000平方メートルないんですよ。1,000平方メー

トルないところで、中央保育園の半分、中央保育

園の面積の半分のところで200定員の保育園をつ

くるということですよね。その狭い中で４棟分、
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半分できただけで、あと、解体工事等も含めてこ

れということですが、ここについては来年度の入

園申し込みはどういうふうにするんですか。200

定員になるということですけれども、これはまだ

受けないということですか。 

○福祉子ども部長 

 園舎のところは、1,000平方メートルというふ

うに私、答弁したかもしれませんが、園庭は新た

に、今、猿渡公民館の駐車の下側、東側といいま

すか、そこの田んぼになっていたところを園庭と

いうことで購入されていますので、そこで子供た

ちの遊びというか、それについては、かなり広い

園庭は確保されていますので、あの場所をそのま

ま1,000平方メートルで園舎を建ててということ

になると子供の遊び場がないというふうに誤解を

されてはいかんものですから、ちょっとお話しさ

せていただきますが、今、猿渡公民館の駐車場に

なっていますが、それの東側、ちょっと下がって

いますけれども、そこは園舎とつながるような形

で、今、計画というか、今現在、工事のものがあ

そこの園庭のところに入っていますのであれです

けれども、そういう計画で進んでおります。 

○子ども課長 

 済みません、ちょっと面積は、今、部長の言わ

れるように、たしか本会議で報告されたのは現状

の面積をされたと思いますので、新たな面積がど

れだけか、今、ちょっと調べますので、お願いし

ます。 

 それから、募集については、一応できないとい

うことで、現状の人員で募集させていただいたか

というふうです。実際にできないという報告が猿

渡のほうからありましたのが年度末ですので、も

うその時点でちょっとということで申し出があり

まして、そこからいろいろ県とも協議しながら進

めている中でのことで、一応、人数がそれだけは

入れられないということで、そのような対応をさ

せていただいたかと思います。 

○中島委員 

 安全性ということですね。いただいた資料によ

りますと、猿渡保育園は114人という人数になっ

ております。90人定員だけどふえていますよね。

114というふうに、いただいた資料ではなってい

ますよ。ふやしているよ。半分しかできていない

けれども、大丈夫かなと大変心配をするんですけ

れども。大丈夫なの、本当に。園庭は下のほうで、

まだ資材置き場のようになっていると。 

 現在でも、たまたま知っている子供が行ってい

るので、すごいぴかぴかの教室ができたよという

ことでは聞きましたよ。ぴかぴかだと、すばらし

い教室だと言っていましたけど、工事どうなって

いるのかねと言ったら、うーんと言って、お母さ

んも心配していました。多分公立だったらああい

うことはちょっとできないだろうなと思うぐらい

の工事の進捗状況ですね、保育の受け入れと。こ

れ、大丈夫なんですかということをずっと疑問に

思っているんですが、そういう視点では、そちら

では、民間だからお任せということなんですか。 

○子ども課長 

 当初から、その部分については、あの狭い区域、

工事ヤードで建て直しをするということで、猿渡

保育園のほうから申し出がありまして、担当とし

ては近隣はもちろんのことですけれども、園児に

事故のないようにという指導はさせていただいて

おります。 

 ただ、何分、あそこでやるということ、それか

ら、仮園舎をどこかに建ててという土地もないと

いうような中でやっておりましたので、今の状況

でやらせていただいておるというのが現状であり

ます。とにかく事故のないようにということだけ

は重々お話をさせていただいた中での工事であり

ます。 

○中島委員 

 大変進め方については、何でおくれちゃったの

かということも余り十分わかりませんけれども、

何でおくれちゃったのか。ちょっと何か確認申請

がおくれたとか云々と言っていましたけど、それ

はやっぱり公的な施設をつくるという点で言いま

すと、学童保育もそういうことがありましたけど、

西学童でしたか、遅くなったよね、あれも。遅く

なったというか、あれは予算がつかなかったんだ
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ね。ま、その話はいいです。余分な話ですけど、

本当、公的な施設がこういう形でずれ込んでいく

と。完成はいつと言われました。完成。 

○子ども課長 

 ７月の末というふうには聞いております。 

○中島委員 

 大変遅くなってくるわけで、民間といえども市

の委託事業で保育をしていただいているんだから、

きちんとした形でやってもらえるように指導すべ

きですよ、もう尐し。危ないですよ。７月までま

だ中途半端な形で続いていくということですから、

これは民間という位置づけが、ちょっとお任せ過

ぎるというふうに、私は言わざるを得ないという

ふうに思います。 

 もう一つだけ、最後に、浄苑費の問題で伺いま

す。163ページにございます。浄苑費が今回は燃

料費という形でどれほど炉が動くかということが

ここに関係してくるわけですけれども、燃料費は

尐々減っております。このあたりはどういう見込

みなのか。 

○市民課長 

 今回、平成23年度、減っております。９万円ほ

ど減っておりますけど、単価の灯油だとかガソリ

ンで、要するに、灯油で火葬しておりますので、

その単価をことし、平成23年度は75円で掛けてお

りますので、それで、その使用の数量につきまし

ては、平成21年の10月から12月までの実績と、平

成22年の１月から９月までの実績を出して、それ

を平成23年度の数量に乗せておりますので、それ

で単価は75円ということで、昨年よりもちょっと

尐ない。要するに、使い方によってあれですけど、

そのかげんで９万円ほど下がっているのかなとい

うふうに思っております。 

○中島委員 

 わかりました。 

 ここにはテレビがありますけど、ここは地デジ

化は済んでいるんですよね。 

○市民課長 

 申しわけございません、ちょっと資料を持ち合

わせておりませんので、やっているかやっていな

いか、ちょっと申しわけございません、わかりま

せん。後から報告させていただきます。 

○中島委員 

 余り十分な施設ではないですけれども、そこの

利用があったときには最低限必要だというふうに

思いますので、確認をさせていただきたいと思っ

て、これは質問をさせていただきました。 

○市民課長 

 済みません、地デジ化につきましては、３月の

時点で地デジ化の対応をしておりますので、工事

が終わったという話です。火葬場のテレビです。 

○中島委員 

 この３月に。 

○市民課長 

 この３月です。 

○中島委員 

 それはよかったです。本当にいろいろ不満の多

いところでテレビまで見れんかったといったらえ

らいことになりますよね。 

 この間、本会議であった件。本会議であった件

というのは、豊明市が東郷、日進との協議を含め

て、始めているかのような新聞報道がありました

ね。その件について、また後日、確認をしていた

だいたんでしょうか。 

○市民課長 

 豊明市のほうの後期計画の実施計画、要するに、

総合計画の後期分の基本計画をいただきました。

そうした中で、前期計画と後期計画は基本的な考

え方は変わっておりません。ただ、見せていただ

いた中で、主要事業中の前期計画では、火葬整備

を進めると抽象的でございましたけど、後期計画

においては、関係自治体と協議して火葬場の整備

を進めますというふうで、具体的に関係自治体と

協議を進めるというふうな内容になっております。

その関係自治体につきましては、どういった団体

かという話の中で、豊明市のほうを確認したとき

に、豊明市は、知立市、当然入っていますという

お話でございました。 

 以上です。 

○中島委員 
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 ということは、知立市と東郷と日進とと、幅広

くという意味ですか。知立市も入っているという

意味ですか、それは。 

○市民課長 

 豊明市は、知立のことしか聞いていないんです

けど、知立市は当然入っていますと。そういった

建設をする中で知立市を差しおいては考えており

ませんというお話は聞いております。 

 以上です。 

○中島委員 

 私も向こうの議員に聞いてみたんですけど、ま

だ全然熱くなっていないと、その問題について。

向こうの市議会もそうだし、市のほうも熱くなっ

ていないんだと。学校の耐震補強が相当おくれて

いるので、それどころじゃないんですわと、こう

いうのが聞いた議員の発言で、全然熱くなってい

ないと。余り関心もないというぐらいの。ちょっ

と質問した議員がいたけれども、大きな議論にな

っていないというようなことを言っていました。

熱くなっていないということで、そうなると、こ

れからどういうスタンスなのかなと。知立市とし

ても、そこに火をつけていくものなのか、向こう

の財政もあるからめちゃめちゃなことは言えない

しということで、当分はやっぱり知立の火葬場の

もう尐し快適なものにするということも含めてど

う考えているのか、その辺についてちょっとお答

えをいただきたいなと思いますが。 

○市民課長 

 豊明市につきましては、やはり私のほうは総合

計画後期分が豊明市のほうが載りましたので、そ

れで、うちとしても早く建設の時期について、ま

た、方向性を出していただきたいというお話を豊

明市のほうに要望してまいりたいと思います。 

 それと、やはり私たちの、この前議会の中でも、

庁内の中で副市長が会長になって逢妻浄苑の検討

委員会を実は設けております。それは、平成16年

の４月から２年間はよく活動をされていたと思う

んですけど、それ以後、活動されていないという

ことで、ことし２月21日に検討委員会を一番最初、

２年後に初めてことしさせていただきました。そ

の中で、私のほうは、逢妻浄苑の今現在の状態だ

とか、豊明市がアンケートをとられた内容だとか、

今後、安城市との関係、それから、刈谷市との関

係、それと日進だとか東郷の関係のお話をさせて

いただいて、今後、逢妻浄苑のいろんな管理運営

の考え方を今後、検討会議の中でやっていきたい

と。当然、それも逢妻浄苑の方向性についても、

その会議の中で考えていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 基本的にはわかりました。これは対外的なもの

ということになるので、副市長にも大いに頑張っ

てもらわなきゃいけない。内部の検討と、さらに

外部との交渉ということも両輪でやらなきゃいけ

ないのかなというふうに思います。 

 何よりも情報がどこかでひとり歩きして、どこ

かの新聞から出てきたなんていうことがないよう

に、きちんとやっていかないと混乱を招くという

ことになるので、その辺は定期的に連絡ができる

ような体制をとっていただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○清水副市長 

 先日の本会議で、建通新聞の記事でもって御質

問をいただいたわけですけれども、その件に関し

ましては、私、あのときに答弁をさせていただい

たとおりの認識しかございません。 

 実は、一昨日、先方も議会の開会中でございま

すのであれですけれども、たまたまスケジュール

があいましたので、私と部長と課長と、本来です

と、豊明市がこちらへ来て、その辺の御説明をい

ただかないかんなという思いもありましたけれど

も、時間的な都合もありましたので、私のほうか

らお邪魔をして、今回のお話、建通新聞に掲載さ

れた中身と、それから、今回の豊明市の第４次総

合計画の後期計画にどういう記載がされているか、

そういうことで、特に新聞の話については、私ど

ものほうも、そういう形でということに関しては、

非常に豊明市には、そこには当然知立市を前提に

した中身になっている総合計画ですので、そうい
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うことについての文言等については、ぜひ知立市

に事前のそういう御相談があってしかるべきでは

ないかということでのお話もさせていただきまし

た。豊明市も総合計画を進める中で、ちょっとそ

ういうことでは尐し知立市への情報が、具体的な

中身での情報の提供が遅かったということでのお

わびもあったわけですけれども、いずれにいたし

ましても、豊明市は、従来からの総合計画での考

え方は、平成18年の当時と変わっていないという

ことでございます。 

 ただ、先日お話ししてきた中身としては、今の

まま双方が今の形で情報交換だとか打ち合わせと

いうような形でしていっては結論が全然なかなか

出てこないので、それはお互いに今後の方向性を

具体化するについてもいいことじゃないねという

ことでは一致しています。そういう意味では、尐

し、今のような形よりも一歩踏み込んだ形でお互

いに必要な検討をしましょうというようなお話も

させていただきましたし、双方もそういうことで

一致をしております。 

 さっき課長から申し上げましたけれども、広域

での考え方という、関係自治体と協議の上という

話の中では、豊明市も当然第一が知立市だという

ことは念頭にあるわけですけれども、やはり隣接

の実際に火葬場を持たない東郷町ですとか、日進

市の話までは具体的に出ませんでしたけれども、

そういったことも今後の将来の計画の中では当然

視野に入ってくる話かなというふうにはお話を聞

きながら感じたところでございます。 

 いずれにいたしましても、双方の情報がしっか

り行き来していないと、今回の、私に言わせれば

ちょっとそごがあったかなというふうに思います

ので、十分注意してまいりたいと考えております。 

○子ども課長 

 交流会でございますが、これも先ほど説明させ

ていただいたんですけれども、碧海５市の広域圏

で親子通所の会議をやるときに一緒に参加してい

ただいているということで、これが２回あるそう

でございます。よろしくお願いします。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第26号について、挙手により採決します。 

 議案第26号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第26号 平成

23年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 議案第27号 平成23年度知立市国民健康保険特

別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第27号 平成

23年度知立市国民健康保険特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第30号 平成23年度知立市介護保険特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 
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 今回は401ページに介護保険事業計画と策定業

務委託料、これが載っております。新たな事業計

画をつくるという、こういう予算が計上されまし

た。 

 皆さん、済みませんね、お疲れで済みません。

目があかないみたいな感じで、済みません、本当

に。 

 今回のことに関しては、介護保険法の改定等で

ほぼこれが閣議決定という形で概要が発表されま

したよね。これに大きく左右される今度の計画に

なるのかということで、心配しているんですけれ

ども、要支援者の扱いについてどうするのかと、

これが一番問題になっていますが、ここのところ、

解明をしていただきながら、お考えをお聞かせく

ださい。 

○長寿介護課長 

 昨年の９月来から社会保障審議会などで議論さ

れてきた内容であると思いますが、要支援の方々、

これを介護サービスの給付から外して地域支援事

業にシフトするようなこと等がそのときにござい

ました。 

 今、中島委員もおっしゃられたように、介護保

険法の一部改正のこの法律案、どうやらそのとき

に議論されている内容と思うと、かなりそういっ

たことが変わってきているような思いがしている

感じを持っています。当初、例えばケアプランが

有料化になるだとか、それから、利用者負担を高

所得の方が２割負担するだとか、そんなようなこ

とも盛り込まれていたと思います。そういったこ

とが今回調整がつかずに見送られるというような

こともございました。 

 その中で、私どもとしましては、平成12年から

この介護保険制度、社会保険方式を採用させてい

ただきまして、今でいってみれば必要不可欠な制

度となって定着していると思いますので、ここら

辺のところ、費用対効果を十分に検証いたしまし

て、平成24年からの第５期介護保険計画に備えて

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 今言われたとおり、余りにも大問題のようなと

ころについては反対の意見が強くて、当初の見直

し案から大分修正されたという中で、最終的に今

ちょっと言われました要支援の扱いが変わろうと

していると。ここが一番大きな改正の中身になっ

たというふうに思いますが、これは要支援の介護

サービスを市町村の判断で給付外にすることがで

きると、こういう認識でいいですね。 

○長寿介護課長 

 はい、そのような認識でございます。 

○中島委員 

 これは市町村の判断でということで、地域支援

事業ということに切りかえてもいいんだと。介護

サービスじゃないよというふうにやってもいいん

だというようなことが今回の改正の中身になった

んですけれども、やはりそうなりますと、安定し

たものが受けられないという問題も出てくると思

いますし、また、費用も各市町村でどうやってや

ってもいいんだから、費用負担が今までよりも上

がるところもあるだろうし、ただになればとても

いいんだけど、そういうふうにはなかなかならな

いと思いますね。格差が出るというようなことも

あって、この部分も相当批判が強いわけですよ。 

 当市としてはどんな考えを基本的に持ってみえ

るのかということを伺っておきたいなと思います。 

○長寿介護課長 

 先ほども申し上げたように、この介護保険制度、

負担と給付が明確になっている社会保険方式を採

用しておりますので、財源構成を見てみましても、

今現行ですけれども、50％が公費、50％が保険料

ということで運用されています。ここら辺のとこ

ろを、やはり過去のそういった介護報酬が改定さ

れてきた経緯なども踏まえまして、平成12年に始

まった介護保険制度、過去に２回ばかり介護報酬

がマイナス改定されていると思います。そして、

この平成21年度に初めて３％プラス改定がされま

した。 

 そんなことを見てみますと、やはり給付費、自

然増も含めまして改定分がアップしております。

そこら辺をしっかりと把握して、十分検証して、
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今おっしゃられた要支援の方々の対応に当たって

いきたいと思っております。 

○中島委員 

 国民健康保険と同じで、これも、幾ら利用する

のか、それをどれだけお金を補てんしていくのか

という、補てんというか、介護保険料ですね。と

いうことで、これも、出る、入る、はっきりした

問題なものですから、ここも介護予防ということ

が十分大事になる。介護予防も地域支援事業的な

ところが入っているわけですけれども、でも、こ

このところが市費が充てんになると、公費は入っ

てこないということになると、おろそかになっち

ゃうという、こういう側面が出てくるわけですよ。

ですから、介護予防の事業を充実させるためには、

任意的な事業ではなく、しっかり私は保険のほう

でやってもらいたいなという思いでおります。費

用対効果ということを言われましたけれども、や

はり事業がうんとやられなければ効果も上がらな

いということですから、その点についてぜひとい

うふうに思いますが、その点と、それから、基金

残高を改めて聞いておきます。 

 国保と違って、こちらについては基金が３年間

で使っていくかなと思っていた基金が大体そのま

ま残るというような状況が今回も続いているんじ

ゃないかなというふうに思うんですが、いかがで

すか。 

○長寿介護課長 

 今、私どものほうで管理しております基金でご

ざいますが、財政安定化基金、これが2,858万円

余ございます。この財政安定化基金につきまして

は、平成20年度まで積み上げてまいりましたが、

平成21年度より積み立てを終始しております。 

 それから、介護給付準備基金でございますが、

平成22年度に3,000万円取り崩しを見込みまして、

残高が１億9,585万円余でございます。それと、

もう一つ、処遇改善臨時特例基金、これは平成21

年度、第４期、平成21年度、平成22年度、平成23

年度で介護職員の処分改善のために設けられたも

のでございますが、これが2,000万円ほどありま

して、平成23年度700万弱を取り崩すということ

で、平成23年度にはこの基金はなくなる予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 介護保険のほうは、多分基金を使って、最後と

んとんになるようにというような、いつも計算を

して保険料を決めるという議論がされるんですけ

れども、毎回、基金としては尐し残ってくると。

保険料を尐ししか上げなかったんですけれども、

結果、知立の場合でいうと、上げなくても回って

いったというような数字になるんじゃないかとい

うふうにさえ思われます。値上げそのものがね。 

 これは、いろんな理由があるというふうには思

いますけれども、利用が尐ない、なぜかという話

やら、みんな健康になったら要らないんだけれど

も、そういう議論だと思うんですが、その辺につ

いての考えと、今年度の見通しということについ

ても伺っておきます。 

○長寿介護課長 

 先ほど申しましたように、介護保険の財源構成

としましては、公費、保険料ということになって

います。その中で足りない部分を補うものがこう

いった基金として積み立てられております。 

 こういった基金、当然、運転資金じゃないけれ

ども、そういった資金がショートしてきた場合に、

その基金を使わせていただくわけですけれども、

その基金を使って一たんはしのげるといいましょ

うか、賄えるかもしれませんけれども、自然増も

含めまして、公費だけでは賄えない部分が生じて

くるのではないかと思っております。そのときに

は、やはり保険料を多尐値上げさせていただかな

ければいけないような状態が生じるのではないか

と考えております。 

○中島委員 

 一般論で言われましたけど、結果的には保険料

を上げなくてもやっていけるだけの内容だったな

というふうに思っております。第４期ということ

で、あれですけれども、保険料の問題、それから、

先ほど言いました要支援の方々の介護、これらが

充実されないと、要支援の方こそ充実していかな
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いと介護が重くなってしまうという関係になりま

すので、この辺は私は十分計画の中ではポイント

として押さえていただきたいというふうに思いま

す。 

 最後に一言お願いします。 

○長寿介護課長 

 中島委員おっしゃるとおりで、介護予防に重点

を置きますと給付費が抑制できます。そういった

観点からも、そういった地域支援事業を充実させ

るような方策をとってまいりたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○中島委員 

 地域支援事業充実とともに、要支援の人たちを

そちらにやるんじゃなくて、介護保険でさらに充

実してくださいと、ここのところがポイントなん

ですよ。 

○長寿介護課長 

 済みません、言葉足らずで。 

 従来そういうような形で介護サービスを受けら

れていた要支援の方々に対しましても、そのよう

な形で対応していきたいと思っております。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第30号について、挙手により採決します。 

 議案第30号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第30号 平成

22年度知立市介護保険特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第31号 平成23年度知立市後期高齢者医療

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第31号について、挙手により採決します。 

 議案第31号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第31号 平成

23年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後10時02分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後10時04分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 陳情第１号 大幅増員と夜勤改善で、安全・安

心の医療・介護を求める陳情書の件を議題としま

す。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○高木委員 

 知立政策研究会として賛成の意見を申し上げま

す。 

 日本は、長寿世界一を誇っていますが、医療や

介護の現場では夜勤に入ることで16時間以上に及

ぶ勤務など労働条件がとても悪く、離職者が絶え

ません。医療現場、介護現場で働く職員の７割以

上が慢性疲労を訴えているとのことです。過酷な

労働条件の中で介護職員、看護職員、絶対的人員

不足が起こっているのが現状です。看護・介護職

員不足が原因で、ベッド数削減による病院閉鎖な

ど、医療崩壊の原因ともなっています。陳情内容
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である夜勤のある職場で勤務時間の間隔は12時間

以上としなければ、介護・看護職員の健康は保つ

ことができません。早急な改善が必要と思われま

す。 

 そして、ＯＥＣＤの中でも、北欧、スウェーデ

ンやデンマークなどは老人福祉の先進国で、日本

からも多くの施設の人が見学、研修に行かれます。

施設の充実は、看護職員の処遇問題も手本にでき

るように思われます。日本の介護・看護従事者の

増員は緊急な問題で、早い対応が望まれます。 

 安心・安全の医療・介護を目指すため、夜勤勤

務の改善は必要で、医療従事者もさることながら、

介護従事者不足のため入所者を受け入れられない

施設もあります。私の知るところ、近隣の市で、

特別養護老人ホーム、部屋があいているにもかか

わらず、利用者が受け入れられない理由に介護職

員不足がありました。利用できる施設がありなが

ら、職員の不足で利用者の受け入れができないこ

とも現実です。職員の増員により、夜勤の改善が

できると思いますので、この陳情、賛成します。 

○中島委員 

 大変すばらしい賛成意見を聞かせていただきま

した。 

 私ども日本共産党ももちろん賛成であります。 

 私もよくこんな話を聞きます。施設を利用して

いらっしゃる方が行くたびにヘルパーさん、介護

職員の顔がかわっていると。ようやくなじんだと

ころでまたかわってしまう。大変厳しい労働条件

の中でかわってしまう。こういうことがよく嘆き

として伝わってまいります。 

 また、看護師さんなども夜勤があって、８時間

労働とはいえ、１時間前に行っては、もう準備に

入り、前の方との引き継ぎの準備に入り、そして、

また２時間は残業しなきゃならないのが常だとい

うような夜勤体制をやっているんだと、こんなお

話も聞きまして、さらに、それが延長することも

あるなど、本当に体、それから、また、精神的に

も大変な労働を強いられている。そんな中で大事

な命を守る仕事を携わっていらっしゃる。介護職

員や看護職員の皆さん、本当に大変だというふう

に思います。跡継ぎもいなくなってしまうという

ようなことになってくると、本当にそういった職

場が崩壊してしまうということも考えられ、今後

の高齢化社会を支える医療・介護が本当に大変に

なってくるいうとことで、何としても食いとめな

ければならない。精神論だけでは食いとめること

はできない。 

 そういった意味で言うと、ＩＬＯの看護職員条

約、これがあるわけですね。読み上げませんけれ

ども、そういった条約があって、労働時間等をき

っちりと定め、これを日本は批准しないと。早く

批准してほしいと、こういうことが大きな柱とな

っております。ぜひこれをやらなきゃならないと

いうふうに思います。 

 あわせて、国は患者、利用者の負担を減らして

安全・安心の医療・介護という、こういうことも

あるわけでありますけれども、中心的には介護職

員などの改善というところに力点を置いて、私は

ぜひとも意見書を上げていきたいと、皆さんで一

緒に上げていきたいと、こんなふうに思います。

よろしくお願いします。 

○杉山委員 

 私ども公明党としても、今回のこの大幅増員と

夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情

書に対しまして賛成の意見を述べさせていただき

ます。 

 人の命という大変重き医療の現場で皆さんが当

たられる介護に対して、本当に今、十分な現状で

はありません。長時間、過密労働に加えて、また、

環境の厳しさという点では、また、多くの人手不

足という点では、本当に感じるものがたくさんご

ざいます。 

 そういった意味で、これからの改善に基づく労

働時間の改善、そして、また、ここでもあります

けれども、勤務時間の間隔等の具体的な条約に基

づいた改善が早急に望まれるというふうに思いま

す。 

 そういった点で、今回のこの意見書に対しては

賛成とさせていただきます。 

○杉原委員 
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 陳情第１号に関しまして、市政会を代表いたし

まして、賛成の立場で意見を述べさせていただき

ます。 

 現在の医療現場は、長時間、過密労働のもと、

医師、看護師、介護職員さんなどの労働環境は厳

しさを増して、離職者も陳情書と同じく深刻な人

手不足という問題が起きていることは認識をして

おります。労働条件を抜本的に改善して、人手を

大幅にふやして、安全・安心の医療・介護を実現

することが私どもは大切だと考えております。 

 今後、国民が安心して暮らしていけるような制

度を確立する上で、今陳情に関しましては賛成で

お願いしたいと思います。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第１号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第１号 大幅

増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求め

る陳情書の件は採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第２号 国民健康保険制度の改善と都道府

県単位化（広域化）に反対を求める陳情書の件を

議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○高木委員 

 知立政策研究会として、この陳情に対し賛成の

意見を申し上げます。 

 国は、国民健康保険事務を広域連合で行うこと

により、住民サービスが低下することのないよう

注意し、窓口業務は変更せず、被保険者である住

民の皆様が広域連合に行かなくても、今までどお

り市町村の窓口で届け出、申請ができるようにし

ます。そして、安定化を目指し、従来の保険事業

よりも効果のあるものにすると言っておりますけ

れども、問題点が余りにも多くあると思われます。 

 現在の国民健康保険制度は、各市町村がそれぞ

れの政策として行っているので、統一はまず難し

いと思われます。減免、免税など、各市町村の条

例に決められており、調整も困難と思われます。

保険者が広域連合になると、今まで受けていた特

別調整交付金が受けられなくなってしまう可能性

もあります。広域化によって国民健康保険料の水

準が上がる市町村が出ます。国民健康保険料が急

増することにもなりかねません。 

 そして、一番懸念される件は、データの管理の

移行に係る費用は余りにも莫大な費用が想定され、

現時点では算出困難と思われています。 

 知立市においても、本会議に国民健康保険税の

算定基準、課税限度額の引き上げについての条例

改正が出され、国民健康保険税に係る経費の多さ

が伺われます。 

 療養給付額が年々多くなり、国民健康保険制度

の見直しが必要と思われますが、今まで広域に反

対し、現在の国民保険制度の見直しをし、保険の

広域化反対を求める陳情に賛成します。 

○中島委員 

 私は、先ほどの国民健康保険の質疑の中でもい

ろいろと部長さんからも御意見を伺いながら、国

民健康保険が広域化して広域連合というような形

になった場合はどうなんだということをいろいろ

考えも伺ったわけであります。保険税の統一、こ

れにも現在の格差が非常に大きい中での無理、ま

た、収納率の格差、それから、さまざまな諸施策、

健康づくり、そういったものについても、保険の

中でやっているものについても格差があると。非

常に力を入れてやっているところ、繰り入れなん

かについても格差があると。こういったところを

なべて等しくやるということについては、大変困

難であるし、逆に十把一からげで値上げに通じる

ということのほうが大変懸念をされると。 

 ここの陳情者が出されている例でも、これは愛

知県内の国保加入者の保険料、これがもし広域化

していくならば、１人当たり年間１万2,000円、

４人家族で４万8,000円も上がってしまうという

ような試算もしています。繰り入れが全部なくな

ってしまうということ等もあわせて試算の根拠に

あると思うんですけれども、こういった問題もす

ぐに起こってきます。 
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 そして、何よりも、後期高齢もそうですが、こ

この中身について市議会の中で議論ができないと

いうシステムになってしまう。広域連合議会に行

って発言してくださいという、こういったことで、

住民の目線で常にチェックするという機能も奪わ

れてしまう。こういうことから、広域連合になる、

広域化というのについては、大変問題点が多過ぎ

る。住民のためになるとはとても思えない。メリ

ットが見えない。部長さんもさっきおっしゃった

わけですが、メリットが十分見えないというふう

なことでありますので、この段階で本当に反対を

していくという陳情が必要だというふうに思いま

す。 

○石川委員 

 私は、この陳情第２号に対しましては不採択で

意見を述べさせていただきます。 

 先ほどの委員会におきましても、国保税、健康

保険料が値上げの委員会をやったわけであります

けれども、といいますのは、やはり国保会計がも

う本当に赤字になってきて、繰入金をどんどんふ

やさなくてはいけないような現状になってきた。

これはやはり一町村での限界が見えてきたんじゃ

ないかと。 

 ということは、やはり利用者がしかるべき負担

をするのがこれから当然ではないかと。国費をど

んどんつぎ込みなさいといっても、これはきっと

また皆さんに跳ね返ってきます。消費税なりの値

上がり、そういうことがないと財源を確保できな

い。したがって、何でもかんでも国費を投入しろ

というのは問題があるのではないかなと思います。 

 そして、また、保険料引き上げが住民サービス

の低下につながるというようなことでありますけ

れども、そんなことはないと思いますし、やはり、

一番私は問題である国保というのは、隣のまちと

自分ところのまちとが全然違うということほど、

こんなおかしなことはないのではないかなと。国

民健康保険というのは国の施策であって、全部国

民が同じであって当たり前だと思うんですよ。そ

れを市のほうにどんどん負担をし、こういうこと

もやれ、こういうこともやれということで、市町

村の格差が非常にできておると。これは大変な問

題ではないかなと思います。 

 したがいまして、これは、どこのまちへ行って

も同じ国保税ですよと、所得が一緒である場合は

一緒ですよというものが理想的な国民皆保険の中

の保険だと思います。そのために、私は、この陳

情には不採択でお願いしたいと思います。 

○杉山委員 

 公明党会派としましては、今回、この陳情の国

民健康保険制度の改善と都道府県単位化（広域

化）に反対を求める陳情に対しまして不採択の意

見を述べさせていただきます。 

 陳情事項にもありますように、国庫負担をふや

すように国に要望し、高過ぎる保険料を引き下げ

てくださいという点で、国民健康保険料について、

毎年、きょうの話もありましたように、慢性的な

赤字を抱える市町村という形が、我が市もそうで

ありますけれども、ある意味財政を安定させるた

めに今回こういった広域化的な発想が生まれたと

いうふうに思います。また、策定がされたという

ふうに思います。 

 そういった点で、問題点も多々あるように感じ

られる部分もあるかと思いますけれども、広域化

の利点もしっかり見ていく部分もあるかというふ

うに思います。特に、やはり収納率の目標も含め、

きょうのお話もありましたけれども、共同印刷と

か、レセプト、診療報酬明細の点検共同の実施と

か、また、住民からの問い合わせも一元化によっ

て、メリットの部分も、スケールメリットもある

というふうに思います。一概に否定的な部分ばか

りが言える部分でもないかというふうに思います

ので、この２番目の広域化に反対する分において

も不採択という形をとらせていただきます。 

○水野委員長 

 ほかに御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第２号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第２号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第２号 国民

健康保険制度の改善と都道府県単位化（広域化）

に反対を求める陳情書の件は不採択とすべきもの

と決定しました。 

 ただいま意見書が採択されたものに伴い、意見

書の案文について御協議お願いします。 

 陳情第１号 大幅増員と夜勤改善で、安全・安

心の医療・介護を求める陳情書の意見書案文につ

きましては、添付されている案文でよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長を除く賛成委員として最終日に議

員提出議案として上程します。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。ありが

とうございました。 

午後10時23分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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